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はじめに 

背景と目的 

気候変動が進む中、気温上昇の影響として、熱中症の増加が近年大きな社会課題となっています。将来はさ

らなる気温上昇リスクの高まりも予測されており、暑熱対策が喫緊の課題となっています。 

そこで、関東地域 10 都県共通の課題や連携を要する課題等に着目し、気候変動適応の観点から様々な地域

に応用可能な取組を取りまとめ、地域を超えた広がりや連携を通じた広域的な取組を促すことを目的に本プ

ラン「気候変動適応における広域アクションプラン『７つのターゲット別熱中症対策』～夏季の猛暑に適応

する～」を作成しました。 

また、地域気候変動適応計画の策定に際し、本プランに掲載する適応アクションを参考とし、地域において

具体的な適応行動に繋げて頂くことも目的としています。 

活用主体 

主として自治体で活用いただくことを念頭に作成していますが、実際の予防・回避行動を取る事業者や住民

等にとっても参考になるように作成しています。 

活用方法 

地域における適応策の検討や適応アクションの実行、地域気候変動適応計画の策定にあたり、夏季の熱中症

対策として優先的に取り組むべき事項を、ターゲット別に検討する際の参考情報として活用頂くことを想定

しています。 

地域の規模や社会経済状況等によって実行可能な適応策は異なると想定されますが、関東地域で共通的に実

施可能な適応アクションを中心に掲載しています。 

本プランに掲載の様々な先進事例および、その内容を一般化した適応アクションを参考とし、各地域の実情に

応じた適応策の検討、適応アクション実行の一助となれば幸いです。 
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第 ❶ 章
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1.1 進 行 す る 気 候 変 動 

本節では、関東地域の気候変動（気温上昇）に関する地域特性を整理します。また、熱中症による救急搬送・

死亡と関連性の高い気候変動指標を掲載し、科学的なデータによる気候変動と熱中症リスクを関連付けます。 

 

 

こ れ ま で の 気 候 変 動  

 

関東地域は、夏季の多雨多湿、冬季の少雨乾燥となる太平洋側気候に属し、特に内陸を中心に夏季は高温とな

る地域が見られます。また日本海側の新潟県では、春から秋頃にかけ、フェーン現象の発生に伴う高温も見ら

れます。 

一方、都市化の進展に伴い、都市特有の現象として発生するヒートアイランド現象の影響もあり、3 都市を例

に見ても、過去からの気温上昇が顕在化しています。 

図 1.1～図 1.3 に示す通り、1 年間の熱帯夜、真夏日、猛暑日の日数はいずれも増えていると見られます。 

 

 

熱帯夜の日数  

 
図 1.1 大都市における年間熱帯夜日数の長期変化傾向 

（気象庁ウェブサイトに掲載の各グラフを用いて作成 １） 

 

（熱帯夜とは、夜間の最低気温が 25 度以上のことを指しますが、ここでは日最低気温 25 度以上の日数を熱帯日数として扱います。） 

  

新 潟

東 京横 浜
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真夏日の日数  

 
図 1.2 大都市における年間真夏日日数の長期変化傾向 

（気象庁ウェブサイトに掲載の各グラフを用いて作成 ２） 

 

 

猛暑日の日数  

 
図 1.3 大都市における年間猛暑日日数の長期変化傾向 

（気象庁ウェブサイトに掲載の各グラフを用いて作成 ３） 

 

 

  

東 京

新 潟

横 浜

横 浜

新 潟

東 京

各図中、棒グラフ（緑）は毎年の値、折れ線（青）は 5 年移動平均値、直線（赤）は長期変化傾向（統計期間にわたってデータが均

質で、かつ信頼水準 90%以上で有意な場合に限る）を示す。なお、観測場所の移転によりその前後でデータが均質でない場合は横軸

上に▲で示し、その前後の 5年移動平均値は示していない。 

（※東京と新潟の地点は、観測場所の移転に伴う影響を除去することが困難なため、長期変化傾向は求めていない。） 
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気 温 上 昇 と 熱 中 症 リ ス ク  

 

気温上昇と熱中症リスクの関係および特徴として、これまでの研究より次のような関係性があることが分かっ

ています。 

 

日最高気温と熱中症発生率 

 

日最高気温が高い日ほど熱中症が発生しやすい傾

向がある。31～32℃を超えると急激に増加する。 

 

図 1.4 日最高気温別に見た熱中症患者の発生率 

（熱中症発生率は 100 万人日当たり患者数） 

（国立環境研究所ウェブサイトより ４） 

熱帯夜日数と熱中症死亡者数 

 

熱帯夜日数が多い年ほど熱中症死亡者数が多く、

20 日以上で顕著に増加する。 

 

図 1.5 年間熱帯夜日数と熱中症死亡者数の関係 

（環境省「熱中症環境保健マニュアル 2018」より ５） 

WBGT と熱中症死亡率 

 

WBGT が高い日ほど熱中症死亡率が高く、29℃以上

となる日に大きく増加する。 

 

図 1.6 暑さ指数（WBGT）で見た熱中症死亡率 

（熱中症死亡率は 100 万人日当たり死亡者数） 

（国立環境研究所ウェブサイトより４） 

 

 

 

WBGT とは 

WBGT（wet-bulb globe temperature：湿球黒球温度） 

とは、暑熱障害のリスクを示す指標としてアメリカで開発された

もので、気温に加え、湿度や輻射熱が考慮されています。 

左図には、東京都と大阪府の日最高 WBGT 別の死亡率を示しま

したが、WBGT が高くなるにつれて熱中症死亡率が急激に上昇

する様子が見られます。 

 

WBGT は乾球温度（いわゆる気温）、湿球温度、黒球温度を使っ

て、以下の式で求めます。 

 

 WBGT＝0.7×湿球温度＋0.2×黒球温度＋0.1×乾球温度 

 

一般の気象観測では黒球温度は測られていません。そのため、こ

れまでの観測結果を参考に、気温、相対湿度、日射量などから

WBGT を簡便に推定する方法も用いられます。 

 

また、一般の方に理解しやすいように「暑さ指数」という言葉が使

われています。 

（国立環境研究所ウェブサイトより４） 
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こ れ か ら の 気 候 変 動  

 

将来（21 世紀中頃）の関東地域では、夏季の日最高気温、年間真夏日日数、年間猛暑日日数について、以下の

ように予測されています ６。 

 

日最高気温の上昇 
（NIES2019 データ） 

 

2～3℃（7 月）の上昇が予測されて

います（RCP8.5 シナリオ）。 

▼ 

真夏日日数の増加 
（NIES2020 データ） 

 

多い地域で 90 日以上と予測され

ています（SSP5-8.5 シナリオ）。 

▼ 

猛暑日日数の増加 
（NIES2020 データ） 

 

多い地域で 30 日以上と予測され

ています（SSP5-8.5 シナリオ）。 

▼ 

 
シ ナ リ オ ▶ RCP2.6（2℃上昇） 

気候モデル ▶ MIROC5 

予 測 期 間 ▶ 2041～2050年頃 

（1981～2000年との差） 

 

 

シ ナ リ オ ▶ SSP1-2.6（2℃上昇相当） 

気候モデル ▶ MIROC6 

予 測 期 間 ▶ 2040～2060年頃 

 

 

 

シ ナ リ オ ▶ SSP1-2.6（2℃上昇相当） 

気候モデル ▶ MIROC6 

予 測 期 間 ▶ 2040～2060年頃 

 

 
シ ナ リ オ ▶ RCP8.5（4℃上昇） 

気候モデル ▶ MIROC5 

予 測 期 間 ▶ 2041～2050年頃 

（1981～2000年との差） 

 

シ ナ リ オ ▶ SSP5-8.5（4℃上昇相当） 

気候モデル ▶ MIROC6 

予 測 期 間 ▶ 2040～2060年頃 

 

シ ナ リ オ ▶ SSP5-8.5（4℃上昇相当） 

気候モデル ▶ MIROC6 

予 測 期 間 ▶ 2040～2060年頃 

RCPシナリオ（代表的濃度経路）や SSP シナリオ（共有社会経済経路）、気候モデル（RCP や SSP シナリオに基づいて将来気候をシミュレ

ーションするモデル）については、気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）「気候予測・影響予測の概要 ７」をご参照ください。 

図 1.7 21 世紀中頃における日最高気温上昇、真夏日日数、猛暑日日数の予測 

（気候変動適応情報プラットフォーム掲載の各図を用いて作成６） 
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1.2 気 候 変 動 に よ る熱 中症 へ の 影 響 

本節では熱中症の定義やこれまでの被害状況など、基本情報をまとめ、熱中症被害の特徴を整理します。 

熱 中 症 と は

熱中症とは、 

「体温を平熱に保つために汗をかき、体内の水分や塩分（ナトリウムなど）の減少や血液の流れが滞

るなどして、体温が上昇して重要な臓器が高温にさらされたりすることにより発症する障害」 

の総称です。高温環境下に長時間いたとき、または、いた後の体調不良はすべて熱中症の可能性があります。 

熱 中 症 の 発 生 要 因

熱中症を引き起こす条件は、どのような場所でなりやすい

かという＜環境＞要因と、どのような人がなりやすいかと

いう＜からだ＞要因、どのような時になりやすいかという

＜行動＞要因の 3 つの要因に大別されます（図 1.8）。 

こ れ ま で の 熱 中 症 の 被 害 状 況

熱中症による救急搬送者数、死亡者数は増加傾向にあり、特に救急搬送者数は 2018 年に大幅な増加が見られ

ます（図 1.9）。関東地域では近年、東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で毎年 2,000 人以上の救急搬送者が見

られます。 

図 1.8 熱中症を引き起こす条件 

（環境省「熱中症環境保健マニュアル 2022」より ８） 

図 1.9 都県別熱中症救急搬送者数の推移（人） 

（総務省消防庁「熱中症情報 救急搬送状況」より作成 ９） 

図 1.10 都県別熱中症死亡者数の推移（人） 

（厚生労働省「熱中症による死亡数 人口動態統計（確定数）より」 

より作成 １０） 
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1 0 都 県 別 の 熱 中 症 の 被 害 状 況  

 

関東地域 10 都県別の熱中症による救急搬送者数推移（年齢層別）、死亡者数推移は以下の通りです。 

 

表 1.1 10 都県別熱中症救急搬送者数および死亡者数推移 

 救急搬送者数（人） 死亡者数（人） 

茨城県 

  

栃木県 

  

群馬県 

  

埼玉県 

  

 
■ 新生児 （生後 28 日未満） 

■ 乳幼児 （満 7 歳未満） 

■ 少 年 （満 18 歳未満） 

■ 成 人 （満 65 歳未満） 

■ 高齢者 （満 65 歳以上） 

■ 不 明 

■ 男 

■ 女 
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千葉県 

  

東京都 

  

神奈川県 

  

新潟県 

  

山梨県 
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（p.1-8～p.1-9 の「救急搬送者数」の各図は総務省消防庁「熱中症情報 救急搬送状況」を、「死亡者数」

の各図は厚生労働省「熱中症による死亡数 人口動態統計（確定数）より」を用いてそれぞれ作成９，１０） 
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熱 中 症 リ ス ク の 将 来 予 測  

 

熱中症の発生要因の一つである暑熱環境は、1.1（p.1-6）で示したように、将来的に悪化することが予測さ

れています。こうした発生要因の悪化に伴い、21 世紀半ばにおける熱中症リスク（救急搬送者数）は、基準

期間（1981～2000 年）を 1とした場合、RCP2.6 シナリオでは 1.3～2.3 倍、RCP8.5 シナリオでは 1.4～2.7 倍

に増加することが予測されています。 

 

熱中症搬送者数の将来予測（全国）  

 
図 1.11 排出シナリオ・気候モデル別の熱中症搬送者数の予測（S8 データ） 

（気候変動適応情報プラットフォームより６） 

 

熱中症搬送者数の将来予測（関東）  

 

シ ナ リ オ ▶ RCP2.6（2℃上昇） 

気候モデル ▶ MIROC5 

予 測 期 間 ▶ 2031～2050年頃 

 

 

シ ナ リ オ ▶ RCP8.5（4℃上昇） 

気候モデル ▶ MIROC5 

予 測 期 間 ▶ 2031～2050年頃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（1981～2000年 

を 1 とする） 

図 1.12 21 世紀半ばにおける熱中症搬送者数の増加率（S8 データ） 

（気候変動適応情報プラットフォーム掲載の各図を用いて作成６） 
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熱 中 症 リ ス ク を も た ら す 高 齢 化  

 

熱中症の発生リスクを増加させる要因として、高齢化の影

響もあります。全国的に高齢化が進んでおり、今後も高齢

者の割合が増加することが予測されています。国立社会保

障・人口問題研究所による中位推計では、年少人口（15 歳

未満）および生産年齢人口（15～64 歳）の構成比はともに

減少する一方、老年人口（65 歳以上）の構成比は増加する

と予測されており、2040 年で 35.3％、2050 年には 37.7％

に達すると推計されています（図 1.13）。 

 

関東地域 10 都県では 2015年と 2020 年を比較すると、ほぼ横ばいの東京都を除いた 9 県で 65 歳以上人口の

割合が増加しています（図 1.14）。 

（■0～14 歳 ■15～64 歳 ■65 歳以上） 

 
図 1.14 10 都県別の年齢 3 区分別人口割合（2015 年と 2020 年の比較） 

（「令和 2 年国勢調査」より作成 １２ 四捨五入の関係で合計が 100%にならない場合があります。） 

 

高齢化（満 65 歳以上の人口割合の増加）の影響は、2010 年と 2021 年を比較した熱中症救急搬送者数の割合

にも表れていると見られます（図 1.15）。 

（■乳幼児（満 7 歳未満） ■少年（満 18 歳未満） ■成人（満 65 歳未満） ■高齢者（満 65 歳以上）） 

 
図 1.15 10 都県別の熱中症救急搬送者数の年齢層別割合（2010 年と 2021 年の比較） 

（総務省消防庁「熱中症情報」より作成９ 四捨五入の関係で合計が 100%にならない場合があります。また 1%未満の表記を省略しています。）  
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図 1.13 年齢 3 区分別人口割合の推移 

－出生中位（死亡中位）推計－ 

（「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」より １１） 
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第 ❶ 章  気 候 変 動 と 熱 中 症  
 

 

 

 

1 0 都 県 別 の 人 口 割 合 の 将 来 予 測  

 

いずれの都県でも全国的な傾向と同様、高齢者層（65 歳以上人口構成比）が増加すると推計されており、2045

年には 40％を超えると推計される県も見られます １３。高齢者人口の割合の増加は、地域の脆弱性の高まりに

つながるとも考えられ、さらなる熱中症リスクの増加が懸念されます。 

 
（■0～14 歳 ■15～64 歳 ■65 歳以上） 

茨 城 県   栃 木 県   

群 馬 県   埼 玉 県   

千 葉 県   東 京 都   

神奈川県 新 潟 県   

山 梨 県   静 岡 県   

図 1.16 10 都県別年齢 3 区分別人口割合（％）の将来推移予測 

（「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」より作成１３） 

24% 26% 27% 28%
31%

34% 35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

27%
30% 32% 33% 35%

38% 40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

26%
29% 31% 32% 33%

36% 37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

28%
30% 32% 33% 35%

38% 39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

25%
27% 28% 29% 31%

34% 36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

26%
28% 29% 30% 32%

35% 36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

23% 23% 24% 25% 27%
29% 31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

30%
33% 34% 36% 37%

39% 41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

28%
31%

34%
36%

39%
41% 43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

28%
30% 32% 33% 35%

38% 39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

1-12



 

 

 

 

 

 

１ 気象庁「4.7 大都市における熱帯夜日数の長期変化傾向」 

（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr/himr_tminGE25.html） 

 
２ 気象庁「4.8 大都市における真夏日日数の長期変化傾向」 

（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr/himr_tmaxGE30.html） 

 
３ 気象庁「4.9 大都市における猛暑日日数の長期変化傾向」 

（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr/himr_tmaxGE35.html） 

 
４ 国立環境研究所「環境儀 No.32 研究者に聞く！！」 

（https://www.nies.go.jp/kanko/kankyogi/32/04-09.html） 

 
５ 環境省「熱中症環境保健マニュアル 2018」 

 
６ 気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）ポータルサイト「気候変動の観測・予測データ 将来予測 WebGIS（オンライン地理情報システム）」 

（https://adaptation-platform.nies.go.jp/webgis/index.html） 

 
７ 気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）ポータルサイト「気候予測・影響予測の概要」 

（https://adaptation-platform.nies.go.jp/webgis/guide.html） 

 
８ 環境省 熱中症予防情報サイト「熱中症環境保健マニュアル 2022」 

（https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_manual.php） 

 
９ 総務省消防庁 救急搬送状況「熱中症情報」 

（https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html） 

 
１０ 厚生労働省「熱中症による死亡数 人口動態統計（確定数）より」 

（https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/necchusho20/index.html） 

 
１１ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」 

（https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2017/pp_zenkoku2017.asp） 

 
１２ 総務省統計局「令和 2 年国勢調査」 

（https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/index.html） 

 
１３ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」 

（https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/t-page.asp） 
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熱中症対策の課題とターゲット

第 ❷ 章
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2.1 こ れ ま で の 熱 中症 対策 

本節では、これまでに実施されてきた熱中症対策と、その課題認識について整理します。 

 

 

関 東 地 域 の こ れ ま で の 熱 中 症 対 策 の 傾 向  

 

気候変動適応における広域アクションプラン策定事業（以下、「本事業」という）でアンケート調査を実施し

（表 2.1）、これまで関東地域の自治体で実施された熱中症対策の傾向を調査しました。 

 

表 2.1 アンケート調査の実施要領 

調査対象 
地方公共団体 111 

（気候変動適応関東広域協議会構成員（都県政令市）18，その他の関係者（区市町村）48， 

協議会情報の入手を希望している区市町村 45） 

実施方法 
関東地方環境事務所より対象地方公共団体へメールで調査票を配布・回収 
（環境部局を窓口とし、可能な範囲で関連部署にもご協力頂いた） 

回収数（回収率） 62 件（回収率 58％） 

調査時期 2020.11.19 ～ 2020.12.4 

主な調査項目 
1.既存の熱中症対策 2.今後の熱中症対策 

3.アクションプランへの要望 4.情報提供のお願い 

 

直近 2～3 年に実施した熱中症対策において、最も重視するターゲット（対象、時間帯、場所）についての調

査結果は図 2.1 の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2.1 熱中症対策上、最も重視するターゲット（対象：左，時間帯：中，場所：右） 

 

本アクションプランではこれ以降、対象→「だれが」、時間帯→「いつ」、場所→「どこで」の各観点で整理を

行い、第 3 章以降で具体的な場面とターゲットに応じた適応アクションを考えていきます。  
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第 ❷ 章  熱 中 症 対 策 の 課 題 と タ ー ゲ ッ ト  

 

 

 

 

政 府 に お け る 熱 中 症 対 策  

 

気候変動適応法に基づく気候変動適応計画においても、「健康分野」の主要な適応施策として取組が進められ

ています（図 2.2，図 2.3）。 

熱中症対策は幅広い分野で対策が必要であることを踏まえ、2007 年 12 月より 2021 年 2 月まで、関係省庁で

構成する「熱中症関係省庁連絡会議」が設置されました。また、必要な施策を関係行政機関が緊密な連携の下、

総合的かつ計画的に熱中症対策を推進するため、2021 年 3 月より「熱中症対策推進会議」を開催しています

１４。本推進会議において策定した「熱中症対策行動計画」を 2022 年 4 月に改定し、顕著な高温が発生した際

に、死亡者数を可能な限り減らすことを目指すことを、新たに中期的な目標としています １５（図 2.4）。 

環境省・気象庁が提供する「熱中症警戒アラート」は、暑さへの「気づき」を呼びかけるための情報として、

熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際に発表されており、国民の熱中症予防行動を効果的に促

しています １６（図 2.5）。 

 

 
図 2.2 気候変動適応法の概要 

（環境省資料より １７） 

 

 

図 2.3 気候変動適応計画（2021 年 10 月 22 日閣議決定）１８における健康分野（暑熱）の分野別施策 

（環境省資料より１７） 
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図 2.4 熱中症対策行動計画（概要） （2022.4.13 改定） 

（環境省資料より１７） 

 

 
図 2.5 熱中症警戒アラート （2022 年度） 

（環境省資料より１７） 
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第 ❷ 章  熱 中 症 対 策 の 課 題 と タ ー ゲ ッ ト  

 

 

 

 

熱 中 症 対 策 の 分 類  

 

表 2.1 のアンケート調査の結果や、2017～2019 年度に環境省・農林水産省・国土交通省の連携事業として実施

された「地域適応コンソーシアム事業」１９においてまとめられた熱中症対策の整理結果等を踏まえ、本アクシ

ョンプランでは熱中症対策を「低減」・「予防」・「回避」・「普及啓発」の 4 つに分類し、実施主体と具体的な適

応アクションについて主に第 3 章で考えます（表 2.2）。 

 

表 2.2 本アクションプランで考える熱中症対策の分類 

対策分類 主な実施主体 主な熱中症対策 

 
国 

地方公共団体 

事業者 

日射遮蔽 

高温化抑制 

等 

 個人 

事業者 

暑さに備えたからだ作り 

熱中症警戒アラートの活用 

水分・塩分補給 

等 

 
 

（緊急時） 

国 

地方公共団体 

救急体制の整備 

等 

 

 

（通常時・緊急時） 

個人 

事業者 

応急処置フローの整備・活用 

作業環境の整備 

外部の熱の遮断 

等 

 国 

地方公共団体 

リーフレットやウェブサイト等を活用した普及啓発 

等 

 

 

優 先 的 に 取 り 組 む べ き タ ー ゲ ッ ト と 適 応 ア ク シ ョ ン  

 

前述のアンケート調査（表 2.1）の結果やこれまでに実施されてきた各熱中症対策から、対策の対象である「だ

れが」に優先的に取り組むべき 7 つのターゲットを設定し（表 2.3）、ターゲットごとに現場での具体的な取組

についてヒアリング調査を行いました（p.1-22～）。 

各ターゲットの代表的な「いつ」と「どこで」の場面を想定し適応アクションを考え（図 2.6）、実際の取組例

を参考にしながら、第 3 章で適応アクションをまとめます。（適応アクションの具体的な取組事例は、「参考」

として p.1-70 以降にまとめています。） 

 

 

図 2.6 ターゲット別整理の考え方 

  

だれが い つ どこで
各ターゲットの
適応アクション

低 減 

予 防 

回 避 

回 避 

普及啓発 
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2.2 タ ー ゲ ッ ト と 課題 認識 の 整 理 

第 1 章で熱中症は高齢者にとってリスクが高いことを示しましたが、熱中症対策の対象は高齢者に限りませ

ん。これまでに様々な熱中症対策が行われていますが、対象、時間、場所によって、またその対策を誰がど

のように実施するかで方法や内容は異なり、適切な選択が命を救う行動につながります。 

本アクションプランでは、以下の 1～7 の 7 つのターゲットを設定しました。まずは各ターゲットに対して、

どのような課題が考えられるかをアンケートおよびヒアリングにより調査しました（表 2.3）。 

表 2.3 本アクションプランで対象とするターゲットと熱中症対策における主な課題認識 

ターゲット 主な課題認識 

１ 高 齢 者 等 

予算や人員に限りがあるため、よりリスクの高い人々・エリアを特定したうえで、訴求力の

ある啓発活動を実施しなければならない。 

夜間の被害も比較的多いにもかかわらず、対策があまり行われていない。 

独力での情報取得や行動判断に困難を伴う方々は特にリスクが高い。周囲や地域で声を掛

け、予防しあう体制づくりが必要。 

２ 農 作 業 者 

当事者意識が浸透・醸成されにくく、継続した周知の仕組みが必要。 

本来であれば中止すべき暑熱曝露環境においても作業が必要となることもある。熱中症の

予防とセットで対策を考える必要がある。 

３ 工事現場等作業者 
遮熱性舗装・保水性舗装の整備はされているが、通常舗装と比べ割高であり、コストとの両

立が課題。暑熱曝露環境の改善・整備が必要。 

４ 屋内外で運動中の人 

日ごろからの体力づくり、バランスの取れた食事、十分な休息など、総合的な取組が必要で

あり、単一の普及啓発ではなく、様々なツール・経路を用いて情報伝達するように、各部署

の連携が重要。 

５ イベント参加者 管理者・利用者の判断になる部分もあり強制力がない。 

６ 学校生活での児童・

生徒等 
現場では運動中止等の判断基準が整備されていない。 

７ 車中の乳幼児 
子どもや乳幼児は、自身で行動をコントロールできないという面があり、保護者等への対策

が必要。 

そ の 他 地域横断の視点も重要。自治体や適応センターの情報を広く収集した上での検討が必要、等 

１４ 環境省 熱中症予防情報サイト「熱中症関係府省庁の取組について」 

（https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_rma.php） 

１５ 環境省 報道発表資料「政府における「熱中症対策行動計画」の改定について」（2022.4.13） 

（https://www.env.go.jp/press/110903.html） 

１６ 環境省 熱中症予防情報サイト「熱中症警戒アラート」 

（https://www.wbgt.env.go.jp/alert.php） 

１７ 環境省「政府における熱中症対策について」（暑熱対策セミナー（気候変動適応に関する一般向け普及啓発セミナー）発表資料）（2022.6.29） 

１８ 環境省 地球環境・国際環境協力「気候変動への適応」 

（https://www.env.go.jp/earth/tekiou.html） 

１９ 気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）ポータルサイト「地域適応コンソーシアム事業」 

（https://adaptation-platform.nies.go.jp/conso/index.html） 
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7つのターゲット別の適応アクション

第 ❸ 章
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3.1 さ ま ざ ま な 適 応ア クシ ョ ン  

本章では前項で上げられた課題を参考に、ターゲットごとにいくつかの適応アクションのテーマを考え、「だ

れが」、「いつ」、「どこで」、何をやればいいか（図 2.6）を、具体的に考えます。熱中症対策の場面を“リスク

シナリオ”として想定し、自治体による熱中症対策を中心に先進的に進められている事例を参考に、実践的で

効率的な熱中症対策の適応アクションに結びつけます（表 3.1）。ここでは想定したリスクシナリオとともに、

実際に対策を進める主体となる「対策実行者」を想定し実行可能性を検討しますが、リスクシナリオも対策実

行者もいずれも主な例であり、必ずしもこの限りではなく、地域特性に応じた検討が求められます。 

自治体の各部局で実践的に使えるよう、特に庁内外の地域におけるステークホルダー同士の連携に焦点を当て、

適応アクションの実行可能性を探ります。 

 

表 3.1 各ターゲットと適応アクション 
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取組・施策の実施から適応行動まで

民間企業と連携した区内全域の熱中症リスク評価を実施。

危機感の適切な伝達と行動変容を促す

取 組 ・ 施 策 の 概 要

高齢者は感度の低下により、認識している室温と実際の室温にギャップが生じるなど、熱中症への危機感を
感じ難い。そのため、民生委員による高齢者への直接的な熱中症予防の呼びかけや熱中症予防グッズの配布
等で啓発を行っているが、加えてより一層の対策を行っていく必要がある。

そこで、高齢者の熱中症リスクを的確に伝え、行動変容を促すための効率的・効果的な普及啓発を行うため、
暑さ指数等の暑さの可視化、セミナー等による熱中症予防対策行動の普及啓発活動を行うとともに、データ
収集及び熱中症リスクの評価を行う。

民 間 企 業

民間企業や庁内関係課と連携することで食の視点を取り入れた啓発セミナーを開催するなど、
身近な話題に絡めた普及啓発が可能であり、熱中症対策に興味がない層にも訴求できた。

連

携

先

自

治

体

高

齢

者

WBGT計を設置

データを取得し、エリアご
との警戒レベル（危険度）
の分布等を把握

熱中症リスクを評価

連携・協力に関する協定の締結

高齢福祉課

庁内（関係課）の情報共有

防災危機管理課

学習・スポーツ課

環境政策課

教育委員会

池袋保健所

地域区民ひろば課

普及啓発活動（セミナーなど）

地域包括支援センター
（高齢者総合相談センター）

普及啓発活動

高齢者施設
（介護予防センター、

フレイル対策センター等）

体育施設
連絡会議

区民ひろば
所長会

民生・児童委員による啓発活動

民生・児童委員

熱中症への危機感の醸成 熱中症への危機感への気づき

適切な対応方法の理解 暑熱環境を回避・低減行動の実行

熱中症重症化の回避暑熱環境に強い環境づくり
・からだづくり等の実践

高齢福祉課

ポイント

得られる効果適応行動行動主体対策分類

普及啓発

（株）タニタ

東京都豊島区の事例

普及啓発

普及啓発

予防・回避 予防・回避

日中・昼間 外 出 中高 齢 者

だれが い つ どこで

本 人

対策実行者

1－１

A

1－１

B
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実施のポイント

➀ 暑熱環境状況の調査／エリアごとの熱中症リスクの評価／熱中症リスクの可視化

地域内各所に暑さ指数（WBGT）計を複数設置し、熱中症リスクを5段階の警戒レベルで評価する。

また、測定した暑さ指数（WBGT値）を、住民の利用する施設に設置したタブレット端末等で可視化した。

暑さ指数の数値だけでなく、イラストも併せて表示したことが、区民の意識向上に効果的に寄与する。

② 民間企業・庁内関係部署との連携による普及啓発セミナー

「熱中症対策×食」など、住民が興味を持ちやすいテーマを設定し、セミナーを開催する。

可視化に係るシステム構築には多大なコストを要する。サーバーを介さずにローコストで実施できる方策を検

討するなど、継続的な取組に向けたコスト面の改善が課題となる。

取組・施策の詳細

熱中症対策事業として、夏季に民生委員が一人暮らしの高齢者を訪問し、熱中症予防の呼びかけと熱中症対策

グッズの配付を行ってきたが、人員等の制約により訪問世帯は一定程度に限定されていることと、対象世帯全

員に継続して訪問することが困難であることが課題となっている。

そこで、熱中症リスクを暑さ指数等を用いたデータを用いて、より訴求力を高めた普及啓発を行うため、暑熱

環境状況の調査を行い、顔のアイコンや色などで可視化して住民に周知する。また、熱中症リスクの評価を行

い、データに基づく普及啓発を検討する（2022年以降を予定）。

実施コスト（事業予算）

モデル事業費 ▶ 600万円

検討～実施に要する時間

4カ月程度 ▶ 事業準備（3月頃）→タブレット等による熱中症警戒レベルの可視化（7月頃）

実施～効果発現までの時間

即時的（意識） ▶ セミナー等の実施により、参加者の意識変容が感じられた他、熱中症警戒
アラートへの理解が確認できた（アンケート確認）

中長期（行動、効果）▶ 徐々に行動や効果が現れてくると想定される

効果・評判

セミナー後にアンケートを実施したところ、参加者の半数が暑さ指数について理解
暑さの程度を顔文字や色で可視化したことが好評だった。可視化による普及啓発は効果が高い

進捗管理方法

特になし（今後検討）

指標

熱中症搬送者数

取組・施策の考え方

留意すべき点

東京都豊島区の事例
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暑熱曝露環境や熱中症リスクの可視化による啓発

民間企業と協働し地域内の施設などにWBGT計を設置し、暑熱環境をリアルタイムで掲示するこ
とでリスクの可視化を行い、来訪者へ注意喚起を図る。

測定されたWBGT値は収集し、熱中症リスクを評価し、翌年度の普及啓発などの熱中症対策に活
かしていく。

参考事例 p.1-71

熱中症への危機感への気づき・醸成

▶ 熱中症警戒アラート（WBGT値）の発表情報、熱中症警戒レベルを把握する

高

齢

者

連携・協力に関する協定の締結

▶ 条件（設置可能台数や場所、サービス内容）にあった、通信機能付きWBGT計の設置及び情報収集

サービスを行う企業と協定を締結する

▶ 地域全体に分布するよう、介護予防施設などの高齢者の来訪者が多い施設を中心に、住民の目につ

く設置場所の選定を行う

自

治

体

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

△ 長 期 高

施

設

等

暑熱環境に強い環境づくり・からだづくり等の実践

適切な対応方法の理解

▶ 熱中症警戒アラート発表時には、自宅で冷房をつけ休息するなどの回避行動をとる

普及啓発活動

▶ 啓発チラシの配付・掲示をする

▶ リアルタイムのWBGT値をタブレット等でアイコンなどで分かりやすく表示、注意喚起を行う

例）施設職員の声掛け、館内放送 等

民

間

企

業

W B G T計を設置

▶ WBGT計を設置する

（可能な場合、測定値や危険度を遠隔地で確認できる通信機能付きの測定器の設置が望ましい）

データを取得し、エリアごとの警戒レベル（危険度）の分布等を把握 /
熱中症リスクを評価

▶ エリアごと、施設ごとの熱中症警戒レベルを把握・分析する

▶ 熱中症対策を重点的に実施すべきエリアなど、熱中症リスクを評価する

暑熱環境を回避・低減行動の実行 / 熱中症重症化の回避

1－１

A

（表の見方はp.1-70を参照）
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民間企業・庁内関係部署との連携による普及啓発

各地に設置されたWBGT計のデータを基に関係部署が連携し、より効果的な熱中症対策を検討す
る。

熱中症対策を多角的に捉え、食生活や健康（からだづくり）などの視点を取り入れたセミナー
を開催する。

熱中症に対する危機感への気づき・醸成

▶ WBGTを理解し、値に基づく予防対策を自主的にとる

高

齢

者

普及啓発活動

▶ WBGTと危険度に基づく回避行動について理解を深めるよう、セミナーを開催する

庁内（関係課）の情報共有

▶ 庁内の関係部署で熱中症データを共有し、熱中症リスクの高くなる地域や時間帯の情報を参考に、

翌年の熱中症対策を検討する

例）・リスクの高い地域に住む高齢者に対し、冷房使用等を重点的に周知する方法

・リスクの高い地域の住民に対し、メールでのアラート通知等のアナウンス

・リスクの高い施設の設備や環境、規則の改善

▶ 食や健康に関するテーマなど、多様な話題に絡めてセミナーを企画し、広く興味・関心を持たせる

（参考）東京都豊島区の場合、（株）タニタの栄養士による「食の視点」を取り入れた啓発セミナー

を実施し、好評を得ている

▶ セミナー受講前後にアンケートを実施することで、セミナーの効果測定を行い、より効果的な周

知・啓発方法等の検討に繋げる

暑熱環境を回避・低減行動の実行 / 熱中症重症化の回避

自

治

体

連

携

先

暑熱環境に強い環境づくり・からだづくり等の実践

民生・児童委員による啓発活動

▶ 特にリスクの高い層へ、戸別訪問による熱中症予防のチラシやグッズの配布と注意喚起を行う

例）75歳以上の独居高齢者、高齢者のみの世帯、障害者、生活保護世帯 等

適切な対応方法の理解

▶ 熱中症になりにくいからだづくりや食事での予防など、多角的な対策をとる

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

△ 長 期 高

参考事例 p.1-71

1－１

B

（表の見方はp.1-70を参照）
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取組・施策の実施から適応行動まで

IoT等を活用するオープンイノベーションの場である「I・TOP横浜」
の取組として、民間企業と連携し、エアコン遠隔操作の実証実験を
実施。

夜間に生じる高齢者の熱中症被害を防ぐ

取 組 ・ 施 策 の 概 要

高齢者は暑さを感じにくい、体温調節機能が低下しているなど、熱中症リスクが高い。さらに高齢者の熱
中症死亡者のエアコン設置・使用状況を調査した結果では、エアコンを設置しているが使用していなかっ
た割合が高いことが分かっており、高齢者の熱中症予防にはエアコンの適切な使用が不可欠である。そこ
で、高齢者宅にて室温等に応じ適切なエアコン使用を行うことを目的とし、エアコンの遠隔操作の活用を
検討する。これにより、直接的なアプローチが難しい夜間においても、高齢者の自宅での熱中症発症リス
クを低減できる。エアコンの遠隔操作にあたっては民間企業等と連携し、エアコンにIoTタップを設置し、
室内の温湿度、エアコンの消費電力量および家全体の消費電力量を取得の上、気象予報データとあわせて
活用し、エアコンを制御する実証実験が進められている。

自

治

体

地

域

住

民
（
実
験
協
力
住
戸
）

 実証実験の企画
 フィールドの用意

産業連携推進課

自宅エアコンにIoTタップを設置

協力住戸

暑熱曝露・重症化の回避

民 間 企 業

実証実験の準備
 IoTタップの用意
 エアコン遠隔操作システムの整備

環境エネルギー総合研究所

実証実験の
対象住戸の調整

住宅再生課

協力者の確保

横浜市住宅供給公社

課題に対する提案の
公募

公募確認後に応募

実証実験として
採択

エアコン遠隔操作システムの開始
 居室内の温湿度データの取得
 エアコンの消費電力量の取得
 家屋全体の消費電力量の取得
 気象観測・予測データの取得

エアコンの遠隔操作の実施

高齢者等

神奈川県横浜市の事例

予防・回避
低 減

夏季以外にも同様の遠隔操作を取り入れることで、エアコンの省エネ運転効率向上の効果
（緩和とのシナジー）も期待される。

ポイント

得られる効果適応行動行動主体対策分類

1－2
夜 間 住 居高 齢 者

だれが い つ どこで

本 人

対策実行者

1－2

A

1-26



実施のポイント

外部の暑熱環境に加えて、室内環境に応じたエアコンの使用は熱中症予防策として非常に有効である。IoTを

活用したエアコン制御を実施し、暑熱環境の改善のためのエアコン使用を支援することで、暑さを感じにくく、

また体温調節機能が低下しているような高齢者等の適切な室内環境の整備を可能にする。

エアコンの制御は、IoTタップから入手した実況データの分析と気象予測データを基に行っており、エアコン

を使用せずに就寝した際に気温が上昇し熱中症の懸念が発生した場合、自動で稼働するため、意識せずとも夜

間熱中症の対策に繋がる。

IoTタップは、携帯電話回線でサーバーと通信する。

IoTタップは、消費電力を抑えながら快適な住宅環境を整えることが目的のため、電気使用量のピークシフト

と電気代を抑えることを主軸としており、熱中症対策は副次的な要素となる。

現モデルのIoTタップは100V 15Aまでのエアコンのみの対応となっており、開発中のモデルが完成すれば、将

来的には、家庭用エアコンの一般的な利用も可能となる。

取組・施策の詳細

横浜市住宅供給公社と連携し、同社が所有する集合住宅を実証フィールドに、快適な住まいづくりを提供する

新たなIoT製品・サービスの提案を募集し、株式会社環境エネルギー総合研究所が提案する「住戸データ等に

基づくエアコンの遠隔運用による快適・低炭素支援」を含む、8点の事業を採択した。

IoTタップには、室内の温湿度、エアコンの消費電力量、家全体の消費電力量を取得しクラウドへ送信する機

能が備わっており、これらのデータと気象予測データを基に、住人の生活環境に合わせたエアコンの制御を行

う。器材の設置は室内コンセントに挿したIoTタップにエアコンのコンセントを挿すだけであり、専門業者を

必要とせず、住民自身で行うことができる。

本取組は、快適な住まいづくりを主目的としたものであるが、省エネ及び低炭素社会の実現、住戸における熱

中症予防等の快適性向上、さらには高齢者の見守りなどにも通ずるものである。

取組・施策の考え方

留意すべき点

神奈川県横浜市の事例

実施コスト（事業予算）

IoTタップ ▶ 10,000円程度
サービス提供料 ▶ IoTタップ1個当たり 500円/月
※ただし、実証実験のため、器材及びサービスに係るコストは今後変わる可能性がある

検討～実施に要する時間

2週間程度 ▶ 公募後、民間企業による取組提案が採択されたのち、準備開始となる

実施～効果発現までの時間

即時的 ▶ 実証実験開始後、すぐに効果が発現

効果・評判

実証実験の結果、平均15%程度の節電が可能である
住民は、意識せずに快適な居住空間の維持・改善が実現でき、事後アンケートでは好評を得ている

進捗管理方法

実証実験時は、定期的なデータ検証を実施（民間企業による報告書の提出）

指標

熱中症搬送者数（実証実験時は、夜間に体調不良を訴えた高齢者数）
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IoT活用による適切な室内環境の整備に向けた実証実験

暑さを感じにくく、様々な理由からエアコンを設置しているが使用していない高齢者が多い
ことから、民間企業等と連携し、室内環境のモニタリングと気象予報データを組み合わせた
エアコンの遠隔操作を活用することで、熱中症発症リスクを低減する。

これにより、直接的なアプローチが難しい夜間においても、熱中症発症リスクの低減が期待
できる。

エアコン遠隔操作システムの開始

▶ 居室内の温湿度データを取得する

▶ エアコン及び家屋全体の消費電力量データを取得する

▶ 気象観測・予測データを取得する

▶ 取得データを解析し、住民の生活スタイルに沿ったエアコンの自動遠隔操作を行う

▶ 実験終了後、住民にアンケートを行い、報告書を自治体に提出する

民

間

企

業

住

民

採択 /  実証実験の準備

▶ 審査を行い採択する

実証実験の企画 /  フィールドの用意 /  応募

▶ 対象住宅の戸数、実験期間、応募資格など、募集開始にあたり企画のディティールを決める

▶ 実験対象となる住居の用意

例）市民への公募、担当部局に依頼、関連企業に依頼 等

▶ 広報担当部局に企画の広報を依頼する

例）自治体のWEBに掲載、広報誌に掲載、PR会社に依頼 等

暑熱曝露・重症化の回避

自

治

体

住
民

自
治
体

民

間

民

間

▶ 【不動産会社】 所有物件の住民から、協力者を募る

▶ 【応募企業】 募集要項に従い応募する

▶ 機器、通信環境の準備

▶ 実証実験のスケジュール調整

▶ 最適な室温が維持される

▶ 夜間の気温上昇時にエアコンが自動で稼働する

▶ 消費電力量が抑えられ、電気代が節約される

▶ IoTタップの設置

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

△ 長 期 高

参考事例 p.1-71

1－2

A

（表の見方はp.1-70を参照）
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取組・施策の実施から適応行動まで

高齢者全般に向けた対策に加え、部局間での連携が取りやすいという上野村のスモールメリットも活かし、リ
スクが高い高齢者に向けたピンポイントでの対策を行っている。

地域や個人の特性に応じたピンポイント支援

取 組 ・ 施 策 の 概 要

筋肉の増加と自律神経機能の向上、ホルモン分泌の活性化による保水能力の向上を目的とした筋力トレー
ニングを啓発し、熱中症リスクの増大を抑える。方言を使用した広報活動、挿絵や図を多用したチラシ等
の配布などにより、熱中症警戒アラートや暑さ対策の必要性に関する高齢者の理解を図る。

また、人的要因と環境要因の観点から、各高齢者個人の熱中症リスクについて、各専門家の監修のもとで
スクリーニング評価を行う。スクリーニング評価の結果を踏まえ、加齢に伴う認知機能の低下や聴覚障害、
視覚障害、運動障害等の人的要因により、上記取組の効果が乏しく情報を理解することが困難な者、独力
では体調を管理できない者に向け、ピンポイント支援（電話での声掛け、訪問による確認、自宅に涼しい
空間をつくるなど）を行うことで、熱中症警戒アラート発表時に命を守る。

自

治

体

地

域

住

民

等

地域高齢者の特性把握
（暑熱環境への認識状況など）

専門家監修で
筋力トレーニング

を啓発
（ケーブルテレビ配
信、チラシ配布）

筋力トレーニ
ング配信の準備

熱中症警戒アラート
に関するチラシ等の配布
・高齢者:訪問&口頭での説明
・高齢者以外:ポスティング

熱中症警戒アラート発表時の
予防行動の実施

熱中症警戒アラート・
暑さ対策の必要性の理解筋力トレーニング

の実施

リスクの低減
（身体の保水能力の向上）

福祉部局

人的要因の
項目（認知症
傾向・虚弱度

など）・評価
方法の監修

総務部局

連

携

先

医師・
理学療法士

医療系専門職

環境要因の
項目・評価
方法の監修

熱中症スクリーニングシートの作成

スクリーニング評価
の実施・リスクの高
い高齢者の特定

熱中症警戒アラー
ト発表時のピンポ
イント支援実施
 電話による声掛け
 訪問による所在や

体調の確認
 水分補給の指導
 自宅に涼しい空間

をつくる

熱中症重症化の
回避

総務部局

社会福祉協議会

高齢者全般

医療保健部局

医療保健部局
・社会福祉協議会

リスクの高い高齢者高齢者全般

保健福祉部局

群馬県上野村の事例

予 防

予 防

普及啓発

普及啓発

関連団体との連携が必要不可欠であり、熱中症警戒アラート発表を発信し続けるなどにより、
熱中症対策を推進するムードを協力して作ることが重要。

ポイント

得られる効果適応行動行動主体対策分類

1－3
日中・昼間 住 居高齢者等

だれが い つ どこで

管理者、周囲の人

対策実行者

1－3

A

1－3

B

1－3

C
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実施のポイント

ポピュレーションアプローチ、ハイリスクアプローチを効果的に実施する。

＜ポピュレーションアプローチ＞

体内水分量減少が熱中症リスクの1つであるため、保水能力向上のための行動（筋力トレーニングの実施な

ど）を促す。また、地域の高齢者の特性（暑さ環境やエアコン使用への考え方など）を把握し、挿絵や方言を

活用したチラシなど広報を工夫し、熱中症警戒アラートを高齢者に広く深く浸透させる。

＜ハイリスクアプローチ＞

熱中症スクリーニングシートの作成・活用により、個々の高齢者のリスクの高さを特定することで、特にリス

クの高い高齢者に対してピンポイントでの支援を行う。スクリーニングシートでは人的要因（簡易テストによ

る認知症の疑い、年齢、虚弱度など）および環境要因（日照時間、エアコン設置状況など）を確認する。対象

者には、挿絵のみのチラシを用意するなど、広報を工夫する。

地域によっては昔は暑くなかったという認識や、現在も朝晩は涼しいことから、高齢者は暑さ対策を軽視する

傾向にある。このため、暑さ対策の必要性への認知をまずは高めることが重要である。また広報に当たっては、

各自の理解度に合わせた方法（挿絵のみのチラシの配布や、文章説明を加えたチラシの配布など）を用いるこ

とが効果的である。

取組・施策の詳細

職員の経験より、村内では特に高齢者を中心に熱中症を正しく恐れる土壌ができていない。特に後期高齢者層、

また4人に１人が認知症となる85歳以上の高齢者層に向けて、①正常化バイアス、②理解力の低下、③環境に

あわせた生活ができないという特性を踏まえた対策が必要である。さらに高齢者の多くがエアコンの設置でき

ない家に住み、暑さ対策をおざなりにしている懸念が共有された。これらの課題を踏まえ以下の取組を実施。

・運動によって筋肉の増加と自律神経機能の向上、ホルモン分泌の活性化を促進し、体の保水能力を向上させ

るために、筋力トレーニングの啓発（ケーブルテレビ、チラシ配布）

・熱中症警戒アラートの理解促進（方言を使用した広報活動、挿絵や図を多用したチラシの配布）

・熱中症スクリーニングシートによる高リスク高齢者の特定

・高リスク高齢者へのピンポイント支援（電話での声掛け、訪問による確認、自宅に涼しい空間を作る等）

取組・施策の考え方

留意すべき点

実施コスト（事業予算）
委託費＋事業費で100万円程度（環境省 令和3年度熱中症予防対策の推進に係るモデル事業）

検討～実施に要する時間
広報、トレーニング啓発、ピンポイント支援 ▶ 短い（アイデア検討：半年程度、実施：1～2ヶ月程度）
熱中症スクリーニングシートの作成・活用 ▶ 1～2ヶ月程度

実施～効果発現までの時間
筋力トレーニングの啓発 ▶ 高齢者のトレーニング実践後、身体機能の強化による保水能力の向上に至

るまでには一定期間を要する
広報、ピンポイント支援 ▶ 直接的なアプローチ、支援であり、効果発現に要する時間は短い

効果・評判
事業実施の令和3年度は熱中症救急搬送者数０人を目指し達成した（過去の搬送者数は毎年数名程度）
熱中症対策への意識は浸透したと認識（村民の口から「アラート」などの単語を耳にする）

進捗管理方法
スクリーニング評価の結果も踏まえ、特にリスクの高い住民に的を絞り、職員が個々に対応を行いながら
住民全体に向け暑熱対策の普及啓発を行う

指標
救急搬送者数

群馬県上野村の事例
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身体の保水能力向上に向けた筋力トレーニング啓発

高齢者は加齢に伴い身体能力が低下するため、熱中症になりやすい。特に、保水能力の低下は
水分補給を行っても体内の水分不足が解消されにくくなり、自律神経機能の低下は血管の拡張
や発汗による体温調節能力や、暑さや喉の渇きを感じる感覚に、ホルモンバランスの乱れは体
内の水分と塩分量のバランスに障害を呈す。

これらの問題を改善するため、保水力が高く水分を体内で効率的に循環させる役割をもつ筋肉
量を増やし、自律神経機能の向上とホルモンバランスを整えるためのトレーニングを啓発する。

筋力トレーニングの実施

▶ 筋肉量を増加させる

▶ 運動によって自律神経機能の向上と乱れを改善することで、身体の体温調節や感覚機能の衰えを改

善する

▶ 運動によってホルモンバランスを整え、代謝機能が正常化する

▶ 暑くなる前から続けることで、暑熱順化が進む

地

域

住

民

等

専門家監修で筋力トレーニングを啓発

▶ 高齢者を対象とした、自宅でもできるトレーニングメニューを作成する

※過度に負担がかかるもの、怪我の恐れがあるトレーニングは避ける

▶ 動画や体操教室において講師としてトレーニングメニューを啓発する

※食生活のアドバイスも同時に行うことで、トレーニングの効率を上げることが期待される

筋力トレーニング配信の準備

▶ 専門家（医師、理学療法士、インストラクター 等）に高齢者向けのトレーニングメニュー作成を

依頼する

▶ 動画を配信する媒体を決める

例）自治体のWEBサイト、動画配信サイト、ケーブルテレビ 等

▶ 配信する動画を作成する

例）職員で作成、専門企業へ依頼 等

▶ チラシでのトレーニングメニューの配布、体操教室やクラブ、ワークショップなどで啓発を行う

※春頃より配信を行うことで、暑熱順化の効果も期待できる

リスクの低減（身体の保水能力の向上）

自

治

体

医
療
系
専
門
職

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

△ 長 期 高

参考事例 p.1-72

1－3

A

（表の見方はp.1-70を参照）
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地域の特性・状況に応じた普及啓発の実施

熱中症警戒アラートや暑さ対策の必要性に関する高齢者の理解を図ることを目的に、地域の
高齢者へのチラシ等の配布、呼びかけなどの啓発・広報活動を実施する。

効果的な啓発活動にあたっては、地域の高齢者が熱中症を正しく恐れることができているか、
エアコンを適切に使用しているかなどを把握し、啓発・広報の必要性やポイントを確認する
ことが重要である。また、理解度に合わせて挿絵や図を多用するなど、各高齢者の特性に
合った啓発・広報活動を実施する。

熱中症警戒アラート・暑さ対策の必要性の理解

▶ まちなかや住居内での暑熱状況を知り、熱中症への危機意識を醸成・向上する

▶ 熱中症対策の必要性や自身がとるべき対策（エアコンの使用、冷却グッズの使用など）を把握する

▶ 熱中症警戒アラートについての理解を深め、熱中症対策をとるべきタイミングを知る

▶ 必要に応じ、熱中症対策の準備をする

例） ・エアコンの設置

・冷却グッズの入手

・外出時の休息可能場所の把握 等

高

齢

者

地域高齢者の特性把握

▶ 熱中症警戒アラートの認知度

▶ 「暑さ」の実情への理解度

例）過去に比べ夏季気温が高くなっている、朝晩は涼しいが日中の気温は高い 等

▶ エアコンの使用頻度

例）真夏日・猛暑日などに適切に使用しているか 等

▶ 認知症傾向のある高齢者の把握

※認知症傾向のある高齢者には挿絵や図を多用したチラシの配布が効果的

熱中症警戒アラートに関するチラシ等の配布

▶ 方言・挿絵などを使用した、地域高齢者にとって分かりやすい表現のチラシを作成

（参考）群馬県上野村では、高齢者は都市部（方言で「おまち」）を暑い場所と認識しているため、

“暑さ指数が31以上で危険な場合には「おまち」と同じに暑い”と表現し、理解を促している。

また、文章を読むことが苦手な高齢者が多いため、チラシには挿絵や図を多用している。

▶ 高齢者がよく訪れる施設、高齢者宅への訪問と口頭説明によるチラシの配布

▶ 広報への掲載時は成因を記載した一般的な内容とする、高齢者以外の住宅にはチラシをポスティン

グするなど、高齢者以外への啓発も行う

熱中症警戒アラート発表時の予防行動の実施

自

治

体

参考事例 p.1-72

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

N/A N/A 中

（表の見方はp.1-70を参照）

1－3

B
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リスクの高い高齢者に向けたピンポイント支援の実施

人的要因と環境要因の観点から、各高齢者個人の熱中症リスクについて、各専門家の監修の
もとでスクリーニング評価を行う。スクリーニング評価の結果を踏まえ、加齢に伴う認知機
能の低下や聴覚障害、視覚障害、運動障害等の人的要因により、情報を理解することが困難
な者、独力では体調を管理できない者に向け、ピンポイント支援（電話での声掛け、訪問に
よる確認、自宅に涼しい場所をつくるなど）を行う。

これにより、高齢者全体に向けた啓発活動のみでは効果が乏しいようなリスクの高い高齢者
における、暑熱曝露の回避・低減、熱中症重症化の回避につなげる。

様々なリスクに対する支援活動

▶ 自治体等からのピンポイント支援を受ける

▶ 自治体等からの支援を受け、熱中症予防行動を実施する

例）自宅に涼しい場所をつくる 等

リ
ス
ク
の
高
い

高
齢
者

熱中症スクリーニングシートの作成

▶ 環境要因と人的要因に分け、スクリーニングシートを作成する

▶ 環境要因の評価項目を選定し、評価方法を監修する

要因例）日照時間、エアコン設置状況、水筒の所持 等

▶ 人的要因について、医療系専門職に評価項目の選定、評価方法の監修を依頼する

熱中症警戒アラート発表時の予防行動の実施

自

治

体

▶ 自治体と協力し、地域の高齢者を対象にスクリーニング評価を実施する

▶ 熱中症警戒アラート発生時に、訪問によるピンポイント支援を行う

協
力

機
関

▶ 人的要因の評価項目を選定し、評価方法を監修する

要因例）年齢、認知症の傾向、虚弱度、一人暮らし 等

専
門
家

スクリーニング評価 /  ピンポイント支援の実施

▶ 地域の高齢者を対象にスクリーニング評価を実施し、結果をもとにリスクの高い高齢者を特定する

※必要に応じ、スクリーニングは協力機関（社会福祉協議会等）と共同で行う

▶ リスクの高い高齢者に対し実施する、ピンポイント支援の内容（実施事項、時期、頻度、実施者な

ど）を検討・決定する

例）電話による声かけ、訪問による所在や体調の確認、水分補給の指導、自宅環境の整備 等

▶ チラシでの啓発を行う場合には、挿絵を多用しイメージを共有することで理解を促す

自

治

体

熱中症重症化の回避

参考事例 p.1-72

（表の見方はp.1-70を参照）

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

N/A 短 期 高

1－3

C
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取組・施策の実施から適応行動まで

農業従事者（会員農家）向けに、暑さ対策アイテムの紹介と体験会を実施。
商品の改良点を挙げ、企業と農家が共同で商品開発を進めることも。

農 作 業 者 の 暑 熱 環 境 改 善

取 組 ・ 施 策 の 概 要

暑熱環境の厳しい炎天下における農作業は、心身に多大な疲労を与え、熱中症の大きなリスクを伴い、最
悪の場合には死亡することもある。そのため、農作業従事者に向けた熱中症対策セミナーの実施が重要で
ある。さらに、暑さ対策を呼びかける一般的な普及啓発を行うだけでなく、実際に参加者に対策アイテム
を使用してもらうなど、具体的な対策の経験を促し、その効果や必要性について実感してもらうことも、
参加後の具体的な対策実施に有効である。

一方、対策アイテムの使用体験会を実施した場合には、改良点などを企業にフィードバックすることで農
業従事者にとってより効果的なアイテムの開発につながり、アイテム利用による現場環境の改善にも効果
的である。

自

治

体

農

業

従

事

者

民 間 企 業

熱中症対策セミナーの企画

産業ブランド推進室

普及啓発

 「DEEP VALLEY」への参加を希望
 熱中症対策セミナー（暑さ対策製品

の体験会）の提案

リスクの低減

 暑さ対策アイテムの体験
 改良点のフィードバック

セミナー参加者

 セミナーの参加者募集（会員農家へ周知）

 会場の提供
 セミナーの周知・準備
 暑さ対策アイテムの準備・提供

暑さ対策アイテムの改良

改良された暑さ対策アイテムの利用

セミナー参加者

アグリテック集積都市「DEEP VALLEY」
施策の開始

セミナーの進行（製品体験会の実施）

(株)リベルタ

(株)リベルタ

埼玉県深谷市の事例

普及啓発

予防・回避

製品体験会を複数回実施することで、試作品の体験による要望等がフィードバックされ、
さらに改良を重ねることができ、農業現場における実際の着用を促す機会になっている。

ポイント

得られる効果適応行動行動主体対策分類

２－１

２－１

A

日中・昼間 仕 事 場農作業者

だれが い つ どこで

本 人

対策実行者

1-34



実施のポイント

農業課題の１つに暑さ対策が挙げられており、解決に向けたセミナーを開催する。

セミナーでは、熱中症対策の講義だけでなく、参加者が実際に暑さ対策アイテムを体験することで、その効果

を実感し、セミナー参加後にも具体的な対策を講じることを促す。

また、セミナーを企業と共同で実施し、暑さ対策アイテムを体験した感想を企業にフィードバックすることで、

企業は農業従事者がより使いやすい商品になるよう改良し、より実用的な商品の提供を目指す。

埼玉県深谷市では、既存の農業課題を解決する取組に賛同した企業からの提案でセミナーが実施された。

本セミナーは「製品体験会」という位置付けで、農業従事者の課題解決が目的であることを関係企業と十分に

共有しながら進めている（下段）。

取組・施策の詳細

深谷市は、市の強みである農業が抱える課題を解決し得る技術・ノウハウを持つ「アグリテック企業」の誘

致・集積を図り、企業と農家をつなぐ「アグリテック集積都市DEEP VALLEY」の実現を目指している。また、

市は埼玉県の北方に位置し、夏はひときわ暑い地域となるため、農業課題の1つとして暑さ対策を重要視して

いる。

本取組は「アグリテック集積都市DEEP VALLEY」に参加を希望する（株）リベルタからの提案で、暑さ対策と

して、空調設備の無い屋内外で働く人にとって手軽に導入できるアイテムである、着用した際に汗と反応する

ことで清涼感を感じる生地を使用した自社製品のウェアの紹介と、体験を行うセミナーを共同で実施した。

セミナーの実施にあたり市は「DEEP VALLEY」に参加登録された会員農家へ呼び掛けを行い、20代～70代と幅

広い年齢層の参加者が集まることとなった。セミナーの進行は（株）リベルタが主体で行っているが、深谷市

職員もスタッフとして参加しており、セミナーの様子をWEBサイトで報告している。

セミナーではアイテムの体験だけでなく、参加者がモニターとなり商品の改良点を挙げることでより実用的な

商品開発を企業と進めており、セミナーでの体験だけでなく製品を渡して農作業中に着用してもらった際の要

望も聞き、試作品の体験を含め3回程度実施し、製品の完成となった。

取組・施策の考え方

留意すべき点

埼玉県深谷市の事例

実施コスト（事業予算）

自治体負担 ▶ なし
※企業側の負担は不明

検討～実施に要する時間

セミナー実施準備 ▶ 1ヶ月程度（企業との打ち合わせから実施まで）

実施～効果発現までの時間

製品の完成 ▶ 1年程度

効果・評判

アイテム着用体験をした参加者からは「着用時に涼しくなった」といった声や、実際に農作業で使用した
参加者からも「既存の商品より実用的になっている」といったポジティブな意見が出た

進捗管理方法

ー（今後については未定）

指標

農作業中の熱中症による救急搬送者数・死亡者数
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熱中症対策セミナーを通じた暑熱環境改善の取組

全国では、農作業中の熱中症による死亡事故が毎年発生しており、注意喚起のみでなく、より
効果的な対策が必要となっている。そこで、実際に対策アイテムを体験することで、農業従事
者に熱中症予防対策を自分事にするよう、セミナーを開催する。

また、セミナーでは体験者からアイテムの感想を募り、企業にフィードバックすることで、よ
り効果的なアイテムの開発を支援することも期待する。

暑さ対策アイテムの体験 /  改良点のフィードバック

▶ 着心地の感想や、このようなアイテムが欲しい等の要望・意見出し

▶ 作業の現場で実際に使用した感想

セ
ミ
ナ
ー

参
加
者

セミナー企画 / スタッフ派遣（当日の進行）/ 熱中症対策アイテムの提供

▶ セミナーで体験してもらうアイテムの選定、当日の内容を決める

▶ セミナー当日の進行を行い、製品の改善点を確認する

熱中症対策セミナー（暑さ対策アイテムの体験会）の企画

▶ 関連企業からの提案（市の農業戦略に基づく施策へ参加要望）を受けて、セミナーを企画する

▶ 企業が主体となって企画したセミナーの開催を支援する

リスクの低減

自

治

体

民
間
企
業

セミナーの参加者募集・開催周知

▶ 市の会員農家向けにセミナーの内容を周知し、参加者を募集する

（新規就農者、JA組合員、60歳以上の高齢者等を問わず、幅広い層からの参加を促す）

自

治

体

暑さ対策アイテムの改良

▶ セミナーやモニターでの意見を基に、商品の改良を行う

民

間

改良された暑さ対策アイテムの利用

▶ セミナー協力者への配布、セミナー参加者以外も使用（一般販売による入手）

▶ 地域外の農業従事者もアイテムを利用する

農
業

従
事
者

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

◎ 短 期 高

（表の見方はp.1-70を参照）

参考事例 p.1-74

２－１

A
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取組・施策の実施から適応行動まで

熱中症対策優良事例を活用した注意喚起の実施。

建 設 作 業 員 の 暑 熱 環 境 改 善

取 組 ・ 施 策 の 概 要

熱中症による労働災害は例年多く発生しており、過去5年間（2017～2021年）の業種別の死傷者数では、夏
季に高温下での作業が想定される建設業が最も多く、対策の徹底が課題となっている。

厚生労働省が労働災害防止団体や関係省庁と連携し、職場における熱中症予防のために実施する「STOP！熱
中症 クールワークキャンペーン」20に合わせ、工事の発注者である自治体が、熱中症予防対策の事例を紹
介しながら工事受注者に直接注意喚起を行う事で、個々の現場の実態に合わせた計画的な熱中症予防対策の
徹底を促す。

自

治

体

受
注
業
者
・
現
場
作
業
者

熱中症予防対策の資料を作成

財務局

暑熱曝露・重症化の回避

対策の遂行

作業者

 対策事例の検討
 現場への対策導入
 作業員への周知・注意喚起

インフラ関係8局で構成

毎年、工事受注者から安全で働きやすい労
働環境づくりのために実施した事例を募集受注者への周知

 熱中症の計画的な予防、対策
の徹底等を求める注意喚起

 工期への影響等が見込まれる
場合、受注者から工期延伸等
の協議が可能である旨を周知

都発注工事における
熱中症予防対策の徹底を依頼

受注業者
（管理者）

財務局

建設局

水道局 下水道局

都市整備局

港湾局

住宅政策本部

工事安全連絡会

東京都技術会議で作成された『工事災害防
止に向けた優良事例集』を更新

工事現場の安全対策をテーマに、「工事災
害防止に向けた優良事例集」をH30年に作成

交通局

東京都技術会議

インフラ各局

3－１
日中・昼間 仕 事 場工事現場等

作業者

だれが い つ どこで

管 理 者

対策実行者

東京都の事例

普及啓発

予防・回避

予防・回避

事例集は毎年更新することが効果的である。また、日よけ帽子や空調服の着用、冷水器や塩
飴等の用意等の導入コストが低い対策は、小規模な現場でも参考となる。

ポイント

得られる効果適応行動行動主体対策分類

3－１

A

工事災害防止に向けた優良事例 （東京都ウェブサイトより21）
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実施のポイント

職場での熱中症による死傷災害が例年多く発生しているなか、業種別発生状況をみると建設業が最も多い。建

設現場は、炎天下での作業や防護服の装着など、熱中症を引き起こしやすい作業環境にあるため、徹底した熱

中症予防対策の普及啓発が必要である。

そこで、自治体が工事受注業者に直接注意喚起を行い、現場における熱中症予防対策の徹底を促すために、自

治体発注工事の総合的な管理を担う部署が指揮を執り、インフラ工事を担う部局と連携する。普及啓発のため

の資料は、国から発出された注意喚起資料の他、受注業者が現場に適した対策を導入しやすくなるよう、熱中

症予防対策の事例集も添付する。

各部局への通知は、5月から始まる国の「STOP！熱中症クールワークキャンペーン」20に合わせ、4月末から準

備を開始し、最新の情報を確認しながら、資料が揃った時点で発出している。

「工事災害防止に向けた優良事例集」は毎年、工事受注業者より職場の安全対策として実施した事例を写真付

きで募集し、追記しながら更新している。

取組・施策の詳細

熱中症による労働災害は例年多く発生しており、特に夏季の建設現場においては高温下での作業が想定される

ため、個々の現場の実態に合わせた計画的な熱中症予防対策の徹底が必要となる。そのため、都発注工事にお

ける受注業者への注意喚起の徹底を、財務局より各局等契約事務担当に依頼している。

その際、厚生労働省や東京労働局が作成した熱中症予防対策の普及啓発資料の他、「東京都技術会議」がより

安全で働きやすい労働環境づくりに向け各局が発注した工事受注業者から募集した優良事例を取りまとめて作

成した「工事災害防止に向けた優良事例集」から、熱中症対策部分を抜粋し工事受注者への周知資料として配

布している。

2018年度の東京都技術会議において、インフラ各局の強化連携と工事の安全対策がテーマとなったことで、

「工事災害防止に向けた優良事例集」が作成されたが、翌年度以降も更新作業を継続するため、インフラ工事

を担う8局で「工事安全連絡会」を立ち上げた。 更新された同事例集は、東京都技術会議WEBサイトで公開し

ている22。

※なお「東京都技術会議」は、東京都技監を座長として都のインフラ各局から構成される。課題解決や技術水

準の向上、技術職員の育成など、その他必要な事項について調査・検討を行うために1992年度に設置された

組織で、毎年異なるテーマを決め、年に3回程度の会議を実施している。

取組・施策の考え方

留意すべき点

東京都の事例

実施コスト（事業予算）
なし（作成された事例集は、WEBで公開するのみ）

検討～実施に要する時間
事例集の作成 ▶ 3ヶ月程度（事例の募集に1～1.5ヶ月程度、編集作業が1～1.5ヶ月程度）
通知文の作成 ▶ 1ヶ月程度

実施～効果発現までの時間
受注業者が実施する対策の種類により、準備期間が異なる

効果・評判
優良事例集は、他の自治体から研修に使用したいといった反響がある

進捗管理方法
特になし

指標
建設現場における熱中症事故の発生数、救急搬送者数
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建設現場における熱中症対策の導入および実施

建設現場は、日陰のない炎天下での作業や、安全衛生上からヘルメットや長袖の作業着等の着
用など、熱中症を発症しやすい環境下にある。

厚生労働省の「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」20や関係機関が実施する普及啓発
と合わせて、自治体が発注する工事の受注業者に、自治体独自で作成した熱中症対策事例集等
を活用した注意喚起を直接行う事で、地域に有効な熱中症予防対策を徹底し、熱中症による労
働災害を防ぐ。

対策事例の検討 /現場への導入 /作業員への周知・注意喚起 /対策の遂行

▶ 事業者は個々の現場の実態に合わせた熱中症予防対策を導入し、現場管理者および作業員は対策を

遂行する

▶ 現場管理者は、作業員が体調不良時に申し出やすい環境を整備（工期見直し等も検討）する

▶ 作業員は自己の体調管理や変化に注意を払い、体調不良時は速やかに申し出る

受
注
業
者
等

熱中症予防対策の資料を作成

▶ 通知文を作成

▶ 普及啓発に関する関係取組の整理（添付資料の用意）

※東京都の場合、通知文に以下の資料を添付している。

・「STOP！熱中症クールワークキャンペーン」（厚生労働省） 20

・「職場の「熱中症」を防ごう！」（東京労働局） 23

・「WBGT値を把握して熱中症を予防しましょう！」（厚生労働省） 24

・「建設現場における熱中症予防と新型コロナウイルス感染防止」（厚生労働省） 25

・（参考）「熱中症警戒アラート全国運用中！」（関係府省庁） 26

▶ 熱中症予防対策の事例集を用意

※自治体内での作成が難しい場合、以下のようなサイトを参考にすると良いが、引用の際は、各団

体へ使用許諾を確認する必要がある。

・「建設現場における熱中症対策事例集」（国土交通省 大臣官房 技術調査課）27

・導入しやすい熱中症対策事例紹介（厚生労働省委託「職場における熱中症予防に用いる機器

の適正な使用法等周知事業」事務局） 28

・「見える」安全活動コンクール（厚生労働省 あんぜんプロジェクト） 29

インフラ各局への周知依頼 /  受注業者への周知

▶ 熱中症の計画的な予防対策の徹底等を求める注意喚起を実施

▶ 工期への影響等が見込まれる場合、工期延伸等の協議が可能な場合は周知する

暑熱曝露・重症化の回避

自

治

体

参考事例 p.1-74

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

△ 短 期 中

（表の見方はp.1-70を参照）

3－１

A
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取組・施策の実施から適応行動まで

リスクが高い場所や人を特定し、複数の関連部署に跨り、幅広なターゲットにつながる取組・施策を実施して
いる。市として横断的に取り組むため、若手職員を中心に暑さ対策PJチームを構成し、対策を実施している。
運動中・活動中の人について特に有効と考えられる取組・施策について以下に示す。

運動施設・まちなかでの複合的な対策

取 組 ・ 施 策 の 概 要

環境・健康・子ども・公園などの複数の部署間で連携し、リスクの高いターゲットに応じた対策を幅広く実
施する。例えば、熱中症の諸症状を発症した住民が休息できるクーリングシェルター（まちなかオアシス）
の設置・周知、高温環境下での負荷の高い運動が想定される公園での日陰創出、体温調節機能が低下してい
る高齢者や、大人よりも周囲の気温が高い小学生・幼児に向けた冷涼グッズの配布などが挙げられる。

日陰創出による熱環境負荷の低減、屋外で運動中の人が冷涼グッズを使用する、日陰のある公園を選択する
といった熱中症予防行動や、体調不良時に涼しい場所を活用するといった早めの措置につながる。

自

治

体

地

域

住

民

等

暑さ対策PJチームの構築

熱環境負荷の低減

重症化回避

クーリングシェルター
（まちなかオアシス）
の設置

運動公園への
日陰創出

リスクが高い場所・人の特定

関係部署への協力依頼

クールスカーフ・
クールキャップの準備

健康
づくり課

こども課・
政策調査課

HPにて公開
PR用のぼり旗の

設置

[クールスカーフ]
後期高齢者・小学生へ
の配布
[クールキャップ]
3歳児への配布

整備情報の周知

暑熱曝露の低減

日陰がある
運動公園の選択

クールスカーフ・
クールキャップの利用

クーリングシェ
ルターへの移動

高齢者・青壮年・小中学
生・乳幼児（保護者）

高齢者・小学生・
幼児（保護者）

特に青壮年・小中学生

熱中症警戒
アラートの活用

アラート発表時に
施設利用者への
注意呼びかけ

予防行動の実施

施設利用者

公園
緑地課

埼玉県熊谷市の事例

4－１
運 動 中

運 動 施 設
（屋内外）

青壮年
～高齢者

だれが い つ どこで

管 理 者

対策実行者

公園
緑地課

普及啓発 普及啓発

普及啓発

予防・回避

予防・回避予 防 予 防

低 減

熱中症対策は様々なターゲットにまたがる課題である。
担当課を決めにくいため、関係部署の協力をいかに取り付けていくかが重要である。

ポイント

得られる効果適応行動行動主体対策分類

4－１

A

4－１

B

4－１

C

4－１

D
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実施のポイント

激しい運動中や慣れない運動中は熱中症を発症しやすく、幅広い年齢層で熱中症被害が生じるため、対策も複

数の観点から総合的に実施する必要がある。特に、運動施設における青壮年の熱中症、運動施設やまちなかに

おける小中学生・乳幼児（保護者）の熱中症、まちなかにおける高齢者の熱中症の各対策の実施が重要である。

まちなかオアシスのような毎年行う必要がある対策の他、運動公園での日陰創出など事業実施年以降も一定の

効果が期待される対策もあり、短期・長期の視点での対策実施が望ましい。

対策の幅広な実施に当たり、庁内での連携が重要となる。対策をまちなか、運動場、公園などで実施するため、

関係機関（民間企業含む）と連携することが有効性を高める。

取組・施策の詳細

庁内部署横断で立ち上げられている暑さ対策PJチームの発案により、

屋内外で運動中の人に有効と考えられる対策を複数実施している。

• 運動公園のテニスコートへの、風通しが良く熱のこもらない日除け

の設置

• 熱中症警戒アラート発表時、運動施設で利用者への注意呼びかけ

• 小学生や高齢者へのクールスカーフの配布、3歳の子供へのクール

キャップの配布

• 暑さにより屋外等で気分が悪くなった人に向けた休息所「まちなか

オアシス」を市内に設置し、HPで設置場所を周知、目印となるPR用

のぼり旗を設置

山梨県甲府市議会では熊谷市の熱中症対策を視察し、熊谷市のまちなかオアシス設置の取組などを参考に対策
を実施している。

クールスカーフのイメージ

運動公園の日除け

取組・施策の考え方

留意すべき点

埼玉県熊谷市の事例

（いずれも写真提供 埼玉県熊谷市）

実施コスト（事業予算）

【熊谷さくら運動公園日陰創出事業】運動公園での日除け設置 ▶ 9,936千円（2017）
【熱中症予防グッズ配布事業】クールスカーフ配布 ▶ 3,200千円（2020）
【ちびっこ元気事業】クールキャップ配布 ▶ 3,080千円（2020)
まちなかオアシスの設置 ▶ 847千円（2019）

検討～実施に要する時間

暑さ対策PJチームにて、概ね2年かけ立案～実施

実施～効果発現までの時間

実施後すぐ

効果・評判

利用者からは好評であり、また、国や他自治体と比較し搬送者に占める中等症・重症者率が低く、事業効
果はあった

進捗管理方法・指標

救急搬送者に占める中等症・重症者の割合を国や他の自治体と比較し評価

その他の事例
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高齢者・小学生・幼児向け熱中症予防グッズ配布事業

暑さ対策のため、熱中症に対して脆弱な層である高齢者・小学生・幼児（保護者）に対し、
熱中症予防グッズを無償配布する。無償配布により、冷涼グッズを用いた熱中症予防対策実
施へのハードルを下げることが期待される。

またグッズには、オリジナルマスコットのイラストなどをそえることで市販品との差別化を
図り、オリジナルグッズとして販売することで、非配布世代が活用することも期待できる。
グッズが普及することで暑熱への曝露を低減し、熱中症予防・救急搬送等の重症者の減少を
図る。

配布グッズの利用

▶ 高齢者、小学生、幼児（保護者）が、外出時に予防グッズを利用する

※自治体からのグッズ配布による、グッズ使用への抵抗感の低減やグッズ認知の向上が期待できる

※利用者が増えることで、非配布世帯や近隣の区市町村に予防グッズが普及し、地域全体の熱中症

予防対策への意識向上が期待される

住

民

関係部署への協力依頼

▶ グッズの配布方法や販売方法を検討し、必要があれば該当部署に配布を依頼する

例）高齢者宅訪問を行っている民生委員に委託して配布 / 希望者を募り郵送

学校を通じて配布 / 観光協会やWEBショップ運営会社に販売を委託 等

予防グッズの準備・配布

▶ 熱中症予防グッズを選定する

例）涼感タオル、クールキャップ、クール枕、ハンディファン、扇子、ベビー用保冷シート 等

▶ 予算を用意する

▶ 予防グッズの配布、予防グッズの活用方法についての啓発活動を行う

リスクが高い場所・人の特定

▶ リスクとなる世代の人口を把握し、該当部署が対策を実施する

例）高齢者向けクールスカーフの配布事業：政策企画課

幼児向けクールキャップ配布事業：子ども課 等

暑熱曝露の低減

自

治

体

参考事例 p.1-77

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

△ N/A 低

（表の見方はp.1-70を参照）

4－１

A
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運 動 公 園 へ の 日 陰 創 出

屋外施設にて運動する人やスポーツを観戦する人を対象に、日陰を創出する日よけを設置する。

日射を遮り風通しの良い日よけを設置することにより、暑さ指数（WBGT）の上昇を緩和し、屋
外での暑熱環境の緩和、利用者の暑熱曝露低減につながる。

日陰がある運動公園の選択

▶ 住民が日陰のある施設の選択

▶ 日陰を活用したこまめな休憩を実施する

地
域
住
民
等

運動公園への日陰創出

▶ 予算を用意する

▶ 設置する日よけの種類を選定し、設置する

・設置する空間の4側面（前方・後方・左右）のうち、1面のみが開放され残りの3面が壁で覆わ

れるタイプは風通しが悪く、熱がこもり、屋外と同程度の厳しい暑熱環境となりやすい

・経年劣化や強風による破損を考慮した屋根材を選ぶ

例）テントキャンバス等の布地は経年劣化で破れやすくなる

・日射が透過しにくい日よけ、日よけ自体の温度が上昇しにくい日よけを選ぶと効果的である

・方位特性のある製品は季節や時間帯により日射遮へい効果が変化する場合がある

・施工後に、清掃などのメンテナンスが必要な日除けもある

整備情報の周知

▶ 広報誌やWEB等での整備情報を周知する

リスクが高い場所・人の特定

▶ 過去の救急搬送データ、日中の利用者の多い施設などのデータを基に、設置対象となる施設を選定

する

例）日陰のないテニスコート、風通しの悪いグラウンド、遊具の多い公園、屋外プールなど

※一般的に屋根がなく、床がコンクリート造りになっている屋外の施設では、日当たりが良い

場所を中心に特に暑さ指数（WBGT）が高くなる

自

治

体

暑熱曝露の低減

参考事例 p.1-77

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

△ 短 期 高

（表の見方はp.1-70を参照）

4－１

B
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熱 中 症 警 戒 ア ラ ー ト の 活 用

熱中症警戒アラートが発表された際に運動施設などの利用者に向け、熱中症予防・回避行動の
注意を呼びかける。

アラートの発表時に施設利用者への注意を呼びかけることで、施設利用者が自ら、運動の中止
や休憩、水分補給などの予防・回避行動をとることを促す。

予防行動の実施

▶ 施設利用者は運動の中止、日陰での休憩、水分の補給などの予防・回避行動をとる

利
用
者

施設利用者へ注意の呼びかけ

▶ 熱中症警戒アラート発表時に施設利用者に呼びかけを行う

▶ 施設職員へ取組を周知する

熱中症警戒アラートの活用

▶ 各施設職員への協力を依頼する

▶ 各施設管理責任者への情報伝達ルートを確立させる。

▶ 熱中症警戒アラート発表時の熱中症予防行動について、住民に向けて周知する

暑熱曝露の低減、重症化回避

自

治

体

熱中症警戒アラート伝達ルートイメージ （熊谷市）

施
設
管
理
者

参考事例 p.1-41

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

N/A N/A 低

（表の見方はp.1-70を参照）

（気象庁ウェブサイトより30）

4－１

C
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クーリングシェルター（まちなかオアシス）の設置

避暑目的や熱中症等で、気分の悪くなった市民が一時的に休息できるクーリングシェルターを、
各公共施設等に設置する。

クーリングシェルターには、冷たいペットボトルや熱中症応急キットを備え付け、必要に応じ
て無料で提供し、利用者の体調回復につなげる。

クーリングシェルターへの移動

▶ クーリングシェルターの設置場所、活用方法を把握する

▶ 屋外での活動・運動中の市民は、熱中症の諸症状を発症した際にはクーリングシェルターを利用し、

熱中症の重症化を回避する

地
域
住
民
等

クーリングシェルターの設置 /  P R用のぼり旗の設置

▶ クーリングシェルターを設置する

・のぼり旗などで設置を周知するよう工夫する

・からだを冷やすことのできる機器（扇風機など）を設置し、

熱中症の疑いがある場合の対処法を掲示する

・熱中症予防のチラシなども置き、普及啓発にも努める

▶ 施設職員は、熱中症になった人（利用者）には適切な処置を実施する

▶ 施設職員は、備品の管理を行う

クーリングシェルターの設置

▶ クーリングシェルターを設置する公共施設を選定する

例）庁舎、公民館、図書館、ホール 等

▶ 椅子やテーブル等の一時的な休息に必要な設備等を準備する

▶ 備え付ける応急キット、ペットボトルを選定・決定する

▶ 休息所と分かるようなのぼり旗や、設営用のポスターやチラシ、

棚等を用意する

※誰でも利用できるよう、多言語に対応したものが望ましい

▶ 予算を用意する

重症化回避

自

治

体

公

共

施

設

関係部署への協力依頼

▶ 設営シーズン前に施設職員に向け、熱中症の知識・予防策・応急処置などについての講習会を行う

H Pにて公開

▶ クーリングシェルターの設置場所や使い方など、市民向けに啓発を行う

参考事例 p.1-75

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

△ N/A 中

（表の見方はp.1-70を参照）

（写真提供 埼玉県熊谷市）

まちなかオアシス事業
（写真は2019年のもの）

（写真提供 東京都品川区）

避暑シェルター

4－１

D

1-45



取組・施策の実施から適応行動まで

市民祭りにおける当日の熱中症対策と、開催日程の変更による暑熱環境回避を実施。

イ ベ ン ト 時 の 熱 中 症 を 防 ぐ

取 組 ・ 施 策 の 概 要

夏季のイベント開催時には、直射日光への参加者の曝露、人混みによる暑熱環境の悪化など、熱中症リスク
の増大が懸念される。そのため、実施場所や実施時期の暑熱環境を考慮した対策の実施が必要となる。

まずは、暑熱環境を緩和するための施設を整備することにより、参加者の体感温度の低下を促すことが重要
となる。例えば、遮熱性の日除けやミスト、保水性ブロックの導入、また、熱くなりにくい日除けや水の蒸
発を利用する冷却ルーバーの設置などが挙げられる。また、特に酷暑となることが予想される場合には、実
施時期の変更の判断により、より確実に参加者の暑熱曝露を回避させることが必要である。

自

治

体

2022年 ふなばし市民まつりの例2019年 ふなばし市民まつりの例

地

域

住

民

等

連

携

先

イベント当日における熱中症対策の検討

複合的効果を持つミスト車の提供
 除菌消臭機能を持つミストの噴霧
 非常電源として自走可能

暑熱曝露・重症化の回避

イベント参加者

 過去の暑熱状況の調査
 実施時期における暑熱状況情報の収集

商工振興課
（ふなばし市民まつり実行委員会事務局）

暑熱曝露・重症化の回避

イベント参加者

変更時期の候補を挙げる会場でのミスト導入

商工振興課
（ふなばし市民まつり実行委員会事務局）

実施時期変更について協議

各関係団体東葛テクノ（株）

千葉県船橋市の事例

5－１

回避・低減

回 避

イベント開催における熱中症対策として、まずは会場における暑熱環境の改善の検討から始
まるが、危険なレベルの気象条件が想定される場合には、開催時期の検討も選択肢になる。

ポイント

得られる効果適応行動行動主体対策分類

5－１

A

5－１

B

日中・昼間
イベント会場
（屋内外）

イベント参加者

だれが い つ どこで

管 理 者

対策実行者
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実施のポイント

夏季に実施するイベントでは、直射日光への参加者の曝露、人混みによる暑熱環境の悪化など、熱中症リスク

の増大が懸念されており、開催場所や時期の暑熱環境に応じた対策が必要となる。特に市街地を利用したイベ

ントでは、人混みにより暑熱環境が悪化しやすく、暑熱環境を緩和するための施設を整備する必要がある。

微細ミストを噴霧することで、気化熱による気温と体感温度の低下効果を狙い、ミスト噴霧車を設置する。ま

た、開催時間や時期を変更することで、暑熱環境そのものの回避も検討する。

東葛テクノ（株）は、市民まつりの協力事業者である。2020～2022年度は、新型コロナウイルス感染症対策の

観点から、開催が断念されることとなった。

取組・施策の詳細

例年、夏季に開催していた「ふなばし市民まつり」では、こまめな水分補給・塩分補給を促すアナウンスを行

うとともに、会場内に設置する実行本部・警備本部に看護師を配置するほか、会場近隣の公共施設に別途確保

した救護スペースに冷たい飲料を配置し、熱中症発症者の対応を実施。（事務局：商工振興課20数名で対応）

さらに2019年の市民まつりでは、東葛テクノ（株）から、自社開発した除菌消臭機能を持つミストを噴霧し、

非常電源として自走可能な熱中症対策車「ビクラスＶＡＮ」1台を、まつり会場の中心に無償で設置してもら

い、周辺気温と参加者の体感温度の低下を促し、熱中症対策を実施した。

2022年度はここ数年の酷暑を鑑み、参加者・来場者の安全確保のため、試験的に開催時期を秋に変更し、暑熱

環境を回避して開催することとしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催中止となった。

「箕面まつり推進協議会」（大阪府箕面市）や「浦添てだこまつり実行委員会」（沖縄県浦添市）が、夏開催

から秋開催への変更を実施。

取組・施策の考え方

留意すべき点

千葉県船橋市の事例

実施コスト（事業予算）

不明（熱中症対策のほか、ケガや体調不良など含めた対応のため、算出不可）
※ミストのレンタルは無償

検討～実施に要する時間

不明（熱中症対策のほか、ケガや体調不良など含めた対応のため、算出不可）

実施～効果発現までの時間

即日

効果・評判

ミストが気持ちよく、涼しいとの声あり

進捗管理方法

催事終了後、実行委員会で反省会を開催し内容の振り返りを行い、次回に向けた改善点などを関係者で共
有（2022年度は中止となったが、開催時期の変更も含め課題や問題点の振り返りを行う予定であった）

指標

熱中症（疑い含む）と診断された件数

その他の事例
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イベント当日における熱中症対策の検討・実施

夏季のイベント開催時には、直射日光への参加者の曝露、人混みによる暑熱環境の悪化など、
熱中症リスクの増大が懸念される。そのため、実施場所や暑熱環境を考慮した対策の実施が
必要となる。

効果的な対策を実施するためには、事前に暑熱環境を把握し、リスクの高い箇所への緩和対
策と、参加者が予防行動をとりやすくする必要がある。合わせて、熱中症の発生に備えた医
療・救護設備や運営準備、体制の確保も実施する。

暑熱環境の緩和

▶ 暑熱環境の緩和により、体温の上昇が抑えられる

▶ 涼しい休憩所を利用し、クールダウンを図る

▶ こまめな塩分・水分補給を行う

地
域
住
民
等

複合的効果を持つミスト車（緩和対策等の機材）の提供

▶ ミスト車は除菌消臭機能を持つミストを噴霧する

▶ 非常電源として自走可能

▶ イベント協賛会社からの提供

例）自社開発品の提供、専門業者からのレンタル 等

▶ その他の暑熱緩和対策機材の設置

例）ミスト噴霧装置、冷却ルーバー、遮熱性の日よけ、送風ファン 等

イベント当日における熱中症対策の検討

▶ 熱中症が起きやすい場所を把握する

例）日影がない場所、行列ができる場所、人が集まる場所 等

▶ 暑熱環境を緩和する対策を行う

例）日よけ等での日陰の創出、冷風機やミストシャワーで周辺の気温を下げる、散水によって地面

からの反射熱を軽減する（p.2-54） 等

▶ 熱中症患者を出さないような工夫をする

例）避難所の設置、給水所の設置、飲料の配布 等

▶ 暑熱緩和対策等のための機材を調達する

▶ 熱中症が発生した場合に備え、救護体制を整える

暑熱曝露・重症化の回避

自

治

体

民

間

企

業

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

△ 短 期 中

（表の見方はp.1-70を参照）

参考事例 p.1-78

5－１

A

1-48



イベント開催時期の変更による曝露回避

夏季のイベント開催時には、直射日光への参加者の曝露、人混みによる暑熱環境の悪化など、
熱中症リスクの増大が懸念される。実施場所や暑熱環境を考慮した対策の実施が必要となる
が、機材の調達や救急体制の整備など、費用と人手が必要となる。

一方、開催時期を変更し暑熱環境そのものを回避することにより、熱中症のリスクを低減し
たイベントの開催を検討する。そのために、事前に検討委員会等を通じ、各関係団体との協
議や地域住民の理解を得ることが必要である。

熱中症になりにくい気象条件での参加

▶ 簡易な暑さ対策で参加できる

▶ 熱中症のリスクが軽減される

▶ 幼児連れや高齢者なども参加しやすくなる

参

加

者

過去の暑熱状況の調査

▶ 気象庁や民間気象会社、新聞社などから気温や天候、あればWBGT値のデータを入手する

暑熱曝露・重症化の回避

自

治

体

変更時期の候補を挙げる

▶ 市内各学校の行事日程の把握

▶ 地域のイベントの日程の把握

▶ 住民アンケートや世論調査などで、市民の意向を調査する

自

治

体

関
係
団
体

実施時期変更について協議

▶ 日程に合わせて、プログラムなどの変更を検討

▶ 各関係団体との調節

▶ 地域住民への告知と理解を得る

▶ 日程に合わせて、プログラム等の変更を検討

▶ 会場の用意

▶ その他の行事との調節

参考事例 p.1-79

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

N/A 短 期 高

（表の見方はp.1-70を参照）

5－１

B
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モニタリングシステムの活用及びガイドラインの作成

取 組 ・ 施 策 の 概 要

暑さ指数を基にした熱中症対策のため、校舎内外の暑さ指数をモニタリングする環境を構築し、児童生徒等
の成長段階と各学校での教育活動に沿ったガイドラインを作成する。

教職員には職員会議にてガイドラインと取組の共通理解を図り、暑熱に対する意識を向上させる。園児・児
童・生徒等への保健指導のほか、暑さ指数とその危険度を統一したカラーで校内に掲示することで、学校全
体の熱中症予防に対する意識や意欲の向上、段階的な熱中症予防の理解や知識の定着を図る。保護者には、
これらの取組について文書での通知、保護者会での講話等による啓発活動を行い、家庭との連携を図る。

取組・施策の実施から適応行動まで

校舎内外の複数地点にWBGT計を設置し、ネットワーク対応のWBGT値モニタリングシステムを構築。各校の実情
や児童生徒等の発達段階に合わせ、附属学校園の養護教諭と連携し、校種別のガイドラインを作成している。

学

校

教

職

員

・

園
児

/

児
童

/

生
徒

教室・体育館・校庭等の様々な場所にWBGT計を設置養護教諭を中心に、校種別の
熱中症予防のガイドラインを作成

ガイドラインの共通理解

個々の
実態に応じた対応

暑熱曝露・
重症化の回避

学園内で危険度ご
とのカラーを統一
した、年齢に応じ
た暑さ指数の掲示

園児/児童/生徒
のレベルに対応し
た保健指導

暑さ指数による対応
 屋外活動の可否判

断、内容の変更
 休憩時間の管理
 水分補給の指示
 【幼稚園】 屋内

活動時の体調管理
（休憩、水分補給
の機会の工夫）

暑熱に対する意識の向上暑熱曝露・
重症化の回避

教職員へ暑さ指数の報告や活動の可否の
相談、自発的な休憩、水分補給

システムの閲覧方法と熱中症
予防のための指針等の共通理解

教職員 教職員 教職員

園児/児童/生徒

教職員

暑熱に対する意識の向上

教職員

教職員

学校 学校

暑熱に対する意識の向上

特 別 支 援 学 校附 属 幼 稚 園 ・ 小 中 学 校

ネットワーク対応のモニタリングシステムの構築

6－１

弘前大学教育学部附属学校園の事例

6－１

A

6－１

B

6－１

C

6－１

D

普及啓発 普及啓発

普及啓発 普及啓発 予防・回避予 防

自治体管轄の各校で同様の取組を実施する場合には、教育委員会、学校三師（特に学校医・
学校薬剤師）との連携が不可欠である。

ポイント

得られる効果適応行動行動主体対策分類

日中・昼間
（運動中等） 学 校 等子 ど も

だれが い つ どこで

教職員、本人等

対策実行者
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実施のポイント

暑さ指数のモニタリングに加え、園児・児童・生徒らの発達段階などに合わせた具体的なガイドラインを作成

することで、暑さ指数に基づく課外活動や学校行事実施の判断や指導に用いる。暑さ指数とその危険度を掲示

物を通じて児童生徒らに示すことで、学校全体の熱中症予防に対する意識や意欲を向上させる。

特別支援学校では、児童生徒らの年齢、障がいの程度、特性に幅があり、ガイドラインでは対応できないため、

健康観察をこまめに行い、個々の実態に応じた対応をする必要がある。

保護者には校内の熱中症対策の取組について通知し、家庭との連携を求める。

建物により温熱環境が異なるため、暑さ指数のモニタリングに当たり留意が必要。

保護者に熱中症対策について日頃から理解をしてもらうことが、生徒が熱中症を発症した際にもスムーズなコ

ミュニケーションを取ることにつながる。

取組・施策の詳細

体調不良時に暑さ指数を踏まえ熱中症か否かを判断する必要があると考え、校舎内外の暑熱環境を観測するた

め、暑さ指数モニタリングシステムを構築した。しかし、暑さ指数に慣れておらず数値を見ても行動できない、

既存の暑さ指数に応じた警告では児童生徒等の実態や教育活動に適用しづらいという課題があり、以下の対策

を実施した。

• 各校の実情や児童生徒等の発達段階に合わせた校種別の熱中症予防ガイドラインを作成

ガイドラインを各校の活動や学校行事実施の判断基準にも適用

• 暑さ指数とその危険度を、統一したカラーで校内に掲示

教員には過去の事例を示すなど、ガイドラインの必要性と内容について理解してもらい、連携を強化した。

岡山大学では、キャンパス屋内外においてオンラインで15分以内のWBGTを参照できるよう環境を構築した。

また、運動部員全員が熱中症予防講習会を受講することとしている。

取組・施策の考え方

留意すべき点

実施コスト（事業予算）
WBGT計測器の部品購入（ネットワーク接続済み25台、その他40台） ▶ 1万円／台程度
ネットワークシステム ▶ 費用なし（大学所有のサーバーを利用）

検討～実施に要する時間
モニタリングシステム ▶ 継続的に改良を実施中
ガイドライン ▶ 作成に要する時間は短い（参考になる基準は既にあるため）

実施～効果発現までの時間
児童の意識・行動変容は早い。教員は「暑さ指数」を用いることに慣れるまでに時間を要するが、ガイ
ドラインに沿った行動実施に要する時間は短い。
毎年新しい生徒・教員が入るため、毎年指導を繰り返す必要がある。

効果・評判
WBGT値に基づき、外遊びや運動会の内容の変更、部活動や文化祭などで熱中症対策を取ることにより、熱
中症の疑いの発生件数が減少傾向となった。
教員不在時にも暑さ指数を踏まえた部活動の実施可否を児童・生徒が自主的に判断できるようになった。

進捗管理方法
継続的に対策の強化を実施している

指標
暑さ指数、体調不良の児童・生徒数

弘前大学教育学部附属学校園の事例

その他の事例
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幼児向けガイドラインによる熱中症予防・回避行動

暑さ指数を基にした熱中症対策のため、園児の成長段階と各園での保育・教育活動に合わせた
ガイドラインを自治体からの情報提供のもと、教育委員会等が作成する。

教職員等がガイドラインに沿って、外遊びなどの屋外活動の内容変更・実施可否を判断し、園
児の暑熱曝露を回避・低減させる行動を取らせる。また、水分補給や休憩の管理基準に基づく
行動により重症化を回避する。

ガイドラインの共通理解

▶ 暑くなる前に職員会議等で教職員への共通理解を図る。共通理解は毎年行う

（事例を示し対策の必要性を理解してもらうことも有効）

教

職

員

等

の

管

理

監

督

者

熱中症予防のガイドライン作成に関する情報提供

▶ 教育委員会に向け、幼稚園・保育園・こども園等で活用可能な、幼児の熱中症リスクの考え方、教

職員等が幼児に向けて行うべき対策などを盛り込んだ熱中症対策ガイドラインの作成について情報

を提供

園内での暑熱曝露・重症化の回避

自

治

体

教

育

委

員

会

等

熱中症予防のガイドラインを作成

▶ 先行事例・手引きを参考に、以下の調査・検討のもと、ガイドラインを作成する

・幼稚園・保育園・こども園等における、プールや砂場、園庭などの設備状況を確認

・幼稚園・保育園・こども園等での外遊びなどの活動の実態を把握

・学校三師（特に学校医・学校薬剤師）、養護教諭（配置がなければ該当する教諭、保育士）

に、活動場所や内容をヒアリング

・過去の猛暑日の発生状況や暑さ指数、熱中症事例の発生に関する調査

・危険度表示のカラーを小・中学校と統一することを検討 等

▶ 管轄の幼稚園・保育園・こども園等に協力し、ガイドラインの普及・活用を依頼する

暑さ指数による対応 /  保健指導 /  暑さ指数の掲示

▶ 暑さ指数に応じた屋外活動の可否判断、屋内活動時の体調管理等を実施する

▶ 幼児にも危険度が分かるような暑さ指数の掲示

保健指導

▶ 養護教諭は毎年5月～7月頃より定期的に「暑さ指導」を実施する

▶ 管理職/養護教諭は、気温とWBGTの違いを明確に説明し、保護者に向けた熱中症に関する対策の理解

を求める

※障がいを持つ園児には、障がいの程度、特性に幅があり、ガイドラインでは対応できないため、健康観察をこまめに行い、
個々の実態に応じた対応をする必要がある。

参考事例 p.1-79

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

◎ 短 期 高

（表の見方はp.1-70を参照）

6－１

A
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小学生向けガイドラインによる熱中症予防・回避行動

暑さ指数を基にした熱中症対策のため、児童の成長段階と各学校での教育活動に合わせたガイ
ドラインを自治体からの情報提供のもと、教育委員会等が作成する。

ガイドラインは「運動や学習活動等に関する指針」とし屋外と屋内に分け、活動場所や内容で
判断しやすい基準を目指し、暑熱曝露と重症化を回避する。

ガイドラインの共通理解

▶ 暑くなる前に職員会議等で教職員への共通理解を図る。共通理解は毎年行う

（事例を示し対策の必要性を理解してもらうことも有効）

教

職

員

等

熱中症予防のガイドライン作成に関する情報提供

▶ 教育委員会に向け、小学校で活用可能な、小学生の熱中症リスクの考え方、教職員等が小学生に向

けて行うべき指導・対策などを盛り込んだ熱中症対策ガイドラインの作成について情報を提供

校内での暑熱曝露・重症化の回避

自

治

体

教

育

委

員

会

等

熱中症予防のガイドラインを作成

▶ 先行事例・手引きを参考に、以下の調査・検討のもと、ガイドラインを作成

・理科や生活科などの、体育以外の屋外学習の実態を把握

・運動会等の学校行事に関する開催可否の判断基準等を確認

・学校三師（学校医・学校薬剤師・学校歯科医）、特に学校医・学校薬剤師と連携に関する事

前の確認

・過去の猛暑日の発生状況や暑さ指数、熱中症事例の発生に関する調査

・危険度表示のカラーを幼稚園・保育園等、中学校と統一することを検討 等

自発的な予防行動

▶ 自発的な休憩、水分補給等の予防行動の実施

暑さ指数による対応 /  保健指導 /  暑さ指数の掲示

▶ 暑さ指数に応じた屋外活動の可否判断等を実施

▶ 養護教諭は学校行事で体調不良の児童が一斉に発生する可能性に備え、他の教員との連携体制強化

▶ 学級担任は毎年、年齢にあわせた熱中症予防の保健指導を定期的に実施

▶ 養護教諭は保護者の熱中症対策への理解を促進

▶ 小学生にも危険度が分かるような暑さ指数の掲示

児

童

※障がいを持つ児童には、障がいの程度、特性に幅があり、ガイドラインでは対応できないため、健康観察をこまめに行い、
個々の実態に応じた対応をする必要がある。

参考事例 p.1-79

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

◎ 短 期 高

（表の見方はp.1-70を参照）

6－１

B
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教

職

員

等

校内での暑熱曝露・重症化の回避

自

治

体

教

育

委

員

会

等

生

徒

※障がいを持つ生徒には、障がいの程度、特性に幅があり、ガイドラインでは対応できないため、健康観察をこまめに行い、
個々の実態に応じた対応をする必要がある。

中学生向けガイドラインによる熱中症予防・回避行動

暑さ指数を基にした熱中症対策のため、生徒の成長段階と各学校での教育活動に合わせたガイ
ドラインを自治体からの情報提供のもと、教育委員会等が作成する。

ガイドラインは「運動や学習活動等に関する指針」とし屋外と屋内に分け、活動場所や内容で
判断しやすい基準を目指し、暑熱曝露と重症化を回避する。

参考事例 p.1-79

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

◎ 短 期 高

（表の見方はp.1-70を参照）

ガイドラインの共通理解

▶ 暑くなる前に職員会議等で教職員への共通理解を図る。共通理解は毎年行う

（事例を示し対策の必要性を理解してもらうことも有効）

自発的な予防行動

▶ 自発的な休憩、水分補給等の予防行動の実施

暑さ指数による対応 /  保健指導 /  暑さ指数の掲示

▶ 暑さ指数に応じ屋外授業・課外活動の可否判断等を実施

▶ 養護教諭は学校行事で体調不良の生徒が一斉に発生する可能性に備え、他の教員との連携体制強化

▶ 学級担任は毎年、年齢にあわせた熱中症予防の保健指導を定期的に実施

▶ 養護教諭は部活動等の外部指導者へのガイドラインの周知・徹底

▶ 養護教諭は保護者の熱中症対策への理解を促進

▶ 中学生が危険度を判断し行動できるような暑さ指数の掲示

熱中症予防のガイドラインを作成

▶ 先行事例・手引きを参考に、以下の調査・検討のもと、ガイドラインを作成

・運動会、文化祭等の学校行事に関する対策の検討

・部活動における活動内容、夏休みの対応、暑熱順化の検討

・学校三師（学校医・学校薬剤師・学校歯科医）、特に学校医・学校薬剤師と連携に関する事

前の確認

・過去の猛暑日の発生状況や暑さ指数、熱中症事例の発生に関する調査

・危険度表示のカラーを幼稚園・保育園等、小学校と統一することを検討 等

熱中症予防のガイドライン作成に関する情報提供

▶ 教育委員会に向け、中学校で活用可能な、中学生の熱中症リスクの考え方、教職員等が中学生に向

けて行うべき指導・対策などを盛り込んだ熱中症対策ガイドラインの作成について情報を提供

6－１

C
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W B G T計を用いた熱中症リスクの可視化

暑さ指数を基にした熱中症対策のため、熱中症リスクが高いと考えられる場所にWBGT計を設置
し、モニタリングシステムを構築する。

モニタリング結果は危険度が分かるよう校内に掲示し、教職員及び児童生徒等の熱中症に対す
る意識を向上させる。

システムの閲覧方法と熱中症予防のための指針等の共通理解

▶ モニタリングシステムの閲覧と活用方法に関する共通理解の構築

教

職

員

等

熱中症予防のガイドライン作成に関する情報提供

▶ WBGT計を設置するための予算を用意

▶ モニタリングシステムを構築するための予算を用意

暑熱に対する意識の向上、暑熱曝露・重症化の回避

自

治

体

教

育

委

員

会

等

自発的な予防行動

▶ 教職員への暑さ指数の報告や活動可否の相談、自発的な休憩、水分補給等

暑さ指数の掲示 /  個々の実態に応じた対応

▶ 管理職は必要に応じて危険度に合わせた校内放送を行う

▶ 担当教員等は年齢に合わせた暑さ指数の掲示を実施・管理

▶ 特別支援学校では児童生徒らの年齢、障がいの程度、特性に応じ対応

生
徒
等

参考事例 p.1-79

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

△ 長 期 高

（表の見方はp.1-70を参照）

W B G T計の設置、モニタリングシステムの構築

▶ WBGT計の購入及び設置

▶ 熱中症リスクが高いと考えられる場所へのWBGT計設置（設置場所には下記のような工夫が必要）

・幼 稚 園：砂場では園児がしゃがんだ時の頭の高さに 等

・小中学校：体育館、最上階の教室 等

▶ モニタリングシステムの構築（既存の校内ネットワークを活用できる場合は活用）

▶ モニタリング値の確認方法の確立

・保健室や職員室等で一元管理

・廊下にモニターを設置し常時掲示 等

▶ 年齢に合わせたガイドライン（p.1-52～p.1-54）等に基づき、モニタリングした値に応じた危険度

の掲示を行うよう指導

6－１

D
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取組・施策の実施から適応行動まで

子どもを車内に置き去りにすることは児童虐待に当
たるとして、強いメッセージとともに広報を実施。

車 中 の 熱 中 症 事 故 を 防 ぐ

取 組 ・ 施 策 の 概 要

乳幼児は体温調節機能が未発達なため、短時間で体温が上昇し、熱中症にかかりやすく重篤化しやすい。短
時間で高温になる夏場の車内に乳幼児を放置することは、児童虐待にあたるという考えのもと、県警と連携
し、JAF（一般社団法人日本自動車連盟）のコンテンツ等を活用し、注意喚起を行う。

また、特に車内放置事案が発生しやすいパチンコ店やスーパーマーケット等の民間商業施設と協力し、来店
者に向けた直接的な注意喚起を実施するとともに、様々なメディアを利用した県民全体に向けた広報活動に
より、車内放置事案の危険性等を広く呼び掛けることで、車内放置防止に関する意識の醸成を図る。

自

治

体

地
域
住
民
等

警 察 ・ 協 力 団 体 ・ 民 間 企 業

暑熱曝露・重症化の回避

千葉県警主導のもと、
協力体制を構築

車内放置防止に関する意識の醸成

県民

警察本部少年課児童家庭課

児童家庭課

県広報ラジオ番組内
での注意喚起依頼

報道広報課

 車内放置の危険性
を周知

 目撃した場合に
通報の呼びかけ

 JAFのコンテンツを活用し
たWEBでの注意喚起

 メールマガジン、SNSによ
る注意喚起

 県知事と警察本部長の連
名による、緊急メッセー
ジの発出

警察本部少年課

注意喚起用の啓発グッズの作成

関係団体・民間商業施設
管理者への協力依頼

千葉県遊技業協同組合

千葉県流通商防犯協力会

千葉県警備業協会

（株）ドン・キホーテ

イオン（株）

イオンリテール（株）

協力店舗

 啓発グッズの店内掲示
 駐車場の巡回

来店者・従業員

車内放置に対する意識の向上

7－１

千葉県の事例

車内放置を目撃した場合に通報する事を呼びかけることで、協力いただいた関係施設だけで
なく、地域全体で車内放置防止の取組を広げていくことが重要である。

ポイント

得られる効果適応行動行動主体対策分類

普及啓発

普及啓発

普及啓発

予防・回避予防・回避

7－１

A

7－１

B

日中・昼間 車 中乳 幼 児

だれが い つ どこで

保 護 者

対策実行者
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実施のポイント

JAFが独自に実施しているユーザーテストの結果から、特に真夏の車内温度は短時間で上昇し、エアコン停止

からわずか15分で熱中症指数が危険レベルに達することが分かっている。子どもの車内閉じ込めによる熱中症

事故防止のため、保護者に対し「車内に置き去りにすることは児童虐待になる」といった強いメッセージを自

治体と警察が連携し発信する。

注意喚起のメッセージだけでなく、ユーザーテストの結果紹介と合わせたWEBコンテンツ、来店者に向けた

ポップアップ広告等を用いた直接的な呼び掛けにより、より積極的な普及啓発を行い、置き去りを防止する取

組を実施している。

JAFの公表データやニュースリリースを活用して情報を作成することは問題ないが、データを加工しての掲載

は許可していないため、自治体から紹介等を検討する際は、各地方支部や広報部への確認が必要となる。

個々の事情により、一概にネグレクトには当たらない車内での置き去りも発生するため、どのように対処して

いくのか、また置き去り・虐待の定義について、議論を深めていく必要がある。取組が報道される際、切り取

られた形で偏って報道されることがあるため、普及啓発活動が協力店舗へのクレームとなる可能性があること

を想定し、伝え方には工夫が必要である。

取組・施策の詳細

2021年に八千代市で発生した幼児の車内放置死亡事故を受け、2022年度より、千葉県警が主導し千葉県と共同

で本取組を開始した。

児童虐待に係る関係団体や、商業施設管理者に協力を依頼し、シール状の注意喚起用啓発ポップアップを協力

店舗内の目立つ場所に掲示するほか、店舗入り口に大きなポスターを掲示することで来店客に注意を喚起する。

また、店舗用デジタルサイネージでのアニメーションの上映、パチンコ店駐車場で従業員と共にパトロールを

実施した。

千葉県知事と千葉県警察本部長の連名による緊急メッセージを発出、メールマガジン、SNS、WEBコンテンツ、

広報用ラジオ番組を活用し、広く県民へ呼びかけることで、車内放置防止に関する意識の醸成を図った。

歯科医師会、コンビニエンスストア、タクシーなどの業界団体も参加する「子供見守りサポーター」参加団体

を含む、19団体にも協力を依頼している。

取組・施策の考え方

留意すべき点

千葉県の事例

実施コスト（事業予算）
注意喚起用啓発ポップアップの作成 ▶ 1000個で10万円程度
（部内でデザインを考案しているため、外部委託した場合のデザイン料は含まれない）

検討～実施に要する時間
1か月程度 ▶ 取組準備（5月末）→関係団体への協力依頼の開始（6月末）

実施～効果発現までの時間
6月末より継続的に実施。毎年繰り返すことで取組が広まり、効果が発揮される見込み

効果・評判
▶ 通報件数が2021年度は24件、2022年度は16件と減少し、2022年8月末日現在の車内放置による乳幼児の

死亡者数は0人となっている

▶ 店舗での取組や緊急メッセージは、初の取組ということもあり複数の報道機関により報道され、注目度
の高さが伺える

▶ 注意喚起用啓発ポップアップは評判が良く、各所で提示したいという声が届いている

進捗管理方法
特になし（暑熱対策だけでなく、冬場に向けた警告も検討中）

指標
車内放置による乳幼児の熱中症死亡者数、車内放置の通報数
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警 察 と 連 携 し た 普 及 啓 発 活 動

県民に向け自治体と警察が連携し様々なメディアを用いて、子どもを車内放置することの危
険性とともに「車内に置き去りにすることは児童虐待になる」といった強いメッセージを発
信し、車内放置をしない、また車内放置を目撃した場合は躊躇なく警察等への通報を実施で
きるよう、車内放置防止に関する意識の醸成を図る。

WEBにおいてはJAFのコンテンツを活用し、車内の温度変化について具体的な数字を示して警
告するとともに、不測の事態を示唆しながら危険性を明確にする。

また、帰省等により家族での車両使用の増加が予想されるお盆時期を前に、改めてSNSやメー
ルマガジンで警告をし、さらに知事と警察本部長が連名で緊急メッセージを発出することで、
住民に対しタイムリーな広報を実施する。特に、連名による緊急メッセージは報道機関の関
心を引き、放送による広報効果拡大を期待する。

車内放置防止に関する意識の醸成

▶ 夏場の車内の温度上昇に対する正しい知識を得る

▶ 子どもを車内に放置することの危険性を認識し、短時間でも放置しないよう意識する

▶ 保護者でない地域住民が、車内放置発見時に速やかに通報し、地域全体で子どもを車内放置の被害

から守る

地
域
住
民
等

警察主導のもと、協力体制を構築 / 多面的な普及啓発活動

▶ 警察の児童虐待に関する部署の職員が、自治体の児童福祉部局に出向することにより、連携を強化

する

▶ 広報部署と連携し、様々なメディアを用いた県民全体への注意喚起を実施

例）広報誌、ラジオ番組、動画配信サイト、ケーブルテレビ 等

▶ JAFのコンテンツを活用し車内の温度変化と、エアコン使用時でも子どもを車内放置することの危険

性を明確にしたWEBページの作成

▶ 家族での車両使用の増加が予想される時期を前に、自治体の公式SNS等からの発信による個人宛の直

接的な注意喚起

例）Twitter、LINE、Facebook、メールマガジン、地域アプリ 等

▶ 知事と警察本部長の連名による車内放置撲滅のための緊急メッセージの発出

暑熱曝露・重症化の回避

自

治

体

▶ 自治体の児童福祉部局へ、児童虐待に関する部署の職員が出向することにより、連携を強化する

▶ 警察のWEBページでの注意喚起

▶ 家族での車両使用の増加が予想される時期を前に、担当部署の公式SNS等からの発信による個人宛の

直接的な注意喚起

例）Twitter、LINE、Facebook、Instagram、メールマガジン 等

▶ 知事と警察本部長の連名による車内放置撲滅のための緊急メッセージの発出

警

察

参考事例 p.1-80

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

N/A 短 期 高

（表の見方はp.1-70を参照）

7－１

A
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関係団体・商業施設と連携した普及啓発活動

警察が児童虐待に関する関係団体と共同で子どもの車内放置防止の広報活動を行うことによ
り、以前から実施していた放置事故防止の取組を警察が積極的に支援する形となり、より活
動を進めやすくする。また依頼文の手交式やパチンコ店で実際にグッズの掲示を行うことで、
複数の報道機関に注目され、その様子が報道されることで広報効果の拡大を期待する。

夏季に子ども連れでの来店の増加が予想される商業施設管理者に対し、従業員への注意喚起
と事故防止への協力を依頼することで、施設関係者全体への意識向上を図る。

車内放置に対する意識の向上

▶ 保護者の意図的な車内放置を防止する

▶ 意図しない子どもの車内放置に対し、入店時に気付きやすくなる

▶ 従業員・施設関係者による早期発見により、死亡事故を未然に防ぐ

来
店
客
・
従
業
員

関係団体・民間商業施設管理者への協力依頼

▶ 関係団体への協力依頼の手交及び発出

例）遊技業協同組合、流通商防犯協力会、警備業協会、歯科医師会 等

▶ 商業施設管理者への文書等による協力依頼、および従業員に対する車内放置の危険性の周知依頼

例）ショッピングモール、スーパーマーケット、ディスカウントストア、コンビニエンスストア 等

注意喚起用の啓発グッズ等の作成

▶ 店内掲示や来客者への配布用グッズの作成

例）ステッカー、ポケットティッシュ、ポップ、ポスター 等

▶ グッズのデザインを考案

▶ デジタルサイネージを利用した広報のためのアニメーションや、店内放送用アナウンスの作成

暑熱曝露・重症化の回避

警

察

各施設・店舗での普及啓発活動

▶ 施設・店舗内での啓発グッズの掲示

例）店舗入り口にポスター、遊技台やレジカウンターへの掲示 等

▶ 警察官と従業員が合同で駐車場のパトロールを実施

▶ グッズを配布しながら来店客への声掛けを実施

▶ アニメーションやアナウンスの店内放送

警

察

・

店

舗

参考事例 p.1-80

7－１

B

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

N/A N/A 低

（表の見方はp.1-70を参照）

1-59



取組・施策の実施から適応行動まで

埼玉県気候変動適応センター（埼玉県環境科学国際センター）が中心となり、県内自治体と協同し、地域住民
等の協力を得ながら暑熱環境データを収集。収集したデータから熱中症リスクを情報発信する形で還元する。

地域適応センターを活用した情報集約・提供の仕組み

取 組 ・ 施 策 の 概 要

地域気候変動適応センターの設置には、気候変動の情報提供や分析などを行うための人員やノウハウが必要
であり、区市町村が地域気候変動適応センターを設置することは困難な面もある。そこで、知見やノウハウ
を持つ都県と、地域住民に近い区市町村とが共同で地域気候変動適応センターを設置することで情報連携体
制を強化し、地域の特性に応じた適応策を推進することができる。

暑熱環境は地域の地形的特徴が気候に与える影響が大きく、国が発表する熱中症警戒アラートのみでは、空
間と時間のスケールに必ずしも十分に対応できない。そのため、県内の暑熱環境の実情を把握し、より詳細
に熱中症の危険度が高い時間帯と地域を可視化することで、熱中症回避行動を促す。

自

治

体

地
域
住
民
等

埼玉県環境科学国際センターに
「埼玉県気候変動適応センター」を設置

埼玉県 環境部 温暖化対策課

極端な暑熱曝露・重症化の回避

WEB公開された暑さ指数（WBGT値）の確認

地 域 住 民 等

県内の希望自治体における
「地域気候変動適応センター」の共同設置

暑さ指数のモニタリングシステムを構築

埼玉県気候変動適応センター

モニタリング参加者の募集・観測機器の設置

県内市町村の
地域気候変動適応センター

 観測データの収集、分析
 埼玉県内の暑さ指数（WBGT値）等の情報提供

埼玉県気候変動適応センター

 モニタリング協力（情報連携）
 リスクの高い時間帯の活動回避

埼玉県 環境部 温暖化対策課
埼玉県気候変動適応センター 市町村 各担当

モニタリング参加者

（国民参加事業）

埼玉県気候変動適応センターの事例

予防・回避

予防・回避普及啓発

独自に測定したWBGT値の公表（一般公開）は、気象業務法に抵触しないことを気象庁とも確
認し、実証実験を実施している。

ポイント

得られる効果適応行動行動主体対策分類

その他

その他

A
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実施のポイント

県と市町村とが共同で地域気候変動適応センターを設置することで情報連携体制が強化され、県が持つ知見や

ノウハウと市町村が持つ地域のデータを活用し、共同で研究しながら、地域のニーズに応じた適応策を進める

ことができる。

熱中症対策は特定の自治体内のみにとどまらず、近隣の地域など、気候の似た地域や同じようなリスクを抱え

る地域と協同で取り組むことが有効である。適応センターの連携体制を利用し、都県や都県の適応センターが

主導となり、基礎自治体や基礎自治体の適応センターの情報を広く収集した上で対策を検討し、地域住民の熱

中症対策の促進を図る。

埼玉県気候変動適応センターが取り組んでいる暑熱環境のモニタリングは、環境省による令和3年度の「国民

参加による気候変動情報収集・分析事業（国民参加事業）」として採択され、令和5年度までの3年間の実施を

予定している。

取組・施策の詳細

ターゲットを「屋外の高校生」、「屋外の高齢者（花き農家等）」、「屋内の高齢者」とし、各活動場所の

WBGT値のデータ収集をしながら、熱中症の危険性が高い時間帯での活動を回避することを促す。

屋外のモニタリングポイントとして、独自に開発したIoT暑さ指数計を県内の高校に2箇所ほど設置し、約10分

ごとに得た観測結果をESRIジャパン（株）が提供するArcGISオンラインを用いてMAP上に示している。教員は、

ほぼリアルタイムでMAP上に表示された暑さ指数（WBGT値）と時間変化を確認しながら、授業や部活動の中断、

休憩や水分補給の判断に活用する。農家も同様に、作業場近くのモニタリングポイントの数値を作業中断の実

施判断や安全に作業できる時間帯を把握する材料として、活用する。

屋内の高齢者においては、住居内のWBGT値を測定するとともに、エアコンの使用状況の実態を調査することで、

熱中症の危険性が高い時間帯に通知することでエアコンの使用を促す。

暑さ指数のMAPは一般にも公開し、さらに暑さ指数計の設置箇所を増やす予定。

取組・施策の考え方

留意すべき点

埼玉県気候変動適応センターの事例

実施コスト（事業予算）
暑さ指数計の制作費 ▶ 3万円/台程度
通 信 費 ▶ 1台当たり1,440円（税抜）/年
電 気 代 ▶ センサーライトを改造した太陽光発電と蓄電池を使用（製作費は500円程度/台）

※商用電源は使用しない。

検討～実施に要する時間
システム構築や観測機器の用意等の準備期間 ▶ 1年程度
（国民参加事業への応募のための提案書作成に2週間程度）

実施～効果発現までの時間
現在、検証中（実証実験中）

効果・評判
教員や農業従事者より、活動の判断基準となり大変助かる、と好評

進捗管理方法
今後検討（毎年度事業報告書を取りまとめ）

指標
実証実験のため、定量的な指標は設定しておらず、データ測定とその活用を目的としている。
熱中症を発症する前段階として、暑さダメージを回避しながら屋外活動も行い、救急車を呼ぶ事態の発生
を防ぐことを目指しているため、単純に熱中症患者数の数字では、効果計測ができないと考えている。
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デ ー タ 収 集 ・ 対 策 促 進 の 自 治 体 間 連 携

暑熱環境はその地域の地形的特徴から受ける影響が大きい側面があり、日中・夜間の暑さの
変化やその要因等、現状把握が必ずしも十分ではない。地域横断的にその特徴を把握するた
め、区市町村単位の取組だけでなく、地域気候変動適応センターと共同で気象観測や暑さ対
策の情報を収集・分析し、その結果を県民と共有する取組を行う。

その一環として観測している暑さ指数をリアルタイムで計測し、県民に情報提供することで、
極端な暑熱曝露を回避しながら屋外活動を行えるような観測ネットワークと情報共有のプ
ラットフォームを構築する。

W E B公開された暑さ指数（ W B G T値）の確認

▶ WEBで確認し、部活動や課外活動の内容や実施時間の変更、農作業の中断や休憩等に活用

▶ 暑い時間帯に活動を行う必要がある場合、十分な対策を講じて実施

▶ エアコン未使用の高齢者へは、体感ではなく数値を見てエアコンの使用を促進

地
域
住
民
等

暑さ指数のモニタリングシステムの構築

▶ 通信機能を備えた「IoT暑さ指数計」を開発・準備

▶ 通信環境の確保

▶ 観測データの集積およびリアルタイム解析を行うためのツール（プラットフォーム）を用意

極端な暑熱曝露・重症化の回避

自

治

体

モニタリング参加者の募集・観測機器の設置

▶ 県内各地への観測機器を設置する場所の選定

例）学校、駅、公園等の公共施設、民間の商業施設 等

▶ 設置場所の募集や依頼を区市町村地域気候変動適応センターを通じて実施

▶ 観測機器は、その場の活動に沿った場所に設置

例）グラウンドの木陰でない場所、冷房の吹き出し口付近を避ける 等

観測データの収集・分析/県内の暑さ指数（WBGT値）等の情報提供/注意喚起

▶ 地域毎の暑さ指数のピークタイムを分析

▶ 地域特有の小規模な気象現象（局地風など）と照らし合わせた暑さの要因を分析

例）海風の侵入、フェーン現象 等

▶ WEBを用いてリアルタイムに暑さ指数の時間変化を公表

▶ 分析結果から、危険になりやすい時間帯・条件時の注意喚起

その他

A

コ ス ト 効果発現までの時間 効 果 の 程 度

△ 長 期 高

（表の見方はp.1-70を参照）
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２０ 厚生労働省「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン（職場における熱中症予防対策）」 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html） 

 
２１ 東京都財務局「都発注工事における熱中症予防対策の徹底について（依頼）」（2021.5.28） 

（https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/keiyaku/covid-19/covid-19/covid-19_ex_ex3.pdf） 

 
２２ 東京都技術会議技術力維持向上部会 東京都インフラポータルサイト「工事災害防止に向けた優良事例集」 

（https://www.infura.metro.tokyo.lg.jp/attraction.html） 

 
２３ 厚生労働省東京労働局 事例・統計情報「熱中症を防ごう（リーフレット） 職場の「熱中症」を防ごう！」 

（https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001103979.pdf） 

 
２４ 厚生労働省「WBGT 値を把握して熱中症を予防しましょう！」 

（https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000628869.pdf） 

 
２５ 厚生労働省「建設現場における熱中症予防と新型コロナウイルス感染防止～建設現場におけるマスク等の正しい選び方、使い方について～」 

（https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000781018.pdf） 

 
２６ 関係府省庁「熱中症警戒アラート全国運用中！」 

（https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/pr/20220427_alert_leaflet.pdf） 

 
２７ 国土交通省 報道発表資料「国土交通省発注工事における熱中症対策について～建設現場の現場環境改善に向けて～」（2017.3.31） 

（https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000409.html） 

 
２８ 厚生労働省 職場における熱中症予防に用いる機器の適正な使用法等周知事業「導入しやすい熱中症対策事例紹介」 

（https://neccyusho.mhlw.go.jp/case/r3-index/） 

 
２９ 厚生労働省 あんぜんプロジェクト「「見える」安全活動コンクール」 

（https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/index.html） 

 
３０ 環境省・気象庁 令和 2 年度第 2 回熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会 資料 2-2「アラート発表時の自治体の対応例（熊谷市）」

（2020.5.27） 

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/shingikai/kentoukai/nettyusyou/nettyusyou_kentoukai.html） 
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適 応 策 の 実 装 に 向 け て
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4.1 適 応 策 の 検 討 およ び実 行  
本章では適応アクションを検討し、適応策として実行する際に想定される課題を整理し、各課題を解決するた

めに必要な情報をまとめます。 

 

 

想 定 さ れ る 課 題  

 

地域で適応の取組を検討し、実行する際には、主に次の 3 つの課題が想定されます。 

１ 取組の選択・決定  どの取組を検討すればいい？ 

２ 効果的な進め方   取組は決まったけど、どのように進めると効果的？ 

３ 効果の検証     取組の効果をどのように検証すればいい？ 

 

 

１  取 組 の 選 択 ・ 決 定  

 

地域で気候変動適応計画策定（P.3-1～）の際に用いる「地域気候変動適応計画策定マニュアル（環境省）３１」

の各 STEP における実施内容（図 4.1）を参考に、地域で適応策を選択・決定する際に課題となる 4 つの主なポ

イントについて、本アクションプランの活用方法を考えます。4 つの検討ポイントは上記マニュアルの STEP に

沿っていますが、地域の取組状況に応じ、どのポイントに先行して取り組んでも差し支えありません。 

 

表 4.1 適応策の選択・決定のポイント 

ポイント 検討内容 本アクションプランの関連個所 

❶ 

情報収集 

 
（STEP1～3 

に相当） 

地理的条件、社

会経済状況、気

候、気象等の地

域特性を収集、

整理 

地域の熱中症

リスクを把握 

第 1 章 各種データ 

 

❷ 

対象を絞る 

 
（STEP4 に相当） 

取組において

重視するター

ゲットとリス

クシナリオを

想定 

第 3章 ターゲットとリスクシナリオ 

❸ 

課題の整理 

 
（STEP5 に相当） 

既存の熱中症

対策の整理、将

来影響への対

応、追加・新規

施策の検討 

第 2 章 対策の分類 

❹ 

対策の検討 

 
（STEP6 に相当） 

追加・新規施策

について具体

的な情報収集、

対応の検討 

第 3 章 適応アクション 

図 4.1 地域気候変動適応計画策定/変更の流れ 

（環境省「地域気候変動適応計画策定マニュアル」より３１） 

28%
31%

34%
36%

39%
41% 43%
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50%
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70%

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

1

高齢者等

3

工事現場等
作業者

２

農作業者

4

屋内外で

運動中の人

5

イベント
参加者

6

学校生活での
児童・生徒等

7

車中の
乳幼児

だれが い つ どこで 対策実行者

低 減 予 防

回 避 普及啓発
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２  効 果 的 な 進 め 方  

 

第 3 章に示したさまざまな適応アクションの事例で

は、いずれも主体間の連携や施策がターゲットに届

くまでの流れに注目し、矢印等を用いて関係を示し

ています。気候変動という地域共通の課題に対し、

関係者が一体となって適応策に取り組んでいくこと

は不可欠であり、施策の実効性を高めるためには環

境部局に加え、庁内外との連携が重要となります。 

特に施策の実行主体が環境部局以外の部局である場

合、フロー図の上流の部局や機関等と連携すること

から始まり、フロー図の下流の部局や機関等を巻き

込んでいくことで実効性が高まることが分かりま

す。 

またヒアリング調査等から、自治体の現場担当者が

実際に施策を進める上で効果的であると感じた点を

「ポイント」として掲載しています。 

 

 

３  効 果 の 検 証  

 

気候変動適応策は定性的な対策も多く、定量的な効果検証や進捗管理が難しいと言われています。施策によっ

て効果の検証方法はさまざまであり、統一的な進捗管理指標はまだ定まっていないのが現状です（2022 年 12

月時点）。一方、自治体等では政策の PDCA やフォローアップ等で評価指標（KPI）を求められる場面も多くあ

ります。例えば、ヒアリング調査では以下のような各項目を参考指標とするにより、効果検証の一部とするこ

とができることが示唆されました。 

 

 

 

  

図 4.2 地域の関係者の連携例のフロー図（p.1-22 より） 

コ ス ト 
導入費や維持費等の妥当性 

準 備 時 間 
準備や導入に必要な時間等の目安 

継 続 時 間 
事業効果発現や将来的な効果の目安 

結 果 
定量的・定性的な効果の把握、分析 

進 捗 管 理 
効果検証の方法、指標、時期等 

図 4.3 取組・施策の詳細（p.1-23 より） 
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4.2 ロ ー カ ラ イ ズ ・ロ ード マ ッ プの 考え 方  
適応策を実装するためには、他地域で実行されている先進的な適応アクションを自地域の取組に応用するため、

さまざまな検討や調整を行い、“ローカライズ”することが重要です。本節ではローカライズの際の課題を整

理し、その解決の方向性を考えます。 

また今後 3 年～10 年程度を目途に、各自治体が主体的に適応アクションを実装し適応策とすることを想定し、

「実施推進体制」と「ロードマップ」の案を整理します。 

 

 

他 地 域 の 取 組 を 参 考 に す る 際 の 課 題  

 

気候変動適応関東広域協議会では「暑熱対策分科会」を立ち上げ、他地域で実施されている施策を自地域で

実装しようとする際、検討や導入の場面でどのような課題が想定されるか議論を行いました。以下のような

課題が挙げられ、その解決の方向性についていくつかの示唆が得られました。特に庁内外との連携は多くの

自治体が課題であると回答し、「地域気候変動適応計画策定に向けた課題・ノウハウ集」（p.3-1～）において

もその方法について詳細に解説しています。 

 

表 4.2 ローカライズに際して想定される課題と解決の方向性 

 課 題 解 決 の 方 向 性 

庁
内
連
携 

▶ 7 つのターゲットや取組内容によって関係部署が異

なり、現状の取組内容が把握できていないことや、複

数部局にまたがる場合は連携や調整に時間を要する。 

▶ 地域の熱中症リスクの把握が不十分（暑熱環境デー

タの収集不足）で、優先的な取組の選定や必要な対策

が整理できていない。 

▶ 庁内の現状把握、関係部署含めた意識醸成から始める。 

▶ 関係部署へのアンケートやヒアリング等の実施により、現状の

取組確認、所管の要望を確認する。 

▶ 庁内勉強会の開催等による適応に関する理解促進を図る。 

▶ 国立環境研究所や地域適応センター等の支援を仰ぐ。 

庁
外
連
携 

▶ 民間企業等と連携する場合、その方法がよく分から

ない。 

▶ 業務委託する場合、調整が困難である。 

▶ 国立環境研究所や地域適応センター、関連団体等から連携を始

める。 

▶ 熱中症関連のセミナーや研修会に参加したり、アクションプラ

ン掲載の事例を参考にしたりし、情報収集を行う。 

▶ 先進事例の実施自治体等へ問い合わせを行い、情報収集する。 

コ
ス
ト 

▶ 多額の費用が掛かる場合の予算の確保が難しい。 

▶ 予算確保のための根拠が必要である。 

▶ 都県が進めている熱中症対策活動や整備導入等を支

援するための補助金が十分に活用されていない。 

▶ コストの小さい取組から始める。 

▶ 庁内の関係部署含めた意識醸成から必要な予算の確保（他部局

の業務負荷には留意が必要）を促す。 

専
門
性 

▶ 収集したデータの分析等の専門的な知識、人員が不

足している。 

▶ 国立環境研究所や地域適応センター等にデータ活用に向けた

相談・連携を行い、支援を仰ぐ。 

効
果
検
証 

▶ 取組の効率的な効果検証の方法が分からない。 

▶ 暑熱対策は普及啓発が多くなるが、その施策の実施

に対する評価が難しい（熱中症搬送者数が減少して

も普及啓発の効果で減少したのか言い切れない。） 

▶ 先進事例の進捗点検を参考にする。 

▶ 対策実行者へのアンケートやヒアリングの実施、熱中症搬送者

数等の変化を計測する。 

▶ 普及啓発は効果検証が課題であり、継続が難しいこともある

が、まずは基礎的なデータ収集と分析手法の確立、継続する仕

組みの共有が必要である。 
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第 ❹ 章 適 応 策 の 実 装 に 向 け て

様 々 な ス テ ー ク ホ ル ダ ー と の 連 携

これまでに見てきたとおり、適応アクションを施策化して適応策とすることは、自治体の環境部局の担当者

のみでは難しい部分もあります。適応策の実装に向けた実施推進体制の一例として、以下のような連携、体

制が考えられます。「環境部局」は都県、区市町村間相互での情報共有、連携も必要です（図 4.4）。 

図 4.4 地域における実施推進体制のイメージ 

ロ ー ド マ ッ プ イ メ ー ジ

自治体が地域で主体的にアクションプランを策定し、適応策を実装する場合のロードマップを短期的（概ね 3

年程度：図 4.5）、中期的（図 4.5 のフローを踏まえ概ね 5～10 年程度：図 4.6）と時間スケールごとにそれ

ぞれ考えました。必要に応じて見直しを行いながら、計画的に適応策を実装していくことがポイントです。 

図 4.5 短期的に高齢者をターゲットとした熱中症の適応策を実装する場合のロードマップ案 

支 援

国 の 体 制

環 境 省
（関東地方環境事務所）

他 省 庁
(地方支分部局)

▶ 総務省消防庁 ▶ 農林水産省
▶ 文部科学省 ▶ 国土交通省
▶ 厚生労働省 ▶ 気象庁 など

連携

自 治 体 お よ び 関 連 組 織 の 体 制

庁内連携

環 境 部 局
（自治体庁内窓口）

連携 保健福祉部局

関 係 部 局

▶ 教育委員会 ▶ 消防局
▶ 地域振興局 ▶ 交通局
▶ 都市整備局 ▶ 建設局
▶ 上下水道局 など

各現場監督者
（各施設管理者）

連携

支

援

各関係機関との連携

適応センターの体制

国 立 環 境 研 究 所
気候変動適応センター

自治体の地域
気候変動適応センター

連携

▶ 大学 ▶ 研究機関
▶ NPO ▶ 民間団体 など

▶ 教職員、保育士
▶ 建設現場の監督責任者
▶ イベント管理者
▶ 福祉事務所、福祉協議会 など

支

援

関係部署と協議して対応（振り返りの実施、今後の計画見直し・継続等の検討）

項 目 ４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

適応アクションの検討

アクションプランの策定 アクションプランの取りまとめ

庁内の既存暑熱対策の整理

暑熱影響の整理（現在、将来）

アクションプランの枠組み作成 庁内承認

広域アクションプランで提示する適応アクション
を参考に追加的な対策の検討等

情報共有
キックオフ

項 目 ４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

高齢者向け
適応アクションの実施

適 応 ア ク シ ョ ン の 実 施
事前準備・
庁内確認

実施内容の振り返り・効果検証
対策の追加や改善の検討

庁内共有・
取組承認

1年目

2年目

3年目

適応アクションの実施 アクション例① 熱中症リスクの可視化による啓発（保健福祉課・環境課など） コストは数百万円程度
アクション例② 地域の特性・状況に応じた普及啓発の実施（保健福祉課・環境課）コストは数百万円程度

（事例についての詳細は第3章を参照）
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図 4.6 中期的に優先的ターゲットの適応策を実装する場合のロードマップ案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３１ 環境省「地域気候変動適応計画策定マニュアル －手順編－」 

（https://www.env.go.jp/earth/tekiou.html） 

                              

実 施 内 容
現 在

取 組 時 期

数 年 10 年 程 度

❶
気候変動影響・適応策に関する情報整理
適応アクションの検討

必要に応じて適宜更新

❷
優先的ターゲットの適応アクション実装
（普及啓発から始める地域適応の創出）

先進的な事例で実施

❸
効果計測および課題抽出と改善
PDCAサイクルで適応レベル向上

先 進 的 な 事 例 で 実 施
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参考 先 進 的 ・ 特 徴 的な 取組 例

参考資料として、各ターゲットにおける先進的・特徴的な適応アクションの事例をまとめました。地域にお

いて適応アクションを検討する際、参考とすることができます。 

各 取 組 の 特 徴 の 整 理

「地域適応コンソーシアム事業」１９の成果より得られた知見に基づき、各取組の特徴を整理しています。 

実現可能性の評価は表 5.1 に、効果の評価基準は表 5.2 にそれぞれ整理している通りです。 

表 5.1 実現可能性の評価基準 

人的側面 物的側面 コスト面
情報面

（知見/経験/データ等） 

◎  
自団体・一個人のみで実施

が可能 
物資設備は不要 追加費用は不要 実施事例あり 

○  － 
既存の技術に基づく物資設

備で対応可能 
－ － 

△  
他団体・他個人との協同が

必要 
新たな技術の開発が必要 追加費用が必要 実施事例なし 

N/A － － 追加費用は不明 － 

表 5.2 効果の評価基準 

評価 評価基準 

効果発現

までの時間

短期 対策実施の直後に効果を発現する。 

長期 長期的な対策であり、対策実施から効果の発現までに時間を要する。 

N/A 評価が困難である。 

期待される

効果の程度

（有効性）

高 他の適応オプションに比較し、期待される効果が高い。 

中 他の適応オプションに比較し、期待される効果が中程度である。 

低 他の適応オプションに比較し、期待される効果が低い。 

（「期待される効果の程度（有効性）」は、対象分野において考えられる適応オプション間での比較による相対評価である点に留意） 

次のページより、適応アクションの具体的な実施事例を、ターゲットごとに評価と合わせてまとめていま

す。 
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○

△
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短
期

中

群
馬
県
大
泉
町

健
康

福
祉
部

高
齢
介
護
課

R2
年

度
～

70
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
、
70
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯
に
冷
房
器
具
購

入
・
設
置
費
用
の
2分

の
1、

上
限
4万

円
ま
で
を
補
助
す
る
。
補
助
金
は
、
大
泉
ス
タ
ン
プ

加
盟
店
共
通
商
品
券
で
交
付
す
る
。
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短
期

中

東
京
都
小
金
井
市

介
護
福
祉
課

高
齢
福
祉

係

R2
年

度

故
障
中
の
物
を
含
む
エ
ア
コ
ン
の
無
い
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯
（
生
活
保
護
受

給
者
を
除
く
）
に
1世

帯
1回

ま
で
、
上
限
5万

円
で
冷
房
機
器
の
購
入
・
設
置
費
用
を
助
成

す
る
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
ci
ty
.k
og
an
ei
.l
g.
jp
/s
hi
se
i/
46
1/
53
0/
ko
ho
ko
ty
o/
r2
/2

02
00
70
1.
fi
le
s/
20
20
07
01
_0
10
.p
df

●
●

△
○

△
◎

短
期

中

兵
庫
県
香
美
町

福
祉

課
R2
年

度
後
期
高
齢
者
世
帯
、
重
度
障
害
者
の
方
が
お
ら
れ
る
世
帯
に
エ
ア
コ
ン
設
置
費
用
上
限
10

万
円
で
実
費
を
補
助
す
る
。
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短
期

中

茨
城
県
境
町

防
災
安

全
課

R2
年

度
故
障
中
の
物
を
含
む
エ
ア
コ
ン
の
な
い
70
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯
を
対
象
に
エ
ア

コ
ン
購
入
・
設
置
費
を
5万

円
ま
で
助
成
す
る
。
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△
◎

短
期

中

鳥
取
県
境
港
市

健
康

推
進
課

R2
年

度
～

居
宅
に
エ
ア
コ
ン
が
無
く
、
自
治
体
の
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
世
帯
に
、
エ
ア
コ
ン
の

購
入
費
及
び
設
置
費
を
対
象
経
費
の
2分

の
1（

上
限
5万

円
）
を
補
助
す
る
。
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短
期

中

東
京
都
狛
江
市

福
祉

保
健
部

高
齢
障
が
い

課
高
齢
者
支
援
係

R2
年

度

65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
、
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
、

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯
、
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
世
帯
の
い
ず
れ

か
に
エ
ア
コ
ン
の
購
入
・
設
置
費
用
を
上
限
5万

円
ま
で
助
成
す
る
。
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短
期

中

福
島
県
相
馬
市

健
康

福
祉
課

H3
0

年
度

～

65
歳
以
上
の
高
齢
者
が
い
る
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
居
住
す
る
住
宅
に
冷
房
器
具

（
ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
）
が
未
設
置
か
つ
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
世
帯
に
、
エ
ア
コ
ン
本

体
の
費
用
お
よ
び
設
置
費
用

70
％
（
上
限
35
,0
00
円
）
を
補
助
す
る
。
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短
期

中

エ
ア
コ
ン
の
リ
ー

ス
・
レ
ン
タ
ル
・
サ

ブ
ス
ク

環
境
省

大
臣
官
房
環

境
保
健
部

環
境
安
全

課

R4
年

度

「
サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
を
活
用
し
た
エ
ア
コ
ン
普
及
促
進
モ
デ
ル
事
業
」
と
し
て
、
家

庭
用
エ
ア
コ
ン
及
び
災
害
時
の
避
難
所
と
し
て
活
用
さ
れ
る
体
育
館
等
の
公
共
施
設
等
に

お
け
る
業
務
用
エ
ア
コ
ン
を
対
象
に
、
地
方
公
共
団
体
及
び
民
間
事
業
者
等
が
連
携
し
て

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
ビ
ジ
ネ
ス
を
試
行
し
、
当
該
ビ
ジ
ネ
ス
の
経
済
性
や
効
果
の
検
証

を
行
う
と
と
も
に
、
よ
り
効
果
的
な
熱
中
症
予
防
方
策
の
検
討
に
資
す
る
デ
ー
タ
を
収
集

す
る
。
※
家
庭
用
エ
ア
コ
ン
の
実
施
地
域
は
、
鹿
沼
市
、
熊
谷
市
、
戸
田
市
、
多
久
市
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短
期

中

電
気
代
の
補
助

大
阪
府
松
原
市

高
齢

介
護
課

高
齢
支
援
係

R2
, 

R4
年

度

高
齢
者
は
「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
理
由
で
エ
ア
コ
ン
の
使
用
を
控
え
る
傾
向
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
電
気
代
分
の
家
計
を
支
援
す
る
全
国
初
の
取
組
と
し
て
、
65
歳
以
上
の
高
齢

者
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
に
、
1万

円
を
支
援
金
と
し
て
給
付
す
る
。
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△
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短
期

中

九
州
電
力
( 株

)
H3
0

～
R2

年
度

75
歳
以
上
の
高
齢
者
が
い
る
世
帯
で
該
当
プ
ラ
ン
を
契
約
し
た
顧
客
の
20
20
年
9月

の
電
気

料
金
か
ら
15
00
円
を
割
引
く
（
酷
暑
期
の
冷
房
や
扇
風
機
の
上
手
な
活
用
で
使
用
し
た
電

気
料
金
の
一
部
を
ま
と
め
て
割
引
）
。
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△
◎

短
期

中

エ
ア
コ
ン
の
遠
隔
操

作
の
実
証
実
験

神
奈
川
県
横
浜
市

経
済
局

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
都
市
推
進
部

産
業

連
携
推
進
課

R3
年

度

横
浜
市
内
の
集
合
住
宅
に
て
、
最
適
な
エ
ア
コ
ン
制
御
に
向
け
た
実
証
を
開
始
し
た
。
エ

ア
コ
ン
の
コ
ン
セ
ン
ト
に
設
置
し
た

Io
Tタ

ッ
プ
及
び
温
湿
度
計
測
機
器
に
よ
り
、
エ
ア

コ
ン
の
電
力
使
用
状
況
及
び
居
室
内
・
エ
ア
コ
ン
室
外
機
周
辺
の
温
湿
度
を
取
得
。
取
得

し
た
デ
ー
タ
と
気
象
予
報
デ
ー
タ
を
用
い
て
遠
隔
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
居
設
置
エ

ア
コ
ン
の
省
エ
ネ
運
転
効
率
を
向
上
さ
せ
、
節
電
効
果
や
住
戸
に
お
け
る
熱
中
症
予
防
等

の
快
適
性
向
上
、
さ
ら
に
は
高
齢
者
の
見
守
り
な
ど
を
目
指
す
。
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長
期

高

1-71



タ
ー

ゲ
ッ
ト

適
応
ア
ク

シ
ョ
ン
の

テ
ー
マ

適
応
ア
ク
シ
ョ
ン

取
組
概
要

取
組
内
容

想
定
実
施
主
体

実
現
可
能
性

効
果

実
施
者

実
施

時
期

取
組
詳
細

UR
L、

根
拠
情
報
な
ど

行
政

事
業 者

個
人

人
的

側
面

物
的

側
面

コ
ス

ト
面

情
報 面

発
現

時
間

期
待

効
果

１ 高 齢 者 等

1
-2

夜
間

に
生

じ
る

熱
中

症
被

害
を

防
ぐ

室
温
の

管
理

Io
Tセ

ン
サ
ー
に
よ

る
暑
熱
環
境
の
把
握

及
び
デ
ー
タ
を
活
用

し
た
熱
中
症
対
策

熊
本
県
長
洲
町

(株
)L
IX
IL

R4
～

5年 度

(株
)L
IX
IL
と
包
括
連
携
協
定
を
結
び
、
ス
マ
ー
ト
ホ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
（
Io
T）

に
よ
っ
て

自
動
的
に
室
温
や
空
気
質
の
管
理
を
す
る
こ
と
で
、
熱
中
症
対
策
・
健
康
管
理
等
を
行
う

実
証
実
験
を
実
施
（
「
次
世
代
住
宅
（
ス
マ
ー
ト
ホ
ー
ム
）
体
験
ブ
ー
ス
」
を
設
置
）
。
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△
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長
期

高

1
-3

地
域

や
個

人
の

特
性

に
応

じ
た

ピ
ン

ポ
イ

ン
ト

支
援

熱
中
症

予
防
に
関

す
る
啓

発
、
指
導
、

教
育
支

援
等

簡
易
な
熱
中
症
指
標

計
・
温
度
計
等
の
配

布

東
京
都
世
田
谷
区

世
田
谷
保
健
所

健
康
企

画
課

H2
6

年
度

～

民
生
委
員
や
あ
ん
し
ん
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
、
区
職
員
等
の
高
齢
者
宅
へ
の
訪
問
活
動
を

行
う
際
、
液
晶
温
度
計
の
つ
い
た
「
熱
中
症
予
防
シ
ー
ト
」
を
配
付
し
、
夏
の
気
温
上
昇

に
対
し
て
の
注
意
喚
起
を
行
っ
た
。

※
令
和
２
年
度
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
よ
り
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◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

一
人
暮
ら
し
高
齢
者

の
見
守
り
サ
ー
ビ
ス

兵
庫
県
た
つ
の
市

健
康
福
祉
部

高
年
福
祉

課 (株
)チ

カ
ク

セ
コ
ム
(株

)

R3
年

度

(株
)チ

カ
ク
と
セ
コ
ム
(株

)が
共
同
開
発
し
た
高
齢
者
の
見
守
り
サ
ー
ビ
ス
「
ま
ご
チ
ャ

ン
ネ
ル

wi
th
 S
EC
OM
」
を
活
用
し
、
家
族
及
び
自
治
体
の
呼
び
か
け
に
よ
り
、
高
齢
者
の

外
出
促
進
及
び
熱
中
症
対
策
の
効
果
を
検
証
す
る
実
証
実
験
を
開
始
。
全
国
初
の
取
組
と

な
る
。
な
お
、
高
齢
者
の
他
、
情
報
を
発
信
す
る
家
族
の
熱
中
症
に
対
す
る
意
識
の
高
ま

り
に
つ
い
て
も
検
証
す
る
。
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N/
A

◎
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A

低

対
象
者
に
合
わ
せ
た

多
様
な
情
報
伝
達
手

段
に
よ
る
熱
中
症
警

戒
ア
ラ
ー
ト
の
周
知

埼
玉
県
熊
谷
市

健
康

づ
く
り
課

R2
年

度
～

対
象
者
に
あ
わ
せ
、
声
か
け
、
一
斉
メ
ー
ル
、
個
別
電
話
連
絡
、
防
災
行
政
無
線
、
ケ
ー

ブ
ル
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
な
ど
で
熱
中
症
警
戒
ア
ラ
ー
ト
の
発
表
を
周
知
す
る
。
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N/
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◎
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低

「
熱
中
症
お
た
す
け

隊
」
に
よ
る
出
前
講

座

埼
玉
県
行
田
市

健
康

づ
く
り
課
(保

健
セ
ン

タ
ー
内
)

H2
7

年
度

～

平
成
27
年
度
よ
り
「
熱
中
症
お
た
す
け
隊
」
を
結
成
し
、
市
民
へ
熱
中
症
予
防
に
関
す
る

知
識
を
啓
発
す
る
た
め
の
出
前
講
座
を
実
施
。
お
助
け
隊
は
、
市
民
け
ん
こ
う
大
学
の
修

了
者
か
ら
、
希
望
者
を
募
集
。
出
前
講
座
は
、
高
齢
者
サ
ロ
ン
、
保
健
協
力
員
、
保
育
園
、

学
童
保
育
室
、
中
学
校
保
健
委
員
を
対
象
と
し
て
い
る
。

ht
tp
s:
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s:
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5

●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

熱
中
症
予
防
ハ
ガ
キ

の
配
送
・
呼
び
か
け

（
地
域
企
業
・
郵
便

局
・
消
防
局
と
の
連

携
）

神
奈
川
県
横
浜
市

消
防
局

救
急
部

救
急

課 日
本
郵
便
(株

)

H2
8

～
R3

年
度

郵
便
は
が
き
を
活
用
し
た
「
は
が
き
タ
ウ
ン
」
に
熱
中
症
予
防
の
お
知
ら
せ
を
掲
載
し
、

市
民
に
配
達
。
は
が
き
の
表
面
に
は
「
20
21
年
度
・
熱
中
症
予
防
協
賛
型
は
が
き
タ
ウ

ン
」
の
企
画
に
賛
同
し
た
企
業
の
広
告
が
掲
載
さ
れ
る
。

ht
tp
s:
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

訪
問
や
巡
視
、
広
報

車
・
救
急
車
等
の
直

接
的
な
呼
び
か
け

群
馬
県
館
林
市

健
康

推
進
課

館
林
地
区
消
防
組
合

H3
0

年
度

～

熱
中
症
予
防
広
報
車
で
市
内
を
巡
回
し
、
予
防
ア
ナ
ウ
ン
ス
を
流
し
な
が
ら
、
熱
中
症
予

防
の
呼
び
か
け
を
実
施
し
て
い
る
。

※
令
和

２
年
度
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
よ
り

ht
tp
s:
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w.
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.t
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p/
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

愛
知
県
知
多
市

消
防

本
部

H2
8

年
度

救
急
出
動
時
の
帰
路
に
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
総
務
省
消
防
庁
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
に
あ
る
、
熱
中
症
の
予
防
広
報
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
再
生
し
、
救
急
車
の
マ

イ
ク
で
ひ
ろ
い
住
民
に
対
し
て
広
報
を
行
う
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
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ma
.g
o.
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/s
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_k
en
to
/k
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to
/i
te
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/k
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19
3_
12
_s

an
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u1
.p
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

熱
中
症
予
防
に
関
す

る
啓
発
、
指
導
、
教

育
支
援
等

宮
城
県

長
寿
社
会
政

策
課

地
域
包
括
ケ
ア

推
進
班

H2
7

年
度

認
知
症
の
人
や
家
族
、
地
域
住
民
、
専
門
職
等
が
自
由
に
集
い
、
認
知
症
の
症
状
の
悪
化

予
防
、
家
族
の
介
護
負
担
の
軽
減
等
を
は
か
っ
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
集
会
所
「
認

知
症
カ
フ
ェ
」
の
設
置
促
進
・
普
及
啓
発
を
目
的
と
し
た
事
業
の
一
環
で
、
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
主
任
に
よ
る
熱
中
症
に
関
す
る
講
話
を
実
施
し
た
。
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s:
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ef
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/d
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s:
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.m
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-

in
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x.
ht
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

大
阪
府
吹
田
市

環
境

政
策
室

R4
年

度

熱
中
症
リ
ス
ク
を
自
分
事
化
し
、
リ
ス
ク
低
減
の
行
動
を
促
す
た
め
、
温
度
計
を
活
用
し

た
行
動
促
進
と
、
関
係
団
体
に
よ
る
声
掛
け
の
実
証
実
験
を
実
施
す
る
。

こ
れ
ま
で
に
構
築
し
た
「
高
齢
者
」
「
教
育
機
関
」
「
運
動
施
設
」
の
関
係
主
体
に
よ
る

3
つ
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
引
き
続
き
熱
中
症
対
策
を
推
進
し
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
づ

く
り
の
ポ
イ
ン
ト
を
市
の
経
験
を
元
に
と
り
ま
と
め
る
。

ht
tp
s:
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ww
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v.
go
.j
p/
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s/
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08
44
.h
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ht
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//
ww
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v.
go
.j
p/
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nt
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t/
90
05
02
20
6.
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f

●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

エ
リ
ア
の
熱
中
症
危

険
度
の
可
視
化

市
内
の
気
温
調
査
と
熱
中
症
搬
送
者
デ
ー
タ
か
ら
、
熱
中
症
リ
ス
ク
の
高
い
場
所
・
時
間

帯
を
把
握
し
、
WB
GT
別
人
口
10
万
人
あ
た
り
の
熱
中
症
救
急
搬
送
者
数
を
評
価
す
る
。

●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

の
啓
発

群
馬
県
上
野
村

R3
年

度

保
水
能
力
の
向
上
を
目
的
と
し
た
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
啓
発
し
、
老
化
に
よ
る
筋
力
減

少
に
起
因
す
る
熱
中
症
リ
ス
ク
の
増
大
を
抑
え
る
。
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●
●

◎
○

△
◎

長
期

高

熱
中
症
警
戒
ア
ラ
ー

ト
・
暑
さ
対
策
の
必

要
性
の
理
解
促
進

方
言
を
使
用
し
た
広
報
活
動
、
挿
絵
や
図
を
多
用
し
た
チ
ラ
シ
等
の
配
布
な
ど
に
よ
り
、

熱
中
症
警
戒
ア
ラ
ー
ト
や
暑
さ
対
策
の
必
要
性
に
関
す
る
高
齢
者
の
理
解
を
図
る
。

●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

中

特
に
高
リ
ス
ク
な
高

齢
者
に
向
け
た
ピ
ン

ポ
イ
ン
ト
支
援
の
実

施

人
的
要
因
と
環
境
要
因
の
観
点
か
ら
、
高
齢
者
各
個
人
の
熱
中
症
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
各

専
門
家
の
監
修
の
も
と
で
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
を
行
う
。
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
の
結

果
を
踏
ま
え
、
加
齢
に
伴
う
認
知
機
能
の
低
下
や
聴
覚
障
害
、
視
覚
障
害
、
運
動
障
害
等

の
人
的
要
因
に
よ
り
、
上
記
取
組
の
効
果
が
乏
し
く
情
報
を
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
な
者
、

独
力
で
は
体
調
を
管
理
で
き
な
い
者
に
向
け
、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
支
援
（
電
話
で
の
声
掛
け
、

訪
問
に
よ
る
確
認
、
ク
ー
ル
ス
ポ
ッ
ト
へ
の
誘
導
な
ど
）
を
行
う
こ
と
で
、
熱
中
症
警
戒

ア
ラ
ー
ト
発
表
時
に
命
を
守
る
。

●
●

◎
○

N/
A

◎
短
期

高

自
宅
で
で
き
る
体
操

の
紹
介
に
よ
る
暑
熱

順
化
の
普
及
啓
発

兵
庫
県
神
戸
市

福
祉

局
介
護
保
険
課

(株
)サ

ン
テ
レ
ビ

R4
年

度

フ
レ
イ
ル
予
防
の
た
め
に
、
高
齢
者
向
け
に
自
宅
で
で
き
る
体
操
「
元
気
！
い
き
い

き
！
！
体
操
」
を
、
サ
ン
テ
レ
ビ
で
毎
朝
放
送
し
、
紹
介
し
て
い
る
。
熱
中
症
予
防
に
も

資
す
る
取
組
に
な
っ
て
い
る
。
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

簡
易
な
熱
中
症
指
標

計
・
温
度
計
等
の
配

布

福
岡
県
福
岡
市

環
境

局
環
境
保
全
課

R1
～

2年 度

社
会
福
祉
協
議
会
の
高
齢
者
の
見
守
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
連
携
。
見
守
り
対
象
の
約
4万

世
帯
に
、
「
室
温
は
28
℃
以
下
に
」
な
ど
と
注
意
点
を
書
い
た
「
温
度
計
付
き
の
予
防
カ
ー

ド
」
を
配
布
。
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

1-72



タ
ー

ゲ
ッ
ト

適
応
ア
ク

シ
ョ
ン
の

テ
ー
マ

適
応
ア
ク
シ
ョ
ン

取
組
概
要

取
組
内
容

想
定
実
施
主
体

実
現
可
能
性

効
果

実
施
者

実
施

時
期

取
組
詳
細

UR
L、

根
拠
情
報
な
ど

行
政

事
業 者

個
人

人
的

側
面

物
的

側
面

コ
ス

ト
面

情
報 面

発
現

時
間

期
待

効
果

１ 高 齢 者 等

1
-3

地
域

や
個

人
の

特
性

に
応

じ
た

ピ
ン

ポ
イ

ン
ト

支
援

熱
中
症

関
連
製
品

の
普
及

促
進

簡
易
な
熱
中
症
指
標

計
・
温
度
計
等
の
配

布

東
京
都
練
馬
区

高
齢

施
策
担
当
部

高
齢
者

支
援
課

管
理
係

H2
6

年
度

75
歳
以
上
に
な
る
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
を
対
象
に
、
気
温
と
湿
度
か
ら
熱
中
症
指
標
値
を

測
定
し
、
危
険
性
を
段
階
的
に
ラ
イ
ト
と
ブ
ザ
ー
で
知
ら
せ
る
「
熱
中
症
指
標
計
」
を
希

望
者
に
配
布
す
る
（
20
14
年
、
2万

個
用
意
）
。
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

長
野
県
千
曲
市

高
齢

福
祉
課

H2
8

年
度

～

民
生
児
童
委
員
が
整
備
す
る
「
千
曲
市
要
援
護
高
齢
者
台
帳
」
に
登
録
さ
れ
て
い
る
独
り

暮
ら
し
高
齢
者
を
対
象
に
、
10
分
毎
に
自
動
で
気
温
や
湿
度
を
測
定
し
、
5段

階
で
危
険
度

を
表
示
（
ラ
ン
プ
、
ブ
ザ
ー
）
す
る
「
熱
中
症
計
」
を
配
布
す
る
。
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

熱
中
症
予
防
に
関

す
る
協
力
要
請
及

び
連
携
の
促
進

ガ
ス
警
報
器
を
活
用

し
た
熱
中
症
リ
ス
ク

の
周
知
（
民
間
企
業

と
の
連
携
）

静
岡
県
静
岡
市

静
岡
ガ
ス
リ
ビ
ン
グ

(株
)

R1
年

度

暑
さ
指
数
が
危
険
レ
ベ
ル
に
な
る
と
、
熱
中
症
リ
ス
ク
を
音
声
で
知
ら
せ
る
ガ
ス
警
報
器

を
高
齢
者
宅
に
設
置
す
る
。
環
境
省
の
熱
中
症
予
防
対
策
ガ
イ
ダ
ン
ス
策
定
事
業
で
採
択

さ
れ
た
、
静
岡
ガ
ス
リ
ビ
ン
グ
と
連
携
し
た
高
齢
者
宅
へ
の
熱
中
症
対
策
推
進
事
業
で
あ

る
。
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●
◎

○
N/
A

◎
N/
A

低

緑
陰
・
日
除
け
・

再
帰
反
射
窓
面
の

設
置

グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン

山
梨
県

環
境
・
エ
ネ

ル
ギ
ー
部

環
境
・
エ

ネ
ル
ギ
ー
政
策
課

H2
9

年
度

～

県
の
特
産
品
で
あ
る
「
ぶ
ど
う
」
を
利
用
し
た
カ
ー
テ
ン
作
り
の
取
り
組
み
を
推
進
す
る

た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
、
苗
の
配
布
を
行
っ
て
い
る
。
（
※
R2
年
度
ま
で
の
実
施
）

ま
た
、
県
内
の
家
庭
や
事
業
所
等
か
ら
、
緑
の
カ
ー
テ
ン
の
取
組
情
報
（
写
真
や
体
験

談
）
を
募
集
し
、
優
れ
た
事
例
に
つ
い
て
「
優
秀
事
例
作
品
」
と
し
て
広
く
紹
介
し
記
念

品
を
贈
呈
し
て
い
る
。
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●
●

△
○

△
◎

短
期

高

住
宅
へ
の
日
除
け
の

設
置

埼
玉
県
熊
谷
市

政
策

調
査
課

東
京
大
学

(株
)L
IX
IL

R1
年

度

東
京
大
学
の
前
真
之
准
教
授
、
建
材
設
備
メ
ー
カ
ー
の
(株

)L
IX
IL
と
共
同
で
、
市
内
の
戸

建
て
住
宅
約
30
世
帯
に
LI
XI
L社

製
の
外
付
け
日
よ
け
「
ス
タ
イ
ル
シ
ェ
ー
ド
」
を
無
償
で

取
り
付
け
、
室
内
環
境
の
変
化
や
居
住
者
の
体
温
や
血
圧
を
計
測
す
る
実
証
実
験
を
実
施

し
て
い
る
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
ci
ty
.k
um
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a.
lg
.j
p/
at
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u/
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ml

ht
tp
s:
//
ww
w.
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l.
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.j
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j/
th
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kh
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t/
co
ol
de
pe
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e/
sa
it
am
a2
01
9/

●
●

△
○

△
◎

短
期

高

健
康
管
理
、
巡
視

非
常
用
端
末
を
利
用

し
た
熱
中
症
リ
ス
ク

の
警
告

茨
城
県
ひ
た
ち
な
か

市
高
齢
福
祉
課

H3
0

年
度

～

市
が
有
料
で
貸
し
出
し
て
い
る
、
緊
急
時
に
ボ
タ
ン
を
押
す
だ
け
で
『
事
業
者
が
運
営
す

る
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
』
に
つ
な
が
る
端
末
機
に
温
度
セ
ン
サ
ー
が
搭
載
さ
れ
て
お
り
、
熱

中
症
の
危
険
が
あ
る
場
合
、
点
滅
し
な
が
ら
音
声
で
警
告
す
る
。

ht
tp
s:
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ww
w.
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ty
.h
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ac
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ka
.l
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jp
/f
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/k
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00
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/1
00
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●
●

◎
◎

◎
◎

長
期

中

「
総
合
見
守
り
シ
ス

テ
ム
」
を
活
用
し
た

熱
中
症
リ
ス
ク
の
警

告

大
阪
府
河
内
長
野
市

地
域
福
祉
高
齢
課

R3
年

度
～

市
が
有
料
で
提
供
す
る
高
齢
者
向
け
サ
ー
ビ
ス
の
1つ

で
、
自
宅
内
に
設
置
し
た
「
総
合
見

守
り
シ
ス
テ
ム
」
の
通
報
装
置
よ
り
、
熱
中
症
の
危
険
が
あ
る
時
に
、
音
声
に
て
お
知
ら

せ
を
す
る
。

ht
tp
s:

//
ww
w.
ci
ty
.k
aw
ac
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ga
no
.l
g.
jp
/s
os
hi
ki
/4
/2
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.h
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●
●

◎
◎

◎
◎

長
期

中

２ 農 作 業 者

2
-1

農
作

業
者

の
暑

熱
環

境
改

善

熱
中
症

予
防
に
関

す
る
啓

発
、
指
導
、

教
育
支

援
等

ア
プ
リ
や
WE
Bツ

ー
ル
等
に
よ
る
普
及
啓

発
方
法
・
経
路
の
工

夫

農
林
水
産
省

生
産
局

技
術
普
及
課

生
産
資

材
対
策
室

R3
年

度
～

農
業
者
と
農
林
水
産
省
を
つ
な
ぐ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
「
MA
FF
ア
プ
リ
」
に
登

録
さ
れ
た
方
の
地
域
に
環
境
省
及
び
気
象
庁
が
運
用
す
る
「
熱
中
症
警
戒
ア
ラ
ー
ト
」
が

発
出
さ
れ
た
場
合
、
当
日
の
朝
7時

頃
に
自
動
で
MA
FF
ア
プ
リ
に
ア
ラ
ー
ト
が
通
知
さ
れ
る

機
能
（
プ
ッ
シ
ュ
通
知
機
能
）
を
追
加
し
た
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
ma
ff
.g
o.
jp
/j
/p
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ss
/s
ei
sa
n/
si
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i/
at
ta
ch
/p
df
/2
10
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6.
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f
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20
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

防
災
無
線
を
活
用
し

た
啓
発

（
普
及
啓
発
方
法
・

経
路
の
工
夫
）

長
野
県
佐
久
穂
町

総
務
課

庶
務
係

R4
年

度
防
災
無
線
で
台
風
警
戒
の
情
報
や
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
等
と
と
も
に
、
熱
中
症
へ
の
注

意
喚
起
（
水
分
を
取
る
、
休
憩
、
体
調
に
つ
い
て
）
も
行
う
。

ht
tp
s:

//
ww
w.
to
wn
.s
ak
uh
o.
na
ga
no
.j
p/
os
hi
ra
se
/k
oh
o/
mu
se
n/
so
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ka

_1
86
3.
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

熱
中
症
予
防
に
関
す

る
啓
発
、
指
導
、
教

育
支
援
等

群
馬
県

中
部
農
業
事

務
所

渋
川
地
区
農
業

指
導
セ
ン
タ
ー

R3
年

度
新
規
就
農
者
を
対
象
に
、
渋
川
広
域
消
防
本
部
の
消
防
士
を
講
師
に
農
業
に
係
る
事
故
の

防
止
や
対
策
等
に
つ
い
て
の
講
演
会
を
行
い
、
熱
中
症
に
関
す
る
注
意
喚
起
等
を
行
っ
た
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
pr
ef
.g
un
ma
.j
p/
07
/j
06
5_
00
10
2.
ht
ml

●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

熱
中
症
予
防
に
関

す
る
協
力
要
請
及

び
連
携
の
促
進

熱
中
症
予
防
の
啓
発

（
農
産
物
直
売
所
と

の
連
携
）

山
梨
県
甲
府
市

R4
年

度

高
温
・
少
雨
に
よ
る
農
作
物
へ
の
影
響
を
軽
減
す
る
た
め
、
市
内
各
地
に
あ
る
農
産
物
直

売
所
を
通
し
て
、
市
内
の
農
家
へ
の
情
報
提
供
・
技
術
対
策
の
指
導
を
行
っ
て
お
り
、
合

わ
せ
て
農
作
業
従
事
者
へ
の
熱
中
症
対
策
に
取
り
組
む
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
ci
ty
.k
of
u.
ya
ma
na
sh
i.
jp
/d
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/s
um
u/
at
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ak

u.
ht
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●
◎

○
N/
A

◎
N/
A

低

熱
中
症
予
防
の
啓
発

（
市
町
村
、
県
農
業

機
械
商
業
協
同
組
合
、

JA
等
と
の
連
携
）

長
野
県

農
政
部

農
村
振
興
課

R3
年

度
～

農
作
業
中
の
熱
中
症
対
策
の
画
像
デ
ー
タ
を
農
業
者
お
よ
び
市
町
村
等
県
関
係
機
関
へ
提

供
し
、
会
議
等
で
の
活
用
を
依
頼
す
る
。
ま
た
、
県
農
業
機
械
商
業
協
同
組
合
、
JA
等
と

連
携
し
、
農
作
業
安
全
事
故
防
止
啓
発
活
動
を
行
う
他
、
市
町
村
等
に
対
し
市
町
村
広
報

誌
や
有
線
放
送
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
で
の
広
報
依
頼
を
行
う
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
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ef
.n
ag
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o.
lg
.j
p/
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so
n/
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pp
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u/
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s/
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ur
3.
pd
f

ht
tp
s:
//
ww
w.
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ef
.n
ag
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o.
lg
.j
p/
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so
n/
ha
pp
yo
u/
do
cu
me
nt
s/
22
04
26

pr
es
s2
.p
df

●
◎

○
N/
A

◎
N/
A

低

熱
中
症
関
連
製
品

の
普
及
促
進

熱
中
症
対
策
用
品
の

購
入
補
助

千
葉
県
山
武
市

農
政

課
R3
年

度
～

自
伐
型
林
業
者
が
安
全
か
つ
効
率
的
な
森
林
整
備
を
進
め
る
た
め
、
労
働
安
全
に
資
す
る

装
備
も
し
く
は
機
械
又
は
高
性
能
な
林
業
機
械
を
購
入
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
制

度
に
て
、
購
入
品
の
対
象
の
１
つ
に
「
熱
中
症
対
策
用
品
（
フ
ァ
ン
付
き
作
業
服
）
」
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
ci
ty
.s
am
mu
.l
g.
jp
/p
ag
e/
pa
ge
00
35
68
.h
tm
l

●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

奈
良
県

担
い
手
・
農

地
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課

R2
年

度
～

高
年
齢
労
働
者
の
た
め
の
職
場
環
境
改
善
に
要
し
た
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
厚
生
労
働

省
の
「
エ
イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
補
助
金
」
が
、
熱
中
症
予
防
の
た
め
の
設
備
設
置
や
、
空

調
服
、
講
習
会
の
費
用
な
ど
も
対
象
に
な
る
こ
と
を
、
農
業
従
事
者
に
告
知
す
る
。

ht
tp
s:
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ww
w.
pr
ef
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/i
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23
23
10
.h
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ht
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s:
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ww
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/n
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40
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

農
林
水
産
業
に
お
け

る
熱
中
症
対
策
に
貢

献
す
る
資
材
情
報
を

募
集

農
林
水
産
省

大
臣
官

房
政
策
課

企
画
・
技

術
グ
ル
ー
プ

R3
年

度

農
林
水
産
業
の
現
場
に
お
い
て
活
用
可
能
な
熱
中
症
対
策
資
材
に
関
す
る
情
報
を
民
間
事

業
者
等
か
ら
広
く
募
集
し
、
熱
中
症
対
策
資
材
に
関
す
る
カ
タ
ロ
グ
や
普
及
啓
発
資
料
を

作
成
、
公
表
資
料
と
し
て
活
用
す
る
。

ht
tp
s:
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ww
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ma
ff
.g
o.
jp
/j
/p
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11
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ht
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

作
業
環
境
の
整
備

ス
マ
ー
ト
農
業
の
実

証
実
験

兵
庫
県

丹
波
県
民
局

(株
)オ

プ
テ
ィ
ム

R1
～

7年 度

(株
)オ

プ
テ
ィ
ム
と
連
携
し
、
ド
ロ
ー
ン
、
圃
場
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
機
器
（
セ
ン

サ
ー
）
及
び
GI
Sを

利
用
し
た
ク
ラ
ウ
ド
型
営
農
管
理
ソ
フ
ト
等
の
導
入
に
よ
る
栽
培
管
理

の
省
労
力
・
効
率
化
等
に
向
け
た
モ
デ
ル
経
営
体
の
育
成
を
支
援
す
る
。

ht
tp
s:
//
ww
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e/
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gr
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d/
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●
◎

○
△

◎
長
期

高

新
潟
県

農
産
園
芸
課

R2
～

3年 度

農
林
水
産
省
の
「
ス
マ
ー
ト
農
業
実
証
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
活
用
し
な
が
ら
、
津
南
町
お

よ
び
佐
渡
市
で
園
芸
関
係
の
実
証
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

ht
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s:
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ww
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ef
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●
◎

○
△

◎
長
期

高

ス
マ
ー
ト
農
業
機
器

の
購
入
補
助

静
岡
県
浜
松
市

産
業

部
農
業
水
産
課

R2
年

度
～

浜
松
市
の
認
定
農
業
者
を
対
象
に
、
ス
マ
ー
ト
農
業
機
器
を
購
入
の
際
に
補
助
金
を
支
給

す
る
。
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s:

//
ww
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●
◎

○
△

◎
長
期

高

1-73



タ
ー

ゲ
ッ
ト

適
応
ア
ク

シ
ョ
ン
の

テ
ー
マ

適
応
ア
ク
シ
ョ
ン

取
組
概
要

取
組
内
容

想
定
実
施
主
体

実
現
可
能
性

効
果

実
施
者

実
施

時
期

取
組
詳
細

UR
L、

根
拠
情
報
な
ど

行
政

事
業 者

個
人

人
的

側
面

物
的

側
面

コ
ス

ト
面

情
報 面

発
現

時
間

期
待

効
果

２ 農 作 業 者

2
-1

農
作

業
者

の
暑

熱
環

境
改

善

作
業
環

境
の
整
備

ラ
ジ
コ
ン
草
刈
り
機

の
レ
ン
タ
ル

岡
山
県
笠
岡
市

農
政

水
産
課

R3
年

度
～

耕
作
放
棄
地
の
解
消
や
た
め
池
等
の
農
業
に
係
る
地
域
資
源
等
の
保
全
管
理
を
図
る
た
め

に
、
ラ
ジ
コ
ン
式
草
刈
り
機
を
貸
し
出
す
。
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tp
s:
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ww
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so
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●
◎

○
△

◎
長
期

高

屋
内
農
園
の
設
営

(株
)ス

タ
ー
ト
ラ
イ

ン

H2
9

年
度

～

障
が
い
者
の
仕
事
の
選
択
肢
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
天
候
の
影
響
を
受
け
な
い
安
全
な
屋
内

農
園
で
の
障
が
い
者
雇
用
支
援
サ
ー
ビ
ス
「
IB
UK
I」

を
開
設
し
、
熱
中
症
の
心
配
も
な
い

快
適
な
環
境
で
農
作
業
に
取
り
組
め
る
よ
う
に
し
た
。
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tp
s:
//
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tp
s:
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ar
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●
◎

○
△

◎
長
期

高

作
業
計
画
・
職
場

環
境
等
の
検
討

暑
さ
ピ
ー
ク
の
時
間

帯
の
出
勤
停
止

(株
)ア

グ
リ
メ
デ
ィ

ア
H3
0

年
度

運
営
す
る
サ
ポ
ー
ト
付
き
市
民
農
園
「
シ
ェ
ア
畑
」
で
、
利
用
者
と
農
園
に
勤
務
す
る
ス

タ
ッ
フ
の
安
全
を
考
慮
し
、
暑
さ
の
ピ
ー
ク
と
な
る
11
：
00
～
16
：
00
は
来
園
を
控
え
る

よ
う
告
知
し
、
ス
タ
ッ
フ
も
出
勤
し
な
い
よ
う
、
調
節
す
る
。

ht
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s:
//
ag
ri
me
di
a.
jp
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7/

ht
tp
s:
//
ww
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sh
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●
◎

○
△

◎
長
期

中

か
ら
だ
の
冷
却

（
濡
れ
タ
オ
ル

等
）

熱
中
症
対
策
セ
ミ

ナ
ー
と
予
防
グ
ッ
ズ

の
体
験
会
と
共
同
開

発

埼
玉
県
深
谷
市

産
業

ブ
ラ
ン
ド
推
進
室

(株
)リ

ベ
ル
タ

R3
年

度
～

(株
)リ

ベ
ル
タ
が
進
め
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
HE
AT
 R
ES
CU
E 
PR
OJ
EC
T」

に
深
谷
市
が

「
DE
EP
 V
AL
LE
Y」

施
策
の
一
環
と
し
て
参
画
し
、
会
員
農
家
に
向
け
て
ク
ー
リ
ン
グ
ウ
ェ

ア
・
ギ
ア
「
フ
リ
ー
ズ
テ
ッ
ク
」
の
試
着
会
や
共
同
開
発
、
熱
中
症
対
策
セ
ミ
ナ
ー
を
実

施
す
る
官
民
連
携
事
業
。

ht
tp
:/
/w
ww
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ht
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ht
tp
s:
//
pr
ti
me
s.
jp
/m
ai
n/
ht
ml
/r
d/
p/
00
00
00
00
6.
00
00
77
69
7.
ht
ml

●
◎

○
◎

◎
短
期

高

か
ら
だ
の
冷
却
装

置
（
送
風
フ
ァ

ン
・
冷
却
ベ
ン

チ
）
の
設
置
・
使

用

熱
中
症
対
策
用
品
の

購
入
補
助

JA
あ
い
ち
豊
田

R1
年

度
～

農
作
業
労
働
力
軽
減
対
策
事
業
と
し
て
、
フ
ァ
ン
付
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
購
入
者
へ
JA
独
自
の

助
成
を
行
っ
て
い
る
。

ht
tp
s:

//
ww
w.
ja
-a
ic
hi
to
yo
ta
.o
r.
jp
/n
ew
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ap
er
/2
81
18

●
●

△
○

△
◎

短
期

中

健
康
管
理
、
巡
視

ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
セ
ン

サ
ー
（
Io
T技

術
）

を
用
い
た
対
策

ノ
ウ
フ
ク
・
ラ
ボ

R3
年

度

農
福
連
携
を
応
援
す
る
た
め
の
官
民
に
よ
る
共
同
組
織
で
あ
る
ノ
ウ
フ
ク
・
ラ
ボ
に
て
、

障
害
の
あ
る
人
の
中
に
は
自
身
の
体
調
を
的
確
に
職
員
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
も

多
い
た
め
、
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
端
末
で
体
の
状
態
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
農
作
業
中
の
熱
中

症
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
こ
と
な
ど
を
想
定
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
中
。

ht
tp
s:
//
ag
ri
.m
yn
av
i.
jp
/2
02
2_
03
_2
9_
18
88
08
/#
to
c-
4

ht
tp
s:
//
no
uf
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u.
jp
/

●
●

◎
◎

◎
◎

長
期

中

３ 工 事 現 場 等 作 業 者

3
-1

建
設

作
業

員
の

暑
熱

環
境

改
善

熱
中
症

予
防
に
関

す
る
啓

発
、
指
導
、

教
育
支

援
等

熱
中
症
予
防
対
策
の

注
意
喚
起

愛
知
県

都
市
総
務
課

建
設
業
・
不
動
産
業

室
建
設
業
第
一
グ

ル
ー
プ

R2
年

度
～

「
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
愛
知
県
計
画
」
に
て
、
建
設
工

事
従
事
者
の
高
齢
化
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
高
齢
者
に
配
意
し
た
作
業
方
法

や
熱
中
症
対
策
な
ど
作
業
環
境
の
改
善
を
課
題
と
し
て
記
載
し
て
い
る
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
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ef
.a
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i/
to
sh
i-
so
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/k
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ku
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

訪
問
や
巡
視
、
広
報

車
・
救
急
車
等
の
直

接
的
な
呼
び
か
け
に

よ
る
啓
発

厚
生
労
働
省
愛
知
労

働
局

労
働
基
準
部

健
康
課

R3
年

度
～

職
場
に
お
け
る
熱
中
症
撲
滅
に
向
け
た
集
中
的
な
取
組
と
し
て
、
建
設
工
事
現
場
へ
の
パ

ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
て
い
る
。

ht
tp
s:

//
js
it
e.
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lw
.g
o.
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/a
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-
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/0
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df
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

鳥
取
県

県
土
整
備
部

技
術
企
画
課

R3
年

度
～

県
発
注
工
事
に
お
い
て
、
打
合
せ
や
現
場
パ
ト
ロ
ー
ル
等
の
際
に
現
場
で
従
事
す
る
者
に

熱
中
症
予
防
対
策
に
つ
い
て
指
導
等
す
る
他
、
用
地
境
界
の
立
会
を
行
う
際
や
、
所
属
職

員
が
建
設
工
事
現
場
で
業
務
を
行
う
際
に
、
適
切
な
熱
中
症
予
防
対
策
を
講
じ
ら
れ
る
よ

う
注
意
喚
起
を
行
う
。
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

健
康
経
営
を
す
す
め

る
企
業
の
事
例
集

大
阪
府

健
康
医
療
部

健
康
推
進
室

健
康
づ

く
り
課

H3
1

年
度

従
業
員
の
健
康
づ
く
り
を
経
営
的
な
視
点
で
考
え
、
戦
略
的
に
実
践
す
る
「
健
康
経
営
」

を
行
っ
て
い
る
中
小
企
業
の
実
績
事
例
集
の
な
か
に
、
熱
中
症
対
策
を
実
施
し
て
い
る
企

業
の
記
載
が
あ
る
。

ht
tp
s:

//
ww
w.
pr
ef
.o
sa
ka
.l
g.
jp
/k
en
ko
zu
ku
ri
/k
en
ko
ke
ie
i/

ht
tp
s:

//
ww
w.
pr
ef
.o
sa
ka
.l
g.
jp
/a
tt
ac
h/
33
42
0/
00
00
00
00
/z
ir
ei
na
vi

.p
df

●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

独
自
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
作
成

東
京
都

財
務
局

経
理
部

総
務
課

R2
年

度

国
の
「
建
設
業
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
令
和
2

年
5月

14
日
版
）
」
を
も
と
に
、
「
東
京
都
に
お
け
る
公
共
工
事
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
拡
大
防
止
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
作
成
し
、
熱
中
症
予
防
対
策
の
留
意
事
項
を

記
載
し
て
い
る
。
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ww
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●
●

◎
○

△
◎

短
期

中

熱
中
症
対
策
事
例
集

東
京
都
技
術
会
議

（
事
務
局
：
交
通
局

建
設
工
務
部

保
線
課
）

東
京
都

財
務
局

R4
年

度

「
工
事
災
害
防
止
に
向
け
た
優
良
事
例
集
」
を
作
成
し
、
イ
ン
フ
ラ
各
局
の
工
事
に
お
け

る
熱
中
症
対
策
等
を
紹
介
す
る
。
ま
た
、
財
務
局
で
は
「
都
発
注
工
事
に
お
け
る
熱
中
症

予
防
対
策
の
徹
底
の
依
頼
」
の
通
知
で
、
資
料
と
し
て
添
付
し
、
注
意
喚
起
を
行
う
。
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

熱
中
症
予
防
に
関

す
る
協
力
要
請
及

び
連
携
の
促
進

多
様
な
情
報
伝
達
手

段
に
よ
る
啓
発
・
人

材
育
成
（
製
薬
企
業

と
の
連
携
）

静
岡
県

交
通
基
盤
部

政
策
管
理
局

建
設
政

策
課

大
塚
製
薬
(株

)

R2
年

度
～

包
括
連
携
協
定
を
締
結
し
た
大
塚
製
薬
(株

)と
静
岡
ど
ぼ
く
ら
ぶ
と
連
携
し
、
熱
中
症
対

策
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
養
成
講
座
の
実
施
や
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
啓
発
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
・
掲
⽰

で
、
建
築
産
業
に
お
け
る
熱
中
症
対
策
を
行
う
。
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●
◎

○
N/
A

◎
N/
A

低

作
業
環
境
の
整
備

現
場
環
境
改
善
費
事

例
集

長
野
県

林
務
部

H3
1

年
度

長
野
県
が
発
注
す
る
工
事
な
ど
の
際
、
「
現
場
環
境
改
善
」
と
し
て
熱
中
症
対
策
に
関
す

る
経
費
を
計
上
で
き
、
実
際
に
申
請
が
あ
っ
た
事
例
を
と
り
ま
と
め
て
い
る
。
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●
◎

○
△

◎
長
期

高

熱
中
症
対
策
に
資
す

る
現
場
管
理
費
の
補

正
の
試
行

国
土
交
通
省

農
林
水
産
省

自
治
体

R1
年

度
～

20
19
年
よ
り
国
土
交
通
省
や
農
林
水
産
省
、
自
治
体
な
ど
が
発
注
す
る
工
事
で
試
行
さ
れ

て
お
り
、
工
事
現
場
に
お
け
る
熱
中
症
対
策
に
か
か
る
経
費
に
関
し
て
、
現
場
管
理
費
の

補
正
を
認
め
る
。

ht
tp
s:

//
ww
w.
kt
r.
ml
it
.g
o.
jp
/k
tr
_c
on
te
nt
/c
on
te
nt
/0
00
75
06
55
.p
df

ht
tp
s:

//
ww
w.
ci
ty
.y
ok
oh
am
a.
lg
.j
p/
ci
ty
-

in
fo
/z

ai
se
i/
ko
ky
o/
ka
ik
ak
u/
ne
tc
hu
sh
ot
ai
sa
ku
.h
tm
l

ht
tp
s:

//
ww
w4
.c
it
y.
ka
na
za
wa
.l
g.
jp
/s
os
hi
ki
ka
ra
sa
ga
su
/t
os
hi
ke
ik

ak
uk
a/

gy
om
ua
nn
ai
/g
ik
an
/9
10
6.
ht
ml

●
◎

○
△

◎
長
期

高

就
労
環
境
改
善
の
た

め
の
補
助
金
制
度

大
分
県

土
木
建
築
部

土
木
建
築
企
画
課

H3
0

年
度

～

県
内
建
設
業
者
等
の
就
労
環
境
改
善
や
情
報
発
信
に
関
す
る
取
組
を
支
援
す
る
た
め
に
経

費
の
一
部
を
補
助
す
る
。
就
労
環
境
改
善
の
た
め
の
設
備
等
の
導
入
（
ハ
ー
ド
）
コ
ー
ス

に
、
熱
中
症
対
策
も
含
ま
れ
て
い
る
。

ht
tp
s:
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ww
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●
◎

○
△

◎
長
期

高

市
発
注
の
建
設
工
事

に
お
け
る
熱
中
症
予

防
対
策
費
の
計
上

新
潟
県
十
日
町
市

総
務
部

財
政
課

契
約

検
査
係

R2
年

度
～

市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
を
対
象
に
（
条
件
あ
り
）
、
希
望
者
は
熱
中
症
予
防
対
策
費
を

計
上
し
て
申
請
し
、
実
績
報
告
等
を
提
出
す
る
。
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◎

○
△

◎
長
期

高

1-74



タ
ー

ゲ
ッ
ト

適
応
ア
ク

シ
ョ
ン
の

テ
ー
マ

適
応
ア
ク
シ
ョ
ン

取
組
概
要

取
組
内
容

想
定
実
施
主
体

実
現
可
能
性

効
果

実
施
者

実
施

時
期

取
組
詳
細

UR
L、

根
拠
情
報
な
ど

行
政

事
業 者

個
人

人
的

側
面

物
的

側
面

コ
ス

ト
面

情
報 面

発
現

時
間

期
待

効
果

３ 工 事 現 場 等 作 業 者

3
-1

建
設

作
業

員
の

暑
熱

環
境

改
善

作
業
環

境
の
整
備

ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
セ
ン

サ
ー
（
Io
T技

術
）

を
用
い
た
対
策

沖
縄
県
（
沖
縄
IT
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
戦
略

セ
ン
タ
ー

新
事
業
創

出
セ
ク
シ
ョ
ン
）

沖
縄
セ
ル
ラ
ー
電
話

(株
)

KD
DI
(株

)
倉
敷
紡
績
(株

)

H3
0

年
度

倉
敷
紡
績

(株
)（

ク
ラ
ボ
ウ
）
が
開
発
し
た
Io
Tス

マ
ー
ト
ウ
ェ
ア
「
Sm
ar
tf
it

(ス
マ
ー
ト
フ
ィ
ッ
ト
)」

を
着
用
し
た
建
設
作
業
員
の
バ
イ
タ
ル
デ
ー
タ
と
沖
縄
県
の
気
象

デ
ー
タ
な
ど
を
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
バ
ー
に
蓄
積
し
、
作
業
員
ご
と
の
暑
熱
環
境
下
で
の
作
業

リ
ス
ク
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
評
価
し
た
結
果
を
現
場
管
理
者
お
よ
び
現
場
作
業
員
に
リ
ス

ク
情
報
と
し
て
通
知
し
、
早
期
の
熱
中
症
予
防
に
役
立
て
て
い
く
。
ま
た
、
収
集
し
た

デ
ー
タ
か
ら
沖
縄
県
独
自
の
熱
中
症
解
析
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
を
開
発
す
る
実
証
事
業
を
20
18

年
8月

に
開
始
し
た
。
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●
◎

○
△

◎
長
期

高

体
調
不
良
時
や
異

常
時
の
早
め
の
措

置

(株
)安

藤
・
間

（
安
藤
ハ
ザ
マ
）

R2
年

度
～

作
業
員
が
装
着
し
た
ス
マ
ー
ト
ウ
ォ
ッ
チ
か
ら
バ
イ
タ
ル
デ
ー
タ
を
、
設
置
し
た
セ
ン
サ

か
ら
環
境
デ
ー
タ
を
取
得
し
、
作
業
状
況
を
総
合
的
に
判
断
し
休
憩
や
給
水
の
実
施
を
促

す
通
知
を
ス
マ
ー
ト
ウ
ォ
ッ
チ
へ
送
る
安
全
管
理
シ
ス
テ
ム
を
開
発
。
東
京
電
力
パ
ワ
ー

グ
リ
ッ
ド
(株

)の
発
注
工
事
な
ど
で
運
用
し
て
い
る
。

ht
tp
s:
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ww
w.
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.c
o.
jp
/i
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o/
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20
/2
02
00
82
5.
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p

●
●

◎
◎

◎
◎

短
期

高

水
分
･塩

分
の
摂
取

飲
料
の
無
償
提
供
シ

ス
テ
ム
の
提
案

サ
ン
ト
リ
ー
食
品
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

(株
)

R3
年

度
～

法
人
向
け
に
、
従
業
員
が
自
販
機
の
対
象
部
分
に
専
用
カ
ー
ド
で
タ
ッ
チ
す
る
こ
と
で
、

飲
み
物
を
1本

無
料
で
受
け
取
れ
る
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
。
カ
ー
ド
別
の
利
用
状
況
確
認
が
で

き
る
と
と
も
に
、
冷
え
た
状
態
で
飲
料
の
配
布
が
可
能
。
カ
ー
ド
代
、
飲
料
費
用
は
法
人

負
担
と
な
る
。

ht
tp
s:
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●
●

◎
○

◎
◎

短
期

高

熱
の
放
散
・
外
部

の
熱
の
遮
断

就
労
環
境
改
善
の
た

め
の
補
助
金
制
度

埼
玉
県

環
境
部

温
暖
化
対
策
課

R1
年

度
～

県
内
で
事
業
活
動
を
営
ん
で
い
る
法
人
及
び
個
人
事
業
主
を
対
象
に
、
窓
、
屋
根
(屋

上
)

及
び
外
壁
に
対
す
る
断
熱
、
遮
熱
対
策
に
要
す
る
設
備
事
業
に
対
し
、
補
助
金
を
支
給
し
、

施
工
か
ら
1 年

後
の
効
果
の
検
証
を
行
う
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
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.s
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/a
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ht
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●
●

◎
○

△
◎

長
期

高

４ 屋 内 外 で 運 動 中 の 人

4
-1

運
動

施
設

・
ま

ち
な

か
で

の
複

合
的

な
対

策

熱
中
症

予
防
に
関

す
る
啓

発
、
指
導
、

教
育
支

援
等

ま
ち
な
か
オ
ア
シ
ス

の
設
置

埼
玉
県
熊
谷
市

健
康

づ
く
り
課

H2
3

年
度

～

市
内
公
共
施
設
22
か
所
に
、
外
出
時
に
体
調
を
崩
し
た
際
に
使
用
で
き
る
一
時
的
な
休
息

場
所
と
し
て
「
ま
ち
な
か
オ
ア
シ
ス
」
を
設
置
し
、
市
民
に
周
知
す
る
。

ht
tp
s:
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.k
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.j
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●
●

◎
○

△
◎

N/
A

中

訪
問
や
巡
視
、
広
報

車
・
救
急
車
等
の
直

接
的
な
呼
び
か
け

大
阪
府
豊
中
市

都
市

経
営
部

創
造
改
革
課

大
塚
製
薬
(株

)

R2
年

度

健
康
づ
く
り
に
関
す
る
包
括
連
携
協
定
を
大
塚
製
薬
(株

)と
締
結
し
、
全
国
で
初
、
市
消

防
局
が
所
有
す
る
救
急
車
全
14
台
に
熱
中
症
予
防
啓
発
ス
テ
ッ
カ
ー
を
掲
示
し
た
。
ス

テ
ッ
カ
ー
に
は
、
熱
中
症
予
防
へ
の
注
意
喚
起
と
、
対
策
に
有
効
な
5項

目
を
記
載
す
る
。
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

気
象
情
報
サ
イ
ト
と

の
連
携
に
よ
る
注
意

勧
告
、
暑
熱
回
避

東
京
都
荒
川
区

R4
年

度

あ
ら
か
わ
遊
園
に
て
、
気
象
情
報
サ
イ
ト
と
契
約
し
、
あ
ら
か
わ
遊
園
専
用
の
天
気
予
報

と
し
て
活
用
す
る
。
熱
中
症
の
注
意
・
警
戒
等
が
必
要
な
場
合
に
は
、
園
内
放
送
に
よ
り

30
分
か
ら
1時

間
毎
に
水
分
補
給
を
促
す
な
ど
の
注
意
喚
起
を
行
う
。
ま
た
、
釣
堀
利
用
者

に
対
し
、
麦
わ
ら
帽
子
の
無
料
貸
出
を
行
う
。

ht
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s:
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ww
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

ア
プ
リ
や
WE
Bツ

ー
ル
等
に
よ
る
普
及
啓

発
方
法
・
経
路
の
工

夫

福
岡
県
福
岡
市

環
境

局
環
境
監
理
部

環
境
保
全
課

R3
年

度
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
ア
プ
リ
「
ふ
く
お
か
散
歩
」
で
、
暑
さ
指
数
や
給
水
ス
ポ
ッ
ト
の
確
認
が

で
き
る
よ
う
に
シ
ス
テ
ム
を
改
修
し
、
外
出
中
の
熱
中
症
予
防
の
行
動
を
促
す
。
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

宮
城
県
大
崎
消
防
本

部
R2
年

度
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
等
の
店
内
放
送
を
活
用
し
、
コ
ロ
ナ
対
策
・
熱
中
症
予
防
に
関
す

る
内
容
の
放
送
を
依
頼
し
、
広
報
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
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s:
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◎
○

N/
A

◎
N/
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低

鳥
取
県

令
和
新
時
代

創
造
本
部

広
報
課

H2
5

年
度

県
の
啓
発
用
動
画
に
て
、
吉
本
鳥
取
県
住
み
ま
す
芸
人
に
よ
る
熱
中
症
予
防
の
漫
才
動
画

を
掲
載
す
る
。

ht
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s:
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

沖
縄
県

保
健
医
療
部

地
域
保
健
課

疾
病
対

策
班

H2
9

年
度

地
元
出
身
の
バ
ン
ド
が
作
曲
し
た
熱
中
症
予
防
の
歌
を
、
啓
発
資
材
と
し
て
活
用
す
る
。
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◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

兵
庫
県
神
戸
市

健
康

局
健
康
企
画
課

R3
年

度

無
料
の
給
水
ス
ポ
ッ
ト
を
紹
介
す
る
ア
プ
リ
「
my
mi
zu

（
マ
イ
ミ
ズ
）
」
を
活
用
し
、
水

の
無
料
提
供
に
協
力
す
る
店
舗
・
事
業
所
を
紹
介
す
る
。
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

ワ
ク
チ
ン
集
団
接
種
会
場
等
に
お
い
て
水
（
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
）
や
マ
ス
ク
シ
ー
ル
等
啓
発

グ
ッ
ズ
を
配
布
。
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●
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◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

福
岡
県
北
九
州
市

保
健
福
祉
局

健
康
医
療

部
健
康
推
進
課

R3
年

度
～

市
が
配
布
す
る
健
康
づ
く
り
ア
プ
リ
「
GO
!G
O!
 
あ
る
く
っ
ち
ゃ

Ki
ta
Q」

に
、
熱
中
症
予

測
、
予
防
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
熱
中
症
防
止
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
メ
ニ
ュ
ー
、
給
水
ス
ポ
ッ
ト
、

応
急
手
当
と
い
っ
た
熱
中
症
に
関
す
る
情
報
を
表
示
し
、
自
宅
や
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
、
運
動

中
に
役
立
て
る
。
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●
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◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

熱
中
症
予
防
の
啓
発

（
民
間
企
業
と
の
連

携
）

兵
庫
県
神
戸
市

消
防

局
総
務
部

総
務
課

(株
)共

進
牧
場

R3
年

度

(株
)共

進
牧
場
と
協
力
し
、
熱
中
症
予
防
に
も
効
果
が
期
待
で
き
る
と
言
わ
れ
る
牛
乳
の

パ
ッ
ケ
ー
ジ
広
報
欄
を
利
用
し
た
、
熱
中
症
予
防
広
報
（
全
国
初
の
取
り
組
み
※
当
局
調

べ
）
を
実
施
。
4月

か
ら
販
売
す
る
こ
と
で
、
暑
く
な
る
前
の
熱
中
症
予
防
対
策
と
し
て

「
暑
熱
順
化
」
を
広
報
す
る
。
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●
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◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

コ
ロ
ナ
対
策
×
熱
中

症
対
策
の
実
証
実
験

埼
玉
県

保
健
医
療
部

健
康
長
寿
課

R2
年

度
感
染
対
策
を
実
施
し
た
上
で
の
熱
中
症
リ
ス
ク
や
効
果
的
な
予
防
対
策
に
つ
い
て
、
実
証

実
験
を
行
う
。
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

WB
GT
等
の
デ
ー
タ
に

基
づ
く
注
意
勧
告

新
潟
県
南
魚
沼
市

R4
年

度

長
岡
技
術
科
学
大
学
と
連
携
し
、
WB
GT
値
な
ど
の
快
適
性
評
価
を
計
測
す
る
こ
と
で
感
覚

で
は
な
い
効
果
の
計
測
を
実
施
し
、
熱
中
症
警
戒
ア
ラ
ー
ト
発
表
時
に
備
え
、
官
民
連
携

に
よ
る
対
策
や
周
知
方
法
を
検
討
す
る
。
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●
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◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

WB
GT
等
の
デ
ー
タ
と

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
行

動
指
針
）
に
基
づ
く

暑
熱
回
避
行
動
の
判

断
・
実
践

新
潟
県
新
潟
市

文
化

ス
ポ
ー
ツ
部

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

R4
年

度

「
熱
中
症
予
防
運
動
指
針
」
を
体
育
施
設
内
に
掲
示
し
、
職
員
が
常
駐
や
対
応
可
能
な
場

合
は
定
期
的
に
「
暑
さ
指
数
」
等
を
計
測
し
、
施
設
内
で
の
掲
示
や
館
内
放
送
な
ど
で
現

在
の
状
況
を
周
知
す
る
。

ま
た
、
受
付
時
に
利
用
者
へ
の
注
意
喚
起
、
新
潟
県
に
「
熱
中
症
警
戒
ア
ラ
ー
ト
発
表

中
」
あ
る
い
は
指
針
の
「
厳
重
警
戒
」
以
上
の
場
合
、
施
設
巡
回
時
、
利
用
者
へ
の
声
か

け
を
す
る
。
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低

1-75



タ
ー

ゲ
ッ
ト

適
応
ア
ク

シ
ョ
ン
の

テ
ー
マ

適
応
ア
ク
シ
ョ
ン

取
組
概
要

取
組
内
容

想
定
実
施
主
体

実
現
可
能
性

効
果

実
施
者

実
施

時
期

取
組
詳
細

UR
L、

根
拠
情
報
な
ど

行
政

事
業 者

個
人

人
的

側
面

物
的

側
面

コ
ス

ト
面

情
報 面

発
現

時
間

期
待

効
果

４ 屋 内 外 で 運 動 中 の 人
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運
動

施
設

・
ま

ち
な

か
で

の
複

合
的

な
対

策

熱
中
症

予
防
に
関

す
る
啓

発
、
指
導
、

教
育
支

援
等

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
行

動
指
針
）
に
基
づ
く

暑
熱
回
避
行
動
の
判

断
・
実
践

日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会

(J
FA
)

H2
7

年
度

～

日
本
体
育
協
会
の
運
動
指
針
を
ベ
ー
ス
に
、
独
自
の
「
熱
中
症
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を

設
け
、
過
去
5年

間
の
時
間
毎
の
WB
GT
の
平
均
値
を
算
出
し
そ
の
数
値
に
よ
っ
て
大
会
/試

合
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
設
定
す
る
事
前
準
備
と
、
各
会
場
に
WB
GT
計
を
準
備
し
計
測
し
た
数

値
に
よ
り
対
策
を
講
じ
る
当
日
対
応
、
前
後
半
1回

ず
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
半
分
の
時
間
が
経

過
し
た
頃
に
3分

間
の
「
Co
o
li
ng
 B
re
ak
」
を
設
定
し
、
選
手
と
審
判
員
が
熱
中
症
予
防

行
動
（
日
陰
で
の
休
息
、
身
体
の
冷
却
、
水
分
補
給
）
を
す
る
よ
う
規
定
し
て
い
る
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
違
反
し
た
場
合
、
懲
罰
規
定
に
よ
り
懲
罰
の
対
象
と
な
る
。

ht
tp
s:
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ww
w.
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ra
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

熱
中
症
に
効
果
の
あ

る
レ
シ
ピ
の
紹
介

（
普
及
啓
発
方
法
・

経
路
の
工
夫
）

埼
玉
県
熊
谷
市

政
策

調
査
課

H3
0

年
度

～

ク
ッ
ク
パ
ッ
ド
熊
谷
の
ペ
ー
ジ
に
て
、
熱
中
症
や
夏
バ
テ
に
効
果
の
あ
る
も
の
、
夏
場
に

不
足
し
が
ち
な
ビ
タ
ミ
ン
や
ミ
ネ
ラ
ル
な
ど
の
栄
養
素
を
補
え
る
も
の
、
夏
に
食
べ
や
す

い
も
の
な
ど
、
市
民
か
ら
の
応
募
や
学
校
給
食
や
保
育
所
給
食
の
メ
ニ
ュ
ー
の
ほ
か
、
専

門
家
考
案
の
レ
シ
ピ
を
掲
載
し
て
い
る
。

ht
tp
s:

//
ww
w.
ci
ty
.k
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sm
ph
/a
ts
us
at
ai
sa
ku
/a
ny
on
e/
co

ok
pa
dk

um
ag
ay
ai
nd
ex
/i
nd
ex
.h
tm
l

●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

埼
玉
県
深
谷
市

保
健

セ
ン
タ
ー

R1
, 

2年 度

ク
ッ
ク
パ
ッ
ド
深
谷
市
公
式
サ
イ
ト
「
ふ
か
や
ご
は
ん
」
に
て
、
熱
中
症
予
防
の
レ
シ
ピ

を
紹
介
す
る
。

ht
tp
:/
/w
ww
.c
it
y.
fu
ka
ya
.s
ai
ta
ma
.j
p/
ke
nk
o_
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ku
sh
i/
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/n
et
ty
us
ho
/1
39
14
96
17
53
04
.h
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l

●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

熱
中
症
予
防
に
関

す
る
協
力
要
請
及

び
連
携
の
促
進

果
樹
に
含
ま
れ
る
成

分
を
有
効
活
用
し
た

熱
中
症
対
策
商
品
の

開
発
及
び
商
品
化

（
大
学
、
企
業
と
の

連
携
）

和
歌
山
県
紀
の
川
市

農
林
商
工
部

商
工
労

働
課

東
洋
大
学

(株
)和

環

R3
年

度
～

東
洋
大
学
と
(株

)和
環
と
、
熱
中
症
対
策
商
品
の
開
発
に
よ
る
地
域
産
業
の
創
出
を
目
指

す
「
地
域
産
業
創
出
に
向
け
た
連
携
協
定
」
を
締
結
し
、
果
樹
に
含
ま
れ
る
成
分
を
有
効

活
用
し
た
熱
中
症
対
策
商
品
の
開
発
及
び
商
品
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
連
携
す
る
こ
と
に
よ

り
、
地
域
資
源
（
フ
ル
ー
ツ
）
に
よ
る
地
域
産
業
の
創
出
を
目
指
す
。
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tp
s:
//
ww
w.
ci
ty
.k
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a.
lg
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p/
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/h
ou
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ou
/p
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/h
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u2
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●
◎

○
N/
A

◎
N/
A

低

ア
ツ
い
ま
ち
サ
ミ
ッ

ト
20
21
の
開
催

（
民
間
団
体
、
自
治

体
と
の
連
携
）

静
岡
県
浜
松
市
・
埼

玉
県
熊
谷
市
・
高
知

県
四
万
十
市
・
岐
阜

県
多
治
見
市
・
山
形

県
山
形
市
の
民
間
団

体

H2
5

年
度

～

各
地
の
民
間
団
体
が
タ
ッ
グ
を
組
み
、
SD
Gs
を
踏
ま
え
ア
ツ
さ
に
負
け
な
い
経
験
と
ア
イ

デ
ィ
ア
を
共
有
し
、
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
各
地
で
行
っ
て
い
る
熱
中
症

対
策
の
情
報
交
換
を
お
こ
な
う
。
後
援
に
、
各
市
、
県
、
環
境
省
が
あ
り
、
官
民
一
体
の

取
り
組
み
と
な
る
。

ht
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s:

//
ww
w.
at
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i-
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ht
tp
s:

//
ww
w.
at
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i-
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ne
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/s
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2

●
◎

○
N/
A

◎
N/
A

低

ク
ー
ル
シ
ェ
ア

（
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
等
の
企
業
と

の
連
携
）

埼
玉
県

保
健
医
療
部

健
康
長
寿
課

健
康
増

進
・
食
育
担
当

H2
3

年
度

～

熱
中
症
対
策
の
一
環
と
し
て
、
県
内
の
公
共
施
設
の
ほ
か
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
よ

う
な
県
内
企
業
等
に
、
外
出
時
の
一
時
休
息
所
の
設
置
や
、
熱
中
症
に
つ
い
て
の
情
報
発

信
拠
点
と
し
て
の
協
力
を
呼
び
か
け
る
。
設
置
し
て
い
る
施
設
に
は
ス
テ
ッ
カ
ー
や
ポ
ス

タ
ー
を
掲
示
し
、
利
用
者
の
目
印
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
WE
Bで

過
年
度
の
各
施
設
に
お
け

る
取
組
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
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●
◎

○
N/
A

◎
N/
A

低

ク
ー
ル
シ
ェ
ア

（
公
共
施
設
、
民
間

施
設
等
と
の
連
携
）

山
梨
県

環
境
・
エ
ネ

ル
ギ
ー
部

環
境
・
エ

ネ
ル
ギ
ー
政
策
課

H2
8

年
度

～

「
や
ま
な
し
ク
ー
ル
チ
ョ
イ
ス
県
民
運
動
」
の
一
環
と
し
て
、
「
や
ま
な
し
ク
ー
ル
シ
ェ

ア
」
を
実
施
。
ク
ー
ル
シ
ェ
ア
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
登
録
さ
れ
る
ス
ポ
ッ
ト
（
公
共
施
設
、

民
間
施
設
等
）
を
募
集
。
令
和
元
年
（
20
19

年
）
度
は
45
5施

設
が
協
力
し
た
。
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s:
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●
◎

○
N/
A

◎
N/
A

低

山
梨
県
甲
府
市

健
康

支
援
室

健
康
政
策
課

健
康
生
き
が
い
係

H2
6

年
度

～

風
通
し
の
良
い
場
所
や
直
射
日
光
が
当
た
ら
ず
比
較
的
涼
し
い
所
で
、
市
民
が
「
ひ
と
涼

み
、
ひ
と
休
み
」
で
き
る
場
所
と
し
て
、
市
役
所
や
公
民
館
等
の
公
共
施
設
を
登
録
す
る

ほ
か
民
間
施
設
の
公
募
を
行
い
、
「
ク
ー
ル
ス
ポ
ッ
ト
」
と
し
て
登
録
す
る
。
登
録
さ
れ

た
ク
ー
ル
シ
ェ
ア
ス
ポ
ッ
ト
に
は
、
市
が
指
定
す
る
ポ
ス
タ
ー
、
の
ぼ
り
旗
、
注
意
喚
起

の
資
料
等
を
設
置
す
る
。
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s:
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ww
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/k
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ht
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●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

舗
装
の
改
善
（
保

水
化
、
遮
熱
化
）

重
点
エ
リ
ア
の
遮
熱

舗
装
・
保
水
性
舗
装

東
京
都

建
設
局

H1
3

年
度

～

夏
の
暑
さ
対
策
（
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
対
策
含
む
）
と
し
て
、
セ
ン
タ
ー
・
コ
ア
・
エ
リ

ア
を
中
心
と
し
た
重
点
エ
リ
ア
に
お
い
て
、
都
道
の
路
面
温
度
の
上
昇
を
抑
制
す
る
遮
熱

性
舗
装
・
保
水
性
舗
装
を
路
面
補
修
工
事
に
併
せ
て
実
施
す
る
。
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s:
//
ww
w.
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●
●

△
○

△
◎

短
期

中

建
物
の
高
反
射
化

ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド

対
策
助
成
制
度

東
京
都
千
代
田
区

環
境
ま
ち
づ
く
り
部

環
境
政
策
課

エ
ネ
ル

ギ
ー
対
策
係

H2
6

年
度

～

ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
を
緩
和
す
る
屋
上
等
緑
化
や
壁
面
緑
化
、
屋
上
に
高
反
射
率
塗

料
や
熱
交
換
塗
料
、
舗
装
面
に
遮
熱
性
塗
料
や
熱
交
換
塗
料
を
塗
布
す
る
工
事
、
窓
ガ
ラ

ス
へ
の
日
射
調
整
フ
ィ
ル
ム
・
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
材
に
よ
る
遮
熱
対
策
、
ド
ラ
イ
型
ミ
ス
ト

発
生
装
置
の
設
置
な
ど
の
、
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
対
策
の
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い
る
。
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●
●

△
○

△
◎

短
期

中

壁
面
等
の
保
水

化
・
親
水
化

道
路
の
保
水
性
舗
装

神
奈
川
県
横
浜
市

道
路
局

道
路
部
維
持
課

H1
7

年
度

～

ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
抑
制
の
た
め
、
舗
装
表
面
の
温
度
低
減
化
を
図
る
た
め
に
、

「
す
ず
風
舗
装
整
備
事
業
」
を
実
施
し
て
い
る
。
す
ず
風
舗
装
は
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

の
表
面
が
”
お
こ
し
”
の
よ
う
に
粗
く
、
す
き
間
に
水
分
を
蓄
え
て
お
く
こ
と
の
で
き
る

白
っ
ぽ
い
材
料
（
保
水
材
）
を
し
み
込
ま
せ
た
舗
装
で
、
蓄
え
た
水
分
の
気
化
熱
で
舗
装

表
面
の
温
度
を
低
下
さ
せ
る
。
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●
●

△
○

△
◎

短
期

中

水
面
（
水
辺
空

間
）
の
確
保

多
目
的
広
場
の
整
備

岐
阜
県
多
治
見
市

環
境
課

環
境
保
全
グ

ル
ー
プ

H2
8

年
度

～

現
在
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
地
下
水
路
と
な
っ
た
農
業
用
水
で
あ
る
虎
渓
用
水
を
復
元
し
、

水
辺
の
創
出
に
よ
る
暑
さ
対
策
に
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
を
20
16
年
7月

か
ら
進
め

て
い
る
。

多
治
見
駅
北
側
の
駅
前
広
場
の
整
備
の
際
、
多
目
的
広
場
と
用
水
を
活
用
し
、
虎
渓
用
水

広
場
と
し
て
水
と
み
ど
り
を
創
出
し
て
い
る
。
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/

●
●

△
○

△
◎

短
期

中

ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド

現
象
の
緩
和

京
都
府
京
都
市

建
設

局
み
ど
り
政
策
推
進

室

H2
9

年
度

～

地
上
に
降
っ
た
雨
水
を
下
水
道
に
直
接
放
流
す
る
こ
と
な
く
一
時
的
に
貯
留
し
、
ゆ
っ
く

り
地
中
に
浸
透
さ
せ
る
構
造
を
持
っ
た
、
京
都
伝
統
の
緑
地
で
あ
る
「
雨
庭
」
を
設
置
し
、

雨
水
の
流
出
抑
制
や
修
景
・
緑
化
の
推
進
、
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
の
緩
和
な
ど
の
効

果
を
期
待
す
る
。
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●
●

△
○

△
◎

短
期

中

水
と
緑
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
形
成

み
ど
り
を
活
用
し
た

ク
ー
ル
シ
ェ
ア
、
都

市
緑
化

大
阪
府

環
境
農
林
水

産
部

み
ど
り
推
進
室

み
ど
り
企
画
課

都
市

緑
化
・
自
然
環
境
グ

ル
ー
プ

H2
6

年
度

～

府
民
の
意
見
も
参
考
に
、
気
温
だ
け
で
な
く
、
木
陰
の
状
況
や
風
に
そ
よ
ぐ
木
の
葉
の
音

な
ど
人
の
感
覚
的
な
涼
し
さ
や
、
生
き
物
の
生
態
な
ど
も
含
め
た
み
ど
り
の
清
涼
感
に
着

目
し
、
「
大
阪
み
ど
り
の
ク
ー
ル
ス
ポ
ッ
ト
」
と
し
て
紹
介
す
る
。
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○
△
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中

1-76



タ
ー

ゲ
ッ
ト

適
応
ア
ク

シ
ョ
ン
の

テ
ー
マ

適
応
ア
ク
シ
ョ
ン

取
組
概
要

取
組
内
容

想
定
実
施
主
体

実
現
可
能
性

効
果

実
施
者

実
施

時
期

取
組
詳
細

UR
L、

根
拠
情
報
な
ど

行
政

事
業 者

個
人

人
的

側
面

物
的

側
面

コ
ス

ト
面

情
報 面

発
現

時
間

期
待

効
果

４ 屋 内 外 で 運 動 中 の 人

4
-1

運
動

施
設

・
ま

ち
な

か
で

の
複

合
的

な
対

策

緑
化
の

推
進

都
市
の
緑
化

新
潟
県

土
木
部
都
市

局
都
市
整
備
課

都
市
公
園
班

H8
年

度
～

都
市
の
緑
被
率

30
%（

中
心
市
街
地

20
%）

以
上
を
目
指
し
公
共
施
設
の
整
備
と
、
民
有

地
・
民
間
施
設
の
緑
化
推
進
の
た
め
の
規
制
・
条
例
の
導
入
の
検
討
や
助
成
事
業
、
市
街

地
再
開
発
時
に
緑
化
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し
、
屋
上
・
壁
面
な
ど
の
緑
化
を
推
進
す
る
。
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●
●

△
○

△
◎

短
期

中

グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン

東
京
都
調
布
市

環
境

部
緑
と
公
園
課
, 
教

育
総
務
課

R3
年

度
～

「
緑
の
基
本
計
画
」
の
一
環
と
し
て
、
夏
季
期
間
中
の
小
・
中
学
校
の
花
壇
に
蔓
性
植
物

を
植
え
付
け
、
校
舎
壁
面
に
取
り
付
け
た
ネ
ッ
ト
に
這
わ
せ
る
こ
と
で
緑
の
カ
ー
テ
ン
を

作
り
、
壁
面
の
緑
化
に
よ
る
夏
季
の
暑
さ
対
策
を
行
う
。

ht
tp
s:
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ww
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63
11
61
39
75
42
/f

il
es
/s
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.p
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●
●

△
○

△
◎

短
期

中

緑
陰
・
日
除
け
・

再
帰
反
射
窓
面
の

設
置

日
除
け
の
設
置

埼
玉
県
熊
谷
市

公
園

緑
地
課

H2
9

年
度

運
動
公
園
の
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
に
、
風
通
し
が
良
く
、
熱
が
こ
も
ら
な
い
木
陰
を
イ
メ
ー
ジ

し
た
日
よ
け
を
設
置
し
た
。

ht
tp
s:
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ww
w.
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ty
.k
um
ag
ay
a.
lg
.j
p/
at
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sa
ta
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ak
u/
al
l/
ta
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/h
ik
ag
e.
ht
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●
●

△
○

△
◎

短
期

高

日
陰
の
利
用
、
涼

し
い
場
所
へ
の
避

難

ク
ー
ル
ス
ポ
ッ
ト
創

出
支
援
事
業

東
京
都

環
境
局

気
候
変
動
対
策
部

環
境

都
市
づ
く
り
課

H2
7

年
度

～

人
が
自
由
に
出
入
り
で
き
る
場
所
ま
た
は
公
共
交
通
機
関
の
施
設
等
に
、
暑
熱
対
応
設
備

の
設
置
に
対
す
る
助
成
制
度
を
平
成
27
年
度
か
ら
開
始
し
、
ク
ー
ル
ス
ポ
ッ
ト
の
創
出
を

促
進
し
て
お
り
、
微
細
ミ
ス
ト
設
備
を
設
置
し
た
場
合
は
水
道
料
金
の
減
免
適
用
も
行
う
。
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●
◎

◎
◎

◎
短
期

高

雪
に
よ
る
カ
ー
ボ
ン

ゼ
ロ
ク
ー
ラ
ー
の
実

証
事
件

新
潟
県
南
魚
沼
市

長
岡
技
術
科
学
大
学

R4
年

度

長
岡
技
術
科
学
大
学
と
連
携
し
、
大
原
運
動
公
園
を
中
心
と
し
た
屋
外
体
育
施
設
に
て
、

テ
ン
ト
内
を
雪
冷
熱
で
冷
房
す
る
雪
冷
熱
に
よ
る
ク
ー
ル
ダ
ウ
ン
ス
ポ
ッ
ト
の
設
置
や
、

袋
に
雪
を
詰
め
て
ク
ー
ル
ダ
ウ
ン
す
る
ス
ノ
ー
パ
ッ
ク
を
施
設
利
用
者
に
無
料
配
布
す
る
。
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●
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◎
◎

◎
短
期

高

ミ
ス
ト
噴
霧
・
噴

射
ミ
ス
ト
シ
ャ
ワ
ー
の

設
置

静
岡
県
静
岡
市

環
境

創
造
課
, 
清
水
区
役

所
地
域
総
務
課

(株
)静

岡
パ
ブ
リ
ッ

ク
・
リ
レ
イ
シ
ョ
ン

R2
年

度
市
内
事
業
者
の
(株

)静
岡
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
リ
レ
イ
シ
ョ
ン
と
の
連
携
に
よ
り
、
無
償
貸
与

さ
れ
た
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
動
く
ひ
ま
わ
り
型
ミ
ス
ト
を
、
庁
舎
の
玄
関
に
設
置
し
た
。

ht
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●
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△
○

△
◎

短
期

中

熱
中
症
関
連
製
品

の
普
及
促
進

冷
涼
グ
ッ
ズ
の
配
布

埼
玉
県
熊
谷
市

政
策

調
査
課

H2
3

年
度

～

小
学
生
や
75
歳
以
上
の
高
齢
者
に
ク
ー
ル
ス
カ
ー
フ
、
3歳

の
子
に
市
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ク
ー

ル
キ
ャ
ッ
プ
を
無
償
配
布
す
る
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
ci
ty
.k
um
ag
ay
a.
lg
.j
p/
at
su
sa
ta
is
ak
u/
al
l/
ta
is
ak
up
ro

/c
oo
ls
ca
rf
.h
tm
l

ht
tp
s:
//
ww
w.
ci
ty
.k
um
ag
ay
a.
lg
.j
p/
at
su
sa
ta
is
ak
u/
al
l/
ta
is
ak
up
ro

/n
ya
oz
an
e-
co
ol
-c
ap
.h
tm
l

●
●

◎
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△
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N/
A

低

給
水
機
（
ウ
ォ
ー

タ
ー
ス
タ
ン
ド
）
の

設
置

三
重
県
志
摩
市

市
民

生
活
部

環
境
・
ご

み
対
策
課

環
境
保

全
・
生
活
衛
生
係

ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
タ
ン

ド
(株

)

R3
年

度
～

ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
タ
ン
ド
(株

)と
の
連
携
協
定
を
締
結
し
、
市
内
の
公
共
・
民
間
施
設
に
マ

イ
ボ
ト
ル
等
で
利
用
で
き
る
給
水
機
（
ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
タ
ン
ド
）
を
設
置
す
る
。

（
「
熱
中
症
対
策
推
進
会
議

マ
イ
ボ
ト
ル
用
給
水
器
の
普
及
に
つ
い
て
」
よ
り
）
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

熱
中
症
警
戒
ア
ラ
ー

ト
を
活
用
し
た
日
傘

レ
ン
タ
ル

環
境
省

水
・
大
気
環

境
局

大
気
環
境
課

大
気
生
活
環
境
室
, 

大
臣
官
房
環
境
保
健

部
環
境
安
全
課

(株
)N
at
ur
e 

In
no
va
ti
on
 G
ro
up

(株
)A
Li
NK

R3
年

度

熱
中
症
予
防
の
推
進
の
た
め
、
環
境
省
と
(株

)N
at
ur
e 
In
no
va
ti
on
 G
ro
up
の
連
携
に
よ

り
、
令
和
3年

7月
20
日
（
火
）
か
ら
令
和
3年

10
月
27
日
（
水
）
ま
で
、
熱
中
症
警
戒
ア

ラ
ー
ト
が
発
表
さ
れ
た
日
に
無
料
で
日
傘
を
レ
ン
タ
ル
で
き
る
。
な
お
、
(株

)A
Li
NK
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
と
も
連
携
し
、
同
取
組
を
、
同
社
が
運
営
す
る
天
気
ア
プ
リ
（
te
nk
i.
jp
）

内
に
て
告
知
す
る
。
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●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

暑
さ
指
数
（
WB
GT

値
）
、
天
気
予
報

等
の
活
用

WB
GT
等
の
デ
ー
タ
に

基
づ
く
注
意
勧
告

栃
木
県
那
須
塩
原
市

気
候
変
動
対
策
局

R3
年

度
～

令
和
3年

度
に
設
置
し
た
ス
マ
ー
ト
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
セ
ン
サ
ー
に
よ
り
取
得
す
る
温
度
や

湿
度
な
ど
の
気
象
デ
ー
タ
を
活
用
し
て
、
市
内
10
カ
所
の
暑
さ
指
数
を
計
算
し
、
熱
中
症

予
防
情
報
を
配
信
す
る
た
め
の
情
報
と
し
て
那
須
塩
原
市
メ
ー
ル
配
信
シ
ス
テ
ム
に
提
供

す
る
と
と
も
に
、
WE
B
サ
イ
ト
で
公
開
す
る
。
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●
●

◎
◎

◎
◎

長
期

高

暑
熱
環
境
の
把
握

と
そ
の
緩
和

Io
Tセ

ン
サ
ー
に
よ

る
暑
熱
環
境
の
把
握

及
び
デ
ー
タ
を
活
用

し
た
熱
中
症
対
策

千
葉
県
柏
市

三
井
不
動
産
(株

)他

H2
9

年
度

～

柏
の
葉
エ
リ
ア
広
域
に
Io
Tセ

ン
サ
ー
を
設
置
し
、
気
温
・
湿
度
を
観
測
し
、
計
測
デ
ー
タ

を
も
と
に
効
率
的
な
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
対
策
を
街
づ
く
り
の
観
点
か
ら
検
討
し
て
い
く
。

ま
た
、
子
供
の
屋
外
活
動
や
登
下
校
時
に
水
分
補
給
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
等
、
熱
中
症
対
策
を

リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
通
知
す
る
な
ど
の
活
用
方
法
も
検
討
す
る
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
三
井
不
動
産
(株

)他
、
三
井
グ
ル
ー
プ
の
各
社
が
主
体
と
な
る
が
、
Io
T

セ
ン
サ
ー
の
設
置
場
所
の
提
供
に
、
柏
市
の
協
力
も
得
て
お
り
、
公
・
民
・
学
連
携
に
よ

る
街
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
る
UD
CK
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体
の
調
整
を
担
っ
て
い
る
。
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●
●

◎
○

△
◎

短
期

高

暑
さ
指
数
計
の
設
置

及
び
デ
ー
タ
に
よ
る

対
策

福
岡
県
福
岡
市

経
済

観
光
文
化
局

創
業
・

立
地
推
進
部

新
産
業

振
興
課

西
日
本
電
信
電
話

(株
)他

R1
年

度

今
津
運
動
公
園
内
の
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
や
体
育
館
な
ど
に
暑
さ
指
数
を
測
定
可
能
な
セ
ン

サ
ー
を
設
置
し
、
測
定
デ
ー
タ
を
元
に
効
果
的
な
熱
中
症
対
策
を
検
討
す
る
た
め
の
、
実

証
実
験
を
行
っ
て
い
る
。
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●
●

◎
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△
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短
期

高

エ
リ
ア
の
熱
中
症
危

険
度
の
可
視
化

埼
玉
県
熊
谷
市

(株
)N
TT
ド
コ
モ

い
で
あ
(株

)

H2
3

年
度

熱
中
症
の
危
険
度
を
地
図
上
に
表
示
す
る
「
熱
中
症
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
や
、
現
在
地
周

辺
の
涼
め
る
場
所
（
＝
熱
中
症
シ
ェ
ル
タ
ー
）
の
情
報
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
配
信
す
る

「
熱
中
症
対
策
ア
プ
リ
」
を
開
発
し
、
予
防
に
役
立
て
る
実
証
実
験
を
20
11
年
に
(株

)N
TT

ド
コ
モ
、
い
で
あ
(株

)と
共
同
で
開
始
。
屋
外
の
気
象
観
測
デ
ー
タ
、
屋
内
に
も
計
20
0個

以
上
の
温
湿
度
計
を
新
た
に
設
置
し
て
観
測
し
、
サ
ー
ビ
ス
に
反
映
さ
せ
る
。
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●
●

◎
○

△
◎

短
期

高

(株
)ウ

ェ
ザ
ー

ニ
ュ
ー
ズ

R2
年

度
～

過
去
の
熱
中
症
搬
送
者
数
と
WB
GT
と
の
関
係
を
分
析
し
た
結
果
か
ら
、
時
期
や
エ
リ
ア
を

考
慮
し
た
新
し
い
熱
中
症
危
険
度
を
予
測
す
る
、
1k
mメ

ッ
シ
ュ
の
高
解
像
度
「
熱
中
症
情

報
AP
I」

を
企
業
向
け
に
提
供
す
る
。

一
般
向
け
に
は
、
WB
GT
に
基
づ
く
熱
中
症
リ
ス
ク
を
25
0m
メ
ッ
シ
ュ
で
マ
ッ
プ
表
示
し
、

前
後
24
時
間
の
値
が
確
認
で
き
る
「
熱
中
症
レ
ー
ダ
ー
」
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。
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短
期

高

1-77



タ
ー

ゲ
ッ
ト

適
応
ア
ク

シ
ョ
ン
の

テ
ー
マ

適
応
ア
ク
シ
ョ
ン

取
組
概
要

取
組
内
容

想
定
実
施
主
体

実
現
可
能
性

効
果

実
施
者

実
施

時
期

取
組
詳
細

UR
L、

根
拠
情
報
な
ど

行
政

事
業 者

個
人

人
的

側
面

物
的

側
面

コ
ス

ト
面

情
報 面

発
現

時
間

期
待

効
果

４ 屋 内 外 で 運 動 中 の 人

4
-1

運
動

施
設

・
ま

ち
な

か
で

の
複

合
的

な
対

策

傷
病
者

発
生
時
の

対
処
に

関
す
る
整

備

熱
中
症
予
防
に
お
け

る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ

ト
の
整
備

群
馬
県
館
林
市

安
心

安
全
課

H3
0

年
度

～

熱
中
症
予
防
に
お
け
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
な
る
よ
う
、
熱
中
症
発
症
者
の
休
み
処
、

救
急
車
の
要
請
に
つ
い
て
市
内
店
舗
（
コ
ン
ビ
ニ
・
ス
ー
パ
ー
・
美
容
室
・
理
容
室
等
）

に
協
力
を
依
頼
し
、
ス
テ
ッ
カ
ー
と
共
に
傷
病
者
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
配
布
し
、
店
舗
側

の
迅
速
な
対
応
を
促
し
て
い
る
。

※
令
和

２
年
度
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
よ
り
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短
期

高

市
民
活
動
等
に
よ

る
打
ち
水
の
実
施

に
関
す
る
普
及
啓

発

打
ち
水
イ
ベ
ン
ト
で

の
熱
中
症
対
策
普
及

啓
発

静
岡
県
静
岡
市

環
境

創
造
課

温
暖
化
対
策

係

H2
5

年
度

～

行
政
及
び
市
民
、
事
業
者
で
連
携
し
た
打
ち
水
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、
熱
中
症
対
策
に
関

す
る
ポ
ス
タ
ー
の
展
示
及
び
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
を
行
う
。
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lg
.j
p/
00
09
03
54
9.
pd
f

●
◎

○
N/
A

◎
N/
A

低

東
京
都

環
境
局

H2
9

年
度

～

平
成
29
年
度
か
ら
、
都
内
各
所
で
打
ち
水
を
繰
り
広
げ
る
イ
ベ
ン
ト
「
打
ち
水
日
和
」
を

企
業
・
団
体
等
と
連
携
し
て
実
施
し
、
令
和
2年

度
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
協
力
い
た
だ
い
た

団
体
と
、
家
庭
等
で
の
打
ち
水
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

ht
tp
s:
//
uc
hi
mi
zu
bi
yo
ri
.m
et
ro
.t
ok
yo
.l
g.
jp
/

ht
tp
s:
//
ww
w.
ci
ty
.t
ok
yo
-

na
ka
no
.l
g.
jp
/d
ep
t/
47
20
00
/d
00
12
97
_d
/f
il
/u
ch
io
mi
zu
.p
df

●
◎

○
N/
A

◎
N/
A

低

夏
季
の
軽
装
推
進

ク
ー
ル
ビ
ズ
の
推
進

神
奈
川
県
小
田
原
市

企
画
部

職
員
課

R3
年

度
～

軽
装
を
推
奨
す
る
「
ク
ー
ル
ビ
ズ
」
の
実
施
に
つ
い
て
、
令
和
3年

度
か
ら
、
ノ
ー
ネ
ク
タ

イ
な
ど
の
働
き
や
す
い
服
装
で
の
執
務
を
通
年
で
実
施
。

働
き
や
す
い
と
感
じ
る
温
度
な
ど
の
執
務
環
境
は
一
人
ひ
と
り
異
な
り
、
ま
た
、
コ
ロ
ナ

禍
で
常
時
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
い
る
状
況
下
に
お
い
て
、
年
間
を
通
し
て
快
適
と
感
じ
る

環
境
に
個
々
で
調
整
す
る
こ
と
で
職
員
の
ス
ト
レ
ス
軽
減
を
図
る
。
ま
た
、
同
時
に
公
務

効
率
を
向
上
さ
せ
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
よ
り
一
層
の
向
上
に
つ
な
げ
て
い
く
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
ci
ty
.o
da
wa
ra
.k
an
ag
aw
a.
jp
/p
re
ss
/d
et
ai
l.
ph
p?
pr
s_
id

=1
11
29

●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

神
奈
川
県
茅
ヶ
崎
市

経
済
部

産
業
振
興
課

商
工
業
振
興
担
当

H1
5

年
度

～

市
内
事
業
者
、
市
職
員
が
ク
ー
ル
ビ
ズ
期
間
に
ア
ロ
ハ
シ
ャ
ツ
を
着
用
す
る
。

冷
房
使
用
を
控
え
る
な
ど
環
境
に
配
慮
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
茅
ヶ
崎
の
夏
」
を
ゆ
っ
た

り
と
楽
し
む
意
識
を
持
つ
こ
と
、
さ
ら
に
は
茅
ヶ
崎
市
の
商
業
・
観
光
活
性
化
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
茅
ヶ
崎
ア
ロ
ハ
委
員
会
が
平
成
15
年
か
ら
実
施
し
て
い
る
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
ci
ty
.c
hi
ga
sa
ki
.k
an
ag
aw
a.
jp
/s
an
gy
o/
10
07
03
1.
ht
ml

ht
tp
s:
//
sh
on
an
.k
ei
za
i.
bi
z/
he
ad
li
ne
/5
26
/

●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

神
奈
川
県
厚
木
市

企
画
政
策
課

H3
0

年
度

～

沖
縄
県
糸
満
市
と
友
好
都
市
の
盟
約
を
締
結
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
そ
の
友
好
関
係

を
さ
ら
に
推
し
進
め
る
た
め
、
市
職
員
の
ク
ー
ル
ビ
ズ
ス
タ
イ
ル
に
「
か
り
ゆ
し
ウ
ェ

ア
」
を
加
え
た
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
ci
ty
.a
ts
ug
i.
ka
na
ga
wa
.j
p/
sh
is
ei
jo
ho
/s
hi
no
sh
ok
ai
/5

/2
/8
/1
53
74
.h
tm
l

ht
tp
s:
//
ww
w.
ka
na
lo
co
.j
p/
ne
ws
/g
ov
er
nm
en
t/
en
tr
y-
17
26
61
.h
tm
l

●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

静
岡
県
島
田
市

産
業

観
光
部

商
工
課

商
工
係

H2
6

年
度

～

地
場
産
業
の
活
性
化
及
び
市
の
魅
力
発
信
を
目
的
に
、
「
島
田
ブ
ラ
ン
ド
」
と
し
て
普

及
・
促
進
を
進
め
て
い
る
「
島
田
帯
シ
ャ
ツ
」
を
、
市
役
所
職
員
が
ク
ー
ル
ビ
ズ
期
間
に

着
用
す
る
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
ci
ty
.s
hi
ma
da
.s
hi
zu
ok
a.
jp
/f
s/
2/
8/
0/
1/
6/
3/
_/
ob
is
ya

tu
.p
df

●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

夏
季
休
暇
取
得
の

促
進

教
職
員
の
働
き
方
改

革

奈
良
県
生
駒
市

教
育

こ
ど
も
部

教
育
総
務

課

H3
0

年
度

～

熱
中
症
予
防
対
策
の
一
環
と
し
て
、
教
職
員
の
働
き
方
改
革
と
夏
場
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要

の
抑
制
の
た
め
、
8月

12
日
～
15
日
の
4日

間
、
小
中
学
校
を
閉
庁
し
、
こ
の
期
間
は
原
則
、

中
学
校
で
の
部
活
動
も
休
止
す
る
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
ci
ty
.i
ko
ma
.l
g.
jp
/c
ms
fi
le
s/
co
nt
en
ts
/0
00
00
13
/1
39
57

/3
00
61
9_
01
.p
df

●
●

◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

５ イ ベ ン ト 参 加 者

5
-1

イ
ベ

ン
ト

参
加

者

暑
熱
環

境
の
把
握

と
そ
の

緩
和

（
特
に

イ
ベ
ン
ト

時
）

AE
Dや

WB
GT
計
等
の

貸
し
出
し

千
葉
県
流
山
市

生
涯

学
習
部

ス
ポ
ー
ツ
振

興
課

H2
7

年
度

～

市
内
の
公
共
施
設
で
行
わ
れ
る
市
民
を
含
む
10
名
以
上
の
方
が
集
ま
る
ス
ポ
ー
ツ
大
会
等

で
、
大
会
等
関
係
者
に
普
通
救
命
講
習
以
上
の
講
習
を
受
講
し
た
方
が
い
る
こ
と
を
条
件

に
、
無
償
で
AE
Dと

WB
GT
計
測
器
の
貸
し
出
し
を
行
う
。

ht
tp
s:

//
ww
w.
ci
ty
.n
ag
ar
ey
am
a.
ch
ib
a.
jp
/l
if
e/
10
01
50
5/
10
01
62
6/
10

32
45
6/

10
01
64
8.
ht
ml

●
●

◎
○

△
◎

短
期

高

WB
GT
計
の
貸
し
出
し

栃
木
県
宇
都
宮
市

宇
都
宮
市
保
健
所

健
康

増
進
課

R3
年

度
～

夏
季
に
お
け
る
イ
ベ
ン
ト
や
人
が
集
ま
る
催
し
や
職
場
等
に
お
い
て
、
暑
さ
指
数
計
を
無

料
で
貸
し
出
す
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
ci
ty
.u
ts
un
om
iy
a.
to
ch
ig
i.
jp
/k
ur
as
hi
/k
en
ko
/n
ec
hu
sh

o/
10
24
98
4.
ht
ml

●
●

◎
○

△
◎

短
期

高

ミ
ス
ト
噴
霧
・
噴

射

ミ
ス
ト
扇
風
機
の
貸

し
出
し

群
馬
県
館
林
市

市
民

環
境
部

地
球
環
境
課

環
境
政
策
係

H2
0

年
度

～
市
と
し
て
ミ
ス
ト
扇
風
機
の
無
料
貸
出
事
業
を
毎
年
実
施
し
て
い
る
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
ci
ty
.t
at
eb
ay
as
hi
.g
un
ma
.j
p/
s0
24
/a
nz
en
/0
70
/0
10
/y
ok

o.
pd
f

●
●

△
○

△
◎

短
期

中

ミ
ス
ト
テ
ン
ト
の
貸

し
出
し

栃
木
県

気
候
変
動
対

策
課

気
候
変
動
適
応

担
当

R1
年

度
～

熱
中
症
対
策
を
通
じ
て
気
候
変
動
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
「
ミ
ス

ト
テ
ン
ト
」
を
県
内
イ
ベ
ン
ト
（
県
や
市
町
等
主
催
）
に
無
償
で
貸
し
出
し
て
い
る
。
テ

ン
ト
に
は
「
ス
ト
ッ
プ
！

熱
中
症
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

ht
tp
:/

/w
ww
.p
re
f.
to
ch
ig
i.
lg
.j
p/
d0
2/
ec
o/
ka
nk
yo
u/
on
da
nk
a/
mi
st
te

nt
.h
tm

l
ht
tp
s:

//
ad
ap
ta
ti
on
-

pl
at
fo

rm
.n
ie
s.
go
.j
p/
db
/m
ea
su
re
s/
re
po
rt
_0
96
.h
tm
l

●
●

△
○

△
◎

短
期

中

ミ
ス
ト
シ
ャ
ワ
ー
の

設
置

千
葉
県
船
橋
市

商
工

振
興
課
（
ふ
な
ば
し

市
民
ま
つ
り
実
行
委

員
会
事
務
局
）

東
葛
テ
ク
ノ
(株

)

R1
年

度
東
葛
テ
ク
ノ
(株

)の
協
力
に
よ
り
、
熱
中
症
対
策
用
の
除
菌
消
臭
効
果
が
プ
ラ
ス
さ
れ
た

ミ
ス
ト
を
噴
霧
す
る
車
「
ビ
ク
ラ
ス
VA
N」

を
配
置
し
た
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
ci
ty
.f
un
ab
as
hi
.l
g.
jp
/s
hi
se
i/
sh
ou
ka
i/
00
6/
p0
52
34
3.

ht
ml

ht
tp
s:
//
fu
na
ba
sh
i.
ke
iz
ai
.b
iz
/h
ea
dl
in
e/
23
14
/

●
●

△
○

△
◎

短
期

中

か
ら
だ
の
冷
却
装

置
（
送
風
フ
ァ

ン
・
冷
却
ベ
ン

チ
）
の
設
置
・
使

用

給
水
と
深
部
体
温
対

策

(公
財
)全

国
高
等
学

校
体
育
連
盟
（
イ
ン

タ
ー
ハ
イ
）

大
塚
製
薬
(株

)

R3
年

度

大
塚
製
薬
(株

)の
協
賛
に
よ
り
、
参
加
選
手
全
員
に
「
ポ
カ
リ
ス
エ
ッ
ト
粉
末
（
1L
用
×
5

袋
）
」
と
「
大
会
ロ
ゴ
入
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
ス
ク
イ
ズ
ボ
ト
ル
」
を
提
供
す
る
（
従
来
は
給

水
所
だ
っ
た
が
、
コ
ロ
ナ
感
染
防
止
の
た
め
に
、
個
別
に
配
布
）
。
ま
た
、
各
会
場
の
救

護
所
に
「
ポ
カ
リ
ス
エ
ッ
ト

ア
イ
ス
ス
ラ
リ
ー
」
を
設
置
し
た
他
、
実
行
委
員
会
の
担
当

者
を
対
象
に
「
熱
中
症
対
策
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
資
格
の
取
得
を
支
援
し
た
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
ot
su
ka
.c
o.
jp
/c
om
pa
ny
/n
ew
sr
el
ea
se
s/
20
21
/2
02
10
72
1_

1.
ht
ml

●
●

△
○

△
◎

短
期

中

水
分
･塩

分
の
摂
取

給
水
所
の
設
置

(公
財
)日

本
財
団

海
と
日
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト

H3
0

年
度

日
本
財
団
「
海
と
日
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
一
環
で
、
海
水
浴
場
や
イ
ベ
ン
ト
会
場
で
、

熱
中
症
対
策
に
無
料
で
ス
イ
カ
を
配
布
す
る
「
給
ス
イ
カ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
設
置
す
る
。

ht
tp
s:
//
ky
us
ui
ka
.u
mi
no
hi
.j
p/

ht
tp
s:
//
pr
ti
me
s.
jp
/m
ai
n/
ht
ml
/r
d/
p/
00
00
00
00
4.
00
00
32
67
4.
ht
ml

●
●

◎
○

◎
◎

短
期

高

熱
中
症
対
策
用
品
の

購
入
補
助

群
馬
県
前
橋
市

環
境

部
環
境
森
林
課

環
境
政
策
係

R3
年

度
～

活
動
を
行
う
際
の
補
助
対
象
経
費
と
し
て
、
熱
中
症
対
策
等
に
伴
う
飲
料
の
購
入
費
（
飲

料
費
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
ci
ty
.m
ae
ba
sh
i.
gu
nm
a.
jp
/s
os
hi
ki
/k
an
ky
o/
ka
nk
yo
se
is

ak
u/
gy
om
u/
4/
1/
1/
36
08
.h
tm
l

●
●

◎
○

◎
◎

短
期

高

ス
タ
ッ
フ
向
け
対

策
の
実
施

（
特
に
イ
ベ
ン
ト

時
）

独
自
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
作
成

神
奈
川
県
川
崎
市

健
康
福
祉
局

保
健
医
療

政
策
部

R2 or
 3

年
度

～

主
催
者
向
け
の
屋
外
で
の
夏
季
イ
ベ
ン
ト
を
安
全
に
開
催
す
る
た
め
の
熱
中
症
予
防
対
策

を
ま
と
め
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
、
環
境
省
の
「
夏
季
イ
ベ
ン
ト
に
お
け
る
熱
中
症
対
策
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
20
20
」
を
元
に
、
作
成
し
て
い
る
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
ci
ty
.k
aw
as
ak
i.
jp
/k
ur
as
hi
/c
at
eg
or
y/
22
-1
0-
21
-0
-0
-

0-
0-
0-
0-
0.
ht
ml

●
●

◎
○

△
◎

短
期

高

神
奈
川
県
横
浜
市

健
康
福
祉
局

健
康
安
全

部
保
健
事
業
課

H3
0 

or
 

R1
年

度
～

主
催
者
向
け
の
屋
外
で
の
夏
季
イ
ベ
ン
ト
を
安
全
に
開
催
す
る
た
め
の
熱
中
症
予
防
対
策

を
ま
と
め
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
と
熱
中
症
対
策
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
、
環
境
省
の
「
夏
季
イ

ベ
ン
ト
に
お
け
る
熱
中
症
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
な
ど
を
参
考
に
、
横
浜
市
消
防
局
予
防

課
で
作
成
し
て
い
る
。

ht
tp
s:
//
ww
w.
ci
ty
.y
ok
oh
am
a.
lg
.j
p/
ku
ra
sh
i/
ke
nk
o-

ir
yo
/k
en
ko
zu
ku
ri
/k
ak
us
hu
/n
ec
ch
us
ho
/h
ea
t.
ht
ml

●
●

◎
○

△
◎

短
期

高

1-78



タ
ー

ゲ
ッ
ト

適
応
ア
ク

シ
ョ
ン
の

テ
ー
マ

適
応
ア
ク
シ
ョ
ン

取
組
概
要

取
組
内
容

想
定
実
施
主
体

実
現
可
能
性

効
果

実
施
者

実
施

時
期

取
組
詳
細

UR
L、

根
拠
情
報
な
ど

行
政

事
業 者

個
人

人
的

側
面

物
的

側
面

コ
ス

ト
面

情
報 面

発
現

時
間

期
待

効
果

５ イ ベ ン ト 参 加 者

5
-1

イ
ベ

ン
ト

参
加

者

ス
タ
ッ

フ
向
け
対

策
の
実

施
（
特
に

イ
ベ
ン
ト

時
）

独
自
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
作
成

新
潟
県
三
条
市

福
祉

保
健
部

健
康
づ
く
り

課
保
健
指
導
係

R1
年

度
～

三
条
市
が
開
催
、
共
催
す
る
夏
季
の
イ
ベ
ン
ト
（
例
：
夏
祭
り
、
ス
ポ
ー
ツ
大
会
な
ど
）

の
開
催
時
、
WB
GT
の
予
測
値
が
31
℃
以
上
・
未
満
で
の
具
体
的
な
中
止
/開

催
の
判
断
基
準

を
挙
げ
て
い
る
。
市
内
の
団
体
が
行
う
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
取
り
扱
い
を
行

う
よ
う
、
呼
び
か
け
て
い
る
。

ht
tp
s:

//
ww
w.
ci
ty
.s
an
jo
.n
ii
ga
ta
.j
p/
so
sh
ik
i/
fu
ku
sh
ih
ok
em
bu
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△
◎

短
期

高

緊
急
時
の
主
催
者

対
応
の
事
前
検

討
・
整
備
（
特
に

イ
ベ
ン
ト
時
）

医
療
体
制
の
整
備

東
京
都
八
王
子
市

R1
年

度
八
王
子
ま
つ
り
で
の
熱
中
症
対
策
と
し
て
、
会
場
内
に
救
護
所
1箇

所
、
消
防
隊
員
詰
め
所

1箇
所
を
設
置
し
、
消
防
署
へ
提
出
す
る
火
災
予
防
計
画
書
の
中
で
救
急
体
制
を
規
定
し
た
。
ht
tp
s:
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◎
◎

◎
◎

短
期

中

(公
財
)に

っ
ぽ
ん
ど

真
ん
中
祭
り
文
化
財

団

H1
7

年
度

～

医
療
チ
ー
ム
の
介
入
を
行
い
、
20
06
年
か
ら
熱
中
症
搬
送
者
が
激
減
し
た
。
参
加
者

（
チ
ー
ム
代
表
）
や
関
係
者
へ
の
事
前
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
、
熱
中
症
対
策
に
つ

い
て
も
説
明
し
て
い
る
。
20
20
年
に
は
、
参
加
チ
ー
ム
へ
配
布
し
た
感
染
防
止
対
策
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
て
、
「
⑤
熱
中
症
予
防
の
観
点
（
重
要
）
」
項
目
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
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◎
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◎

短
期

中

傷
病
者
発
生
時
の

対
処
に
関
す
る
整

備

兵
庫
県
災
害
救
急
医

療
情
報
指
令
セ
ン

タ
ー

H1
5

年
度

～

兵
庫
県
広
域
災
害
・
救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
に
、
「
緊
急
搬
送
要
請
」
モ
ー
ド
（
エ
リ

ア
災
害
モ
ー
ド
）
を
導
入
し
、
傷
病
者
の
搬
送
機
関
で
あ
る
消
防
（
救
急
）
が
直
接
モ
ー

ド
を
切
り
替
え
て
、
同
時
に
複
数
の
医
療
機
関
に
受
入
れ
要
請
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
イ
ベ
ン
ト
会
場
の
事
故
な
ど
で
、
一
度
に
多
数
の
（
5〜

10
名
以
上
の
）
傷
病

者
を
複
数
の
医
療
機
関
に
搬
送
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
集
団
で
の
熱
中
症
や
異
臭
騒
ぎ
と

い
っ
た
事
例
に
お
い
て
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
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短
期

高

連
絡
先
の
整
理

連
絡
先
の
整
理

奈
良
県
生
駒
市

福
祉

健
康
部

健
康
課

H3
0

年
度

～

夏
季
の
イ
ベ
ン
ト
開
催
に
向
け
「
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
等
に
お
け
る
熱
中
症
予
防
対
策
」
に

て
、
発
生
を
防
ぐ
対
応
と
発
生
後
の
対
応
を
周
知
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
、
奈
良
県
が
作
成
し
た
学
校
管
理
下
の
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
お
け
る
事
故

防
止
対
策
の
一
環
で
あ
る
熱
中
症
EA
Pを

活
用
し
、
緊
急
連
絡
先
の
作
成
と
周
知
を
促
し
て

い
る
。
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◎
短
期

中

暑
さ
指
数
（
WB
GT

値
）
、
天
気
予
報

等
の
活
用

日
程
の
変
更

静
岡
県
静
岡
市

R1
年

度
～

20
18
年
ま
で
は
9月

後
半
に
開
催
し
て
い
た
「
大
浜
ビ
ー
チ
フ
ェ
ス
タ
」
を
、
20
19
年
か
ら

は
6月

上
旬
に
開
催
す
る
。
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長
期

高

大
阪
府
箕
面
市

箕
面
ま
つ
り
推
進
協

議
会

R4
年

度
～

7月
に
開
催
さ
れ
て
い
た
「
箕
面
ま
つ
り
」
の
日
程
に
つ
い
て
、
熱
中
症
対
策
や
夏
の
天
候

状
況
の
変
化
な
ど
の
観
点
か
ら
、
開
催
日
程
に
関
す
る
検
討
委
員
会
を
1年

前
か
ら
立
ち
上

げ
、
協
議
を
重
ね
た
結
果
、
熱
中
症
に
関
し
て
は
命
の
危
険
を
伴
う
こ
と
か
ら
緊
急
性
が

高
い
と
認
識
し
、
市
内
各
学
校
の
行
事
や
地
域
イ
ベ
ン
ト
の
日
程
も
鑑
み
、
第
37
回
（
令

和
4年

度
）
か
ら
10
月
初
旬
に
開
催
日
程
を
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
。
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長
期

高

沖
縄
県
浦
添
市

市
民

部
市
民
生
活
課

H3
0

年
度

～

平
成
30
年
度
よ
り
、
夏
休
み
時
期
の
7月

に
開
催
し
て
い
た
浦
添
て
だ
こ
ま
つ
り
を
、
熱
中

症
対
策
な
ど
の
理
由
に
よ
り
秋
の
10
月
へ
と
開
催
時
期
を
変
更
し
た
。
（
12
月
に
開
催
さ

れ
た
「
て
だ
こ
ま
つ
り
実
行
委
員
会
」
に
て
決
定
）
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長
期

高

佐
賀
県
佐
賀
市

経
済

部
観
光
振
興
課

バ
ル
ー
ン
係

R4
年

度

20
22
年
の
佐
賀
城
下
栄
の
国
ま
つ
り
に
て
、
熱
中
症
リ
ス
ク
を
避
け
る
た
め
に
開
催
時
間

を
正
午
ご
ろ
か
ら
、
15
時
に
変
更
す
る
。
（
8月

開
催
の
予
定
時
間
を
、
3月

時
点
で
変

更
）
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長
期

高

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
変

更
・
中
止

群
馬
県
伊
勢
崎
市

境
支
所
庶
務
課

R1
年

度
令
和
元
年
度
の
境
ふ
る
さ
と
ま
つ
り
に
て
、
高
温
に
よ
る
熱
中
症
の
危
険
性
を
考
慮
し
、

一
部
の
イ
ベ
ン
ト
を
中
止
・
変
更
と
し
た
。
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モ
ニ

タ
リ

ン
グ

シ
ス

テ
ム

の
活

用
及

び
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

作
成

暑
熱
環

境
の
把
握

と
そ
の

緩
和

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
行

動
指
針
）
に
基
づ
く

暑
熱
回
避
行
動
の
判

断
・
実
践

弘
前
大
学
教
育
学
部

附
属
学
校
園
（
青
森

県
）

R1
年

度
～

暑
さ
指
数
を
基
に
し
た
熱
中
症
対
策
の
た
め
に
、
校
舎
内
外
の
暑
さ
指
数
を
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
す
る
環
境
を
構
築
し
、
児
童
生
徒
等
の
成
長
段
階
と
各
学
校
で
の
教
育
活
動
に
そ
っ
た

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
。
教
職
員
に
は
、
職
員
会
議
に
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
取
組
の

共
通
理
解
を
図
り
、
暑
熱
に
対
す
る
意
識
を
向
上
さ
せ
る
。
児
童
生
徒
等
へ
の
保
健
指
導
、

暑
さ
指
数
と
そ
の
危
険
度
を
統
一
し
た
カ
ラ
ー
で
校
内
に
掲
示
す
る
こ
と
で
、
学
校
全
体

の
熱
中
症
予
防
に
対
す
る
意
識
や
意
欲
向
上
を
図
り
、
段
階
的
な
熱
中
症
予
防
の
理
解
や

知
識
の
定
着
を
図
る
。
保
護
者
に
は
、
こ
れ
ら
の
取
組
に
つ
い
て
文
書
で
の
通
知
、
保
護

者
会
で
の
講
話
等
に
よ
る
啓
発
活
動
を
行
い
、
家
庭
と
の
連
携
を
図
る
。
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短
期

高

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
暑

さ
指
数
の
活
用
に
よ

る
リ
ス
ク
評
価
・
可

視
化
・
回
避

H2
5

年
度

～

校
舎
内
外
の
複
数
箇
所
に
設
置
し
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
セ
ン
サ
端
末
で
計
測
さ
れ
た
情
報

が
LA
N経

由
で
サ
ー
バ
に
記
録
さ
れ
、
保
健
室
や
職
員
室
等
の
パ
ソ
コ
ン
で
「
暑
さ
指
数

（
WB
GT
）
」
、
「
温
度
」
、
「
相
対
湿
度
」
、
「
CO

2
濃
度
」
の
変
化
を
観
測
す
る
こ
と
が

出
来
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
対
応
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
た
。

教
室
に
設
置
さ
れ
て
い
る
一
部
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
セ
ン
サ
端
末
に
は
、
WB
GT
と
CO

2
濃
度

の
イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
（
LE
D表

示
）
を
増
設
し
、
WB
GT
が
「
警
戒
（
黄
色
）
」
と
表
示
さ
れ
た

ら
冷
房
を
入
れ
る
、
CO

2
濃
度
が
「
教
室
の
基
準
超
過
1,
50
0p
pm
以
上
」
と
表
示
さ
れ
た
ら

空
気
の
換
気
を
行
う
、
な
ど
の
対
応
が
一
目
で
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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△
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長
期

高

熱
中
症
教
育
を
通
じ

た
予
防

（
普
及
啓
発
方
法
・

経
路
の
工
夫
）

岡
山
大
学

H1
8

年
度

～

学
生
の
熱
中
症
予
防
対
策
を
進
め
る
と
と
も
に
、
地
域
社
会
と
連
携
し
て
、
す
べ
て
の

人
々
に
熱
中
症
予
防
対
策
を
普
及
す
る
た
め
、
20
06

年
よ
り
湿
球
黒
球
温
度
（
WB
GT
)の

測
定
装
置
を
自
主
開
発
し
、
20
08
年
以
降
は
WB
GT
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
リ
ア
ル
タ
イ
ム
表
示
に

取
り
組
み
、
20
14
年
以
降
で
は
、
津
島
キ
ャ
ン
パ
ス
・
鹿
田
キ
ャ
ン
パ
ス
屋
内
外
に
お
い

て
、
い
つ
で
も
誰
で
も
PC
や
ス
マ
ホ
の
画
面
で
直
近
15
分
以
内
の
WB
GT
を
参
照
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
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短
期

高

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
暑

さ
指
数
の
活
用
に
よ

る
リ
ス
ク
評
価
・
可

視
化
・
回
避

埼
玉
県
熊
谷
市

健
康

づ
く
り
課

H2
0

年
度

～

市
内
の
30
小
学
校
に
熱
中
症
・
か
ぜ
予
防
指
標
解
析
表
示
計
を
設
置
。
5月

か
ら
10
月
ま
で

の
間
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
市
内
30
小
学
校
区
の
熱
中
症
予
防
情
報
が
確
認
で
き
る
。
現

在
の
熱
中
症
ラ
ン
ク
（
5段

階
）
だ
け
で
な
く
、
1か

ら
21
時
間
後
の
ラ
ン
ク
予
測
、
各
小

学
校
区
ご
と
の
時
系
列
の
グ
ラ
フ
（
実
況
・
予
測
）
も
確
認
可
能
。
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タ
ー

ゲ
ッ
ト

適
応
ア
ク

シ
ョ
ン
の

テ
ー
マ

適
応
ア
ク
シ
ョ
ン

取
組
概
要

取
組
内
容

想
定
実
施
主
体

実
現
可
能
性

効
果

実
施
者

実
施

時
期

取
組
詳
細

UR
L、

根
拠
情
報
な
ど

行
政

事
業 者

個
人

人
的

側
面

物
的

側
面

コ
ス

ト
面

情
報 面

発
現

時
間

期
待

効
果
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モ
ニ

タ
リ

ン
グ

シ
ス

テ
ム

の
活

用
及

び
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

作
成

暑
熱
環

境
の
把
握

と
そ
の

緩
和

ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
セ
ン

サ
ー
（
Io
T技

術
）

を
用
い
た
対
策

奈
良
県
生
駒
市

教
育

総
務
課

ミ
ツ
フ
ジ
(株

)

R1
年

度

ミ
ツ
フ
ジ
(株

)が
提
供
す
る
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
端
末
を
着
用
し
た
部
活
動
中
の
中
学
生
の
心

拍
数
や
呼
吸
数
な
ど
を
デ
ー
タ
化
し
、
(株

)ウ
ェ
ザ
ー
ニ
ュ
ー
ズ
か
ら
配
信
さ
れ
る
練
習

場
所
の
温
度
や
湿
度
の
気
象
情
報
を
部
活
監
督
が
タ
ブ
レ
ッ
ト
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど

で
確
認
し
、
生
徒
個
々
の
休
憩
や
水
分
補
給
の
時
間
、
練
習
場
所
の
変
更
な
ど
、
部
活
動

中
の
暑
熱
対
策
に
活
用
す
る
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
す
る
（
20
19
年
度
）
。
学
校
現
場
へ
の

同
端
末
の
導
入
は
全
国
初
と
な
る
。
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●
●

◎
○

△
◎

短
期

高

熱
中
症

予
防
に
関

す
る
啓

発
、
指
導
、

教
育
支

援
等

熱
中
症
教
育
を
通
じ

た
予
防

（
普
及
啓
発
方
法
・

経
路
の
工
夫
）

埼
玉
県
熊
谷
市

学
校

教
育
課

H2
8

年
度

～

小
学
校
の
委
員
会
活
動
の
支
援
と
し
て
、
児
童
が
主
体
的
に
暑
さ
対
策
や
熱
中
症
予
防
の

知
識
を
学
べ
る
よ
う
、
小
学
校
の
児
童
委
員
会
の
活
動
に
対
し
て
補
助
金
等
の
支
援
を
す

る
。
ま
た
、
市
内
の
公
立
中
学
校
に
お
い
て
全
生
徒
を
「
暑
さ
対
策
サ
ポ
ー
タ
ー
」
に
育

成
す
る
「
中
学
生
サ
ポ
ー
タ
ー
事
業
」
を
展
開
し
て
お
り
、
1年

生
は
暑
さ
対
策
セ
ミ
ナ
ー

の
受
講
、
2年

生
は
AE
D講

習
、
3年

生
は
防
災
無
線
や
地
域
で
の
呼
び
か
け
な
ど
に
よ
る
情

報
発
信
を
行
う
こ
と
で
、
地
域
へ
熱
中
症
予
防
の
啓
発
を
行
っ
て
い
る
。
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◎
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N/
A

◎
N/
A

低

岡
山
大
学

H2
6

年
度

～

学
生
の
ス
ポ
ー
ツ
系
課
外
活
動
を
中
心
と
し
た
熱
中
症
予
防
対
策
の
重
要
性
が
増
し
て
い

る
こ
と
を
受
け
、
熱
中
症
予
防
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
や

「
指
導
者
の
た
め
の
熱
中
症
予
防

ノ
ー
ト
」
を
作
成
し
、
熱
中
症
予
防
対
策
講
座
（
安
全
教
育
）
お
よ
び
環
境
整
備
を
実
施

し
て
い
る
。
20
10
年
か
ら
は
、
運
動
部
員
全
員
が
熱
中
症
予
防
講
習
会
を
受
講
す
る
形
式

と
し
た
。
さ
ら
に
、
地
域
の
教
育
委
員
会
や
保
健
所
等
と
連
携
し
て
、
学
校
現
場
で
の
環

境
測
定
と
評
価
、
実
地
調
査
結
果
に
も
と
づ
く
高
齢
者
の
室
内
熱
中
症
対
策
を
推
進
し
て

き
た
。
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◎
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N/
A

◎
N/
A

低

R1
年

度
～

20
19
年
に
は
、
第
3回

熱
中
症
予
防
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。
こ
れ
は
、
東
京
20
20
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
会
に
向
け
て
最
新
の
熱
中
症
予
防
対
策
を
学
び
、

日
頃
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
お
け
る
熱
中
症
予
防
の
事
例
な
ど
を
知
り
、
具
体
的
な
熱
中
症

予
防
対
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
今
後
解
決
す
べ
き
課
題
を
共
有
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
学
生
の
熱
中
症
予
防
と
い
う
直
接
的
効
果
に
加
え
て
、
地
域
社
会
へ
の

波
及
と
安
全
マ
イ
ン
ド
を
有
す
る
次
世
代
の
育
成
に
役
立
つ
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

測
定
・
表
示
シ
ス
テ
ム
一
式
は
自
主
開
発
で
汎
用
性
が
あ
る
た
め
、
普
及
が
可
能
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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◎
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N/
A

◎
N/
A

低

岐
阜
県

環
境
生
活
部

統
計
課

企
画
分
析
係

H2
9

年
度

上
之
郷
中
学
校
（
御
嵩
町
）
の
2年

生
の
数
学
の
時
間
に
、
「
デ
ー
タ
か
ら
生
活
を
見
つ
め

直
す
」
を
テ
ー
マ
に
授
業
を
行
い
、
熱
中
症
に
よ
っ
て
救
急
搬
送
さ
れ
た
人
数
の
都
道
府

県
別
ラ
ン
キ
ン
グ
に
つ
い
て
デ
ー
タ
分
析
を
行
い
が
ら
、
熱
中
症
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
も

学
ぶ
。
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N/
A

◎
N/
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低

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
行

動
指
針
）
に
基
づ
く

暑
熱
回
避
行
動
の
判

断
・
実
践

神
奈
川
県
横
浜
市

教
育
委
員
会
事
務
局

人
権
健
康
教
育
部

健
康

教
育
・
食
育
課

R1
年

度
～

児
童
生
徒
の
安
全
を
最
優
先
に
考
え
た
各
学
校
に
お
け
る
ル
ー
ル
づ
く
り
の
指
針
と
し
て
、

「
横
浜
市
立
学
校
熱
中
症
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策
定
。
管
理
職
を
は
じ
め
と
す
る
教

職
員
が
熱
中
症
の
事
故
防
止
の
た
め
に
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
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N/
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◎
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低

７ 車 中 の 乳 幼 児

7
-1

車
中

の
熱

中
症

事
故

を
防

ぐ

熱
中
症

予
防
に
関

す
る
啓

発
、
指
導
、

教
育
支

援
等

ア
プ
リ
や
WE
Bツ

ー
ル
等
に
よ
る
普
及
啓

発
方
法
・
経
路
の
工

夫

山
梨
県
甲
府
市

子
ど

も
未
来
総
室

子
育
て

支
援
課

子
育
て
支
援

係

R2
年

度
～

甲
府
市
子
育
て
支
援
ア
プ
リ
「
す
く
す
く
メ
モ
リ
ー
ズ
」
に
お
い
て
、
20
20
年
の
熱
中
症

警
戒
ア
ラ
ー
ト
（
試
行
）
の
開
始
に
合
わ
せ
て
、
注
意
喚
起
を
プ
ッ
シ
ュ
通
知
し
、
親
に

向
け
た
注
意
喚
起
の
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
し
た
。
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◎
○

N/
A

◎
N/
A

低

デ
ー
タ
に
基
づ
く
普

及
啓
発

(一
社
)日

本
自
動
車

連
盟
(J
AF
)

H1
9

年
度

～

季
節
ご
と
の
、
車
内
温
度
の
変
化
を
実
証
実
験
し
、
車
内
お
き
ざ
り
の
危
険
性
に
つ
い
て
、

普
及
啓
発
を
行
っ
て
い
る
。
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N/
A

◎
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低

車
内
放
置
防
止
対
策

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作

成
・
配
布

ホ
ー
ル
関
係
5団

体
H2
5

年
度

～

全
日
遊
連
他
、
ホ
ー
ル
関
係
５
団
体
で
子
ど
も
の
車
内
放
置
防
止
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作

成
し
、
全
従
業
員
に
配
布
し
て
い
る
。
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◎
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N/
A

◎
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A

低

子
供
の
車
内
放
置
事

故
防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
の
実
施

秋
田
県

県
警
少
年
女

性
安
全
課

H2
6

年
度

～

H2
6年

頃
か
ら
継
続
し
、
幼
児
の
車
内
放
置
防
止
等
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
て
い
る
。

（
「
第
2次

あ
き
た
子
ど
も
・
若
者
プ
ラ
ン
」
の
取
組
状
況
参
照
）
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◎
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N/
A

◎
N/
A

低

熱
中
症
予
防
に
関
す

る
啓
発
、
指
導
、
教

育
支
援
等

千
葉
県
市
原
市

総
務

部
危
機
管
理
課
, 
消

防
局

市
原
警
察
署

JA
F市

原
支
部

H2
9

年
度

子
ど
も
の
事
故
が
増
え
る
夏
休
み
期
間
の
初
旬
に
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
で
「
緊
急
車

両
大
集
合
フ
ェ
ス
タ
」
を
開
催
し
、
各
種
体
験
、
火
災
、
熱
中
症
、
水
難
事
故
等
の
予
防

広
報
を
子
ど
も
と
そ
の
家
族
に
実
施
し
た
。
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◎
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N/
A

◎
N/
A

低

千
葉
県

健
康
福
祉
部

児
童
家
庭
課

虐
待
防

止
対
策
推
進
室

R4
年

度

JA
Fユ

ー
ザ
ー
テ
ス
ト
の
結
果
を
引
用
し
、
熱
中
症
に
よ
る
死
亡
の
危
険
性
を
指
摘
し
な
が

ら
、
子
ど
も
を
車
内
に
放
置
す
る
こ
と
は
児
童
虐
待
に
あ
た
る
と
指
摘
し
、
注
意
喚
起
を

行
っ
て
い
る
。
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◎
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N/
A

◎
短
期

高

車
内
環
境
の
整
備

置
き
忘
れ
防
止
シ
ス

テ
ム
の
構
築

オ
ム
ロ
ン
(株

)
H3
0

年
度

～

生
体
が
呼
吸
す
る
際
に
発
生
す
る
胸
の
動
き
を
電
波
で
捉
え
る
こ
と
で
、
自
動
車
内
に
お

い
て
乗
員
の
存
在
を
よ
り
正
確
に
検
知
す
る
「
呼
吸
時
体
動
検
知
セ
ン
サ
ー
」
を
開
発
、

20
21
年
末
の
量
産
化
を
目
指
す
。

20
17
年
に
発
表
し
た
、
「
ド
ラ
イ
バ
ー
見
守
り
車
載
セ
ン
サ
ー
」
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

で
、
子
ど
も
や
ペ
ッ
ト
、
意
識
を
失
っ
た
大
人
な
ど
、
自
力
で
車
外
に
出
ら
れ
な
い
対
象

だ
け
を
検
知
し
、
必
要
な
場
合
に
の
み
警
報
を
発
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。
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△

◎
長
期

高

ト
ヨ
タ
自
動
車
(株

)
本
田
技
研
工
業
(株

)

H3
0

年
度

～

リ
ア
ド
ア
の
開
閉
を
ト
リ
ガ
ー
と
し
て
シ
ス
テ
ム
が
起
動
、
目
的
地
で
停
車
し
て
シ
フ
ト

を
Pレ

ン
ジ
に
し
て
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
解
除
し
た
と
き
、
も
し
く
は
シ
ス
テ
ム
を
オ
フ
に
し

た
と
き
に
後
席
の
乗
員
や
荷
物
の
存
在
に
つ
い
て
注
意
喚
起
を
行
な
う
「
リ
ア
シ
ー
ト
リ

マ
イ
ン
ダ
ー
」
搭
載
車
を
販
売
。
ト
ヨ
タ
「
シ
エ
ン
タ
」
、
ホ
ン
ダ
「
ホ
ン
ダ

e」
な
ど
。
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◎
長
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気候変動適応における広域アクションプラン  

７つのターゲット別熱中症対策  

～夏季の猛暑に適応する～  

 

令和５年３月  

 

 

 

監修  小野  雅 司  

 
国 立 環 境 研 究 所  エ コ チ ル 調 査 コ ア セ ン タ ー  客 員 研 究 員  
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